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はじめに 

 

 いうまでもなく、大規模災害発生時には、「情報」は極めて重要な

役割を果たす。 

首都直下地震クラスの大規模災害が発生した際には、政府も緊急

災害対策本部を立ち上げることとしているが、政府の災害対策本部

も、被災地や被災地を案ずる国民に対して的確な情報提供をしてい

く必要がある。 

 阪神・淡路大震災をはじめ、その後の災害対応の経験を踏まえ、

我が国の防災対策は様々な分野において充実、強化が図られてきた。

しかしながら、大規模災害が発生した際に、政府が国民に対してど

のように情報提供を行っていくかについては、未だ十分な整理がな

されていない。 

 

関東大震災の際には、当時唯一のマスメディアであった新聞の途

絶等もあり、流言飛語が発生するという事態を招いた。今日では、

多様なメディア等が発達し、携帯電話の普及など情報提供に利用可

能な手段については格段に充実してきたものの、大規模災害が発生

した際の国民への的確な情報提供の重要性については、いささかも

変わるところがない。 

 

本懇談会は、大規模災害発生時に、被災地や被災地を案ずる国民

に対して国の災害対策本部がどのような情報をいかに提供していく

かを主たるテーマとしてご議論いただき、実際の大規模災害発生時

における国の災害対策本部による的確な情報提供に資することを目

的として開催した。 

 

本懇談会においては、関係省庁の協力を得て、大規模災害発生時

の政府の災害対策本部が行う情報提供の項目や国民への呼びかけと

して考えられる情報について発災後の時系列に沿って整理を試みた。 

また、マスメディア、自治体、学識経験者サイドの各委員に発表を

お願いし、それぞれの立場での取組や国による情報提供のあり方等

についてご意見をいただいた。 

懇談会においては、これらを基に、国の災害対策本部による情報

提供の内容や体制の整備、情報提供手段の充実等について、各委員

の間で活発な議論をいただいた。 
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議論にあたっては、必ずしも一定の結論を得ることを目的にせず、

自由な意見交換を旨とするため、懇談会という形をとったが、各委

員からは有益なご意見や具体的なご提案の数々をいただくことがで

きた。 

 

本報告書は、この懇談会における各委員の意見を、座長をお願い

した吉井委員の締めくくりのコメントを基に、主な論点ごとに整理

したものである。 

この中には、実現のために乗り越えるべき様々な課題があるもの

も含まれているが、内閣府（防災担当）としては情報提供の内容、

手段、体制に至るまで、委員からいただいた貴重なご意見等を踏ま

え、今後、関係省庁と連携しつつ、精力的に検討を進め、大規模災

害発生時における国民への的確な情報提供が可能となるよう、その

備えに万全を期してまいる考えである。 

 

 

内閣府政策統括官（防災担当） 増田 優一 
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懇談会議事要旨 

 
本稿は、吉井座長によるまとめのご発言をもとに、事務局において懇談会に

おける各委員のご発言を編集したものである。 
 
１．国の災害対策本部による情報提供に関する取組について 

（１）情報提供の内容について 

（座長コメント） 

・発災害直後は、被害情報は限られており、まず、国が機能していることを

知らせることが重要である。トップが前面に出て「大丈夫」というメッセ

ージを出す必要がある。国は全力を挙げて救援活動を行うこととしている

こと、その活動が始まっていることを強調する必要がある。    

 ・その後の情報提供においては、被害情報や応急対策の状況をどの程度つか

んでいるかが重要である。情報を効率的に収集する総括機能の充実が必要

である。 

 ・被災者に対する情報と、被災地外に提供する情報とは違うが、首都直下地

震の場合にはそれが渾然一体となる。事前の準備や訓練が重要である。  

  
○国の災害対策本部による情報提供の内容については、各委員からは、主とし

て以下のような意見があった。 
【国の機能継続、応急対策の実施状況と見通し情報の提供】 
・国の制度は機能している、復旧工事はフル回転している、だから皆さんも

頑張ってほしい、ということを具体的に伝えるための準備をしておくこと

が重要である。 
・地方自治体は、今後の自然現象の推移、災害の推移そのものの情報提供が

できないので、国の広報対応の中で情報提供をお願いしたい。 

・国が被災地に対して、今後どういう支援の体制を組んでいくのかというこ

とは、自治体側から発言しにくい部分があるので、早めに住民に伝えてほ

しい。 
・国の災害対策本部が、発災直後に国民に対して「こういうことをやります」

という所信表明演説を行うことは非常に重要だと思う。ただし、時間の経

過とともにできることとできないことをはっきり言うことも非常に重要で

ある。 

・国による情報提供としては、現状のハザード情報、被害情報、政府の対応

に加え、今どういう問題が発生していて今度どういう展開をしていくのか、

（座長コメント） 

・発災害直後は、被害情報は限られており、まず、国が機能していることを

知らせることが重要である。トップが前面に出て「大丈夫」というメッセ

ージを出す必要がある。国は全力を挙げて救援活動を行うこととしている

こと、その活動が始まっていることを強調する必要がある。    

 ・その後の情報提供においては、被害情報や応急対策の状況をどの程度つか

んでいるかが重要である。情報を効率的に収集する総括機能の充実が必要

である。 

 ・被災者に対する情報と、被災地外に提供する情報とは違うが、首都直下地

震の場合にはそれが渾然一体となる。事前の準備や訓練が重要である。 
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国のスタンスとメッセージとして出していくべきである。 

・見通し情報として、例えば救援部隊がこれから出動する、すでに動いてい

る、あるいは関係法令を適用できるような要件が揃っている、といった情

報を提供していただきたい。 

【被災者への元気づけ、共助の呼びかけ等】 

・ある一定の期間は、みんなで我慢して譲り合わなければいけないとか、そ

ういうことを国の災害対策本部が呼びかけることも重要である。 

・総理や官房長官、防災担当大臣が、顔を見せて、「必要な防災行動を取って

くれ」というような場面があっていいと思う。また、その調整は、内閣府

防災担当が率先的にやるという形が望ましいと思う。 

【被災地の特徴の反映：首都圏・大都市の場合と地方の場合の違い等】 

・情報の伝え方は、各々の地震や被害によって随分違ってくる。呼びかけや

情報も事前に用意しているものをそのまま伝えるのではなく、被害情報を

収集し、それぞれの災害ごとに被害の全体像を把握した上で、適切なタイ

ミングで適切な呼びかけを行うことが重要である。 
・例えば、首都直下地震が起きたら具体的にどの程度の被害が想定されるか、

想定を超えているのか超えていないのか、発生後２時間経ったら大体この

ぐらいの情報が集まってきて、想定通りだったらこのぐらいだろうとか、

情報提供可能な具体的な材料を整理しておく必要がある。 

・地域の事情を県外に発信することは、地元自治体ではできない部分であり

政府の広報として代弁していただきたい。 

・大都市では情報の過疎になる人たちが多数発生するではないか。そのため

内閣府が中心となり、トップの会見とは別にリアルタイムで最新の被害情

報を提供していくことが必要ではないか。 
【情報ニーズの時間的変化への対応】 
・知りたい情報というのは、時間の経過や場所によって異なる。そういうも

のにどう応えていくのかが大きな課題になる。 

・一番被害の大きいところの被害情報が上がってこないといった情報の空白

を埋める作業を行う努力を国の方でしていただきたい。 

・発災後初期の段階で何が起きているのか情報が入ってこない段階では、映

像で現地の状況を流すことが有効である。 

・災害時は時系列的に状況が変化する中で、今後何が起こるかといった情報

提供には専門家の役割が大きい。 

・ＥＥＳ（地震被害早期評価システム）は、誤差はあると思うが、初動の災

害対策を進めるうえでも有効だと思うので、被害規模の桁数だけでも公表

してほしい。 
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【配慮すべき重要な情報提供項目その他情報提供に当たり配慮すべき事項】 
・首都圏の場合、外国人への情報提供が課題になると考えられる。 

・首都直下地震を考えると、帰宅困難者の対応が一番の問題であり、そのた

めにも安否情報や安心情報を提供する際には、扱う情報の中身について優

先順位をつけて提供すべきである。 

・開いている病院の情報、倒壊した病院の情報を提供してほしい。 

・国が記者会見要旨等を公表することで、現場との温度差が解消されるので

はないか。 

・各省庁は、色々な知見を持っているのであるから、国民もメディアも納得し

やすい解説的な情報があればいい。 
 
（２）情報提供の体制の整備について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○国の災害対策本部による情報提供の体制の整備については、各委員からは、

主として以下のような意見があった。 
【国、県、市の関係】 
・国、都道府県、市町村の役割はそれぞれ異なるが、目的は同じである。災害

時には時には良い意味で競い合いつつも、それぞれ分業して、全体として良

い成果をあげていくということが重要である。 
【災害対策本部における情報センター機能の整備】 
・災害対策本部に情報センターのようなものがいつの時点でどのような形で設

置されるのか、その情報センターのあり方とは何か、ということを議論する

必要がある。 

・国の情報対策本部というようなものをどういう仕組みにするか、災害対策本

部の中に置くのか、並行して置くのかを検討する必要がある。 

・有珠山噴火災害の際には、国の現地対策本部、北海道の現地対策本部、被災

市町の災害対策本部が合同会議を立ち上げ、その中に専門家や防災関係機関

 （座長コメント） 

・情報センター機能を検討していく必要がある。 

 （例 プレス関係者のたまり場の確保。国、都道府県、区・市町村の情報

を一括する場所の整備。担当者の育成、バックアップ体制の整備） 

・被災地での情報に対する不満は強い。被災者に情報を提供するワンストッ

プセンター機能が重要である。 

・情報提供のあり方、あるいは呼びかけの仕方についての具体的なマニュア

ルを作成し、訓練を行って検証する必要がある。 
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等が入ってもらい、共同のプレスセンターを情報提供の中核として設置した。

共同のプレスセンターあるいは情報センターによって組織間の情報のやり

とりや意思疎通が生まれ、有効であった。 

【正確な情報の収集、情報の管理】 

・インターネットがこれだけ発達してくると、ネット上での不確かな情報や間

違った情報が氾濫するため、これを国の災害対策本部等がどう管理していく

かが問題である。 

・被害情報のようなバツの情報については、かなり集められるのではないかと

期待しているが、一方で、被害が出ていないというマルの情報を集めること

も大切。こういった情報を集めるチームを国の危機管理チームとは別に設け

る必要がある。 

・通常の災害対応とは別に、離れた立場で、例えばトップに何を言ってもらう

のか等を状況を見ながら考えるようなセクションが必要である。 

【人材の確保・育成】 

・災害が発生すると、防災担当職員は、場合によっては 24 時間働き続けなけ

ればならないことを考慮すると、人材の手当ては極めて重要である。 

・防災ＯＢや民間から選抜して、広報専門員を養成、確保する必要がある。 

【広報マニュアルの作成、訓練の実施】 

・国、県、市町村の広報担当者間で意思統一ができる基本的なマニュアルを作

成しておき、広報担当として共通の認識を持たせることが有効である。 

・首都直下地震が発生した場合には、マスメディアも相当程度機能マヒに陥る

おそれがあり、広報関係について図上訓練を行うなど、準備をしておかなけ

ればいけない。 

・マスコミ対応、広報だけの防災訓練は賛成ではない。やるとすれば、今の防

災訓練のどこかにそういうマインドを入れていただけることが望ましい。そ

の方が机上の理論にならなくて良い。 

 

（３）情報提供の手段の充実について 

 
 
 
 
 
 
 
○国の災害対策本部による情報提供の手段の充実に関しては、各委員からは、

（座長コメント） 

・情報提供と問い合わせ応対は一体であり、問い合わせセンター的な機能も

必要である。そのためには、インターネットの活用、情報のポータル機能

の充実も重要である。 

・携帯を使った情報提供も考えていく必要がある。 
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主として以下のような意見があった。 
【情報のポータル機能の整備】 

・地域の災害情報の集約センターをネットワーク化していくことが必要であり、

自治体を越えた生活圏であるとか、ある種の通勤圏というような活動圏域の

中で必要なニーズに関する情報の流通という視点が大事である。 

・全国的な統一フォーマットで災害情報を共有できるシステムを整備していく

ことが重要ではないか。 

・どこにでも誰でも使えるような情報プラットフォームがあれば、メディアも

市民もいろんなレベルで利用できるのではないか。 

・内閣府の役割は、いろいろなところにある情報をみんなで共有するための方

法を検討することにあると思う。その際の考え方として、例えば、情報セン

ターやホームページで細かい情報をリアルタイムで提供していくとか、情報

共有のためのプラットフォームのようなものを作るというのも一つの方向

性である。 

・それぞれの主体が、それぞれのコンテンツを相互に必要なものを使う側が取

ってきて情報を共有し、再発信するというような環境にモデルを変えていく

ことが重要である。 

・それぞれの主体が分散し、協調しながら、集めた情報は行政も横目で見なが

ら活用ができる、または報道もそれを編集して記事にもできる、こういう関

係のモデルを国として整備していくことが重要である。 

・現在の各省庁のホームページは深くまでスクロールしないと、お目当ての情

報にたどり着けないため、情報のカテゴリー化が必要である。例えば災害ご

とに人的被害とか住家被害とか、あるいは適用された法令とか、そういうも

のがすべて整理されてあれば非常に見やすいと思う。 

【地図情報の提供】 
・災害があると、様々な地名、河川の名前も出てくるが、そこに地図に情報を

記入したものがあれば非常に分かりやすいと思う。 

・ Google マップ（オンライン地図情報サービス）や YouTube（動画コンテンツ

共有サイト）等を活用して、被災者に生の映像や位置情報付の情報を信頼性

を付与しながらどう集約して提供していくのかについても考える必要があ

る。 

【確実な情報提供のための様々な手段の活用】 
・メディアに完全に頼り切ることはできないため、政府や自治体の災害対策広

報、行政新聞が重要である。 

 ・ミニ新聞発行車を持っている地方紙から被災地の地元紙に応援を派遣し、被
災者等を雇用しながら「ここだけ新聞」を発行するという方法は、特に生活
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情報を提供する上で有効である。 
 
２．各メディアの情報提供に関する取組について 

 
○懇談会においては、テレビ、ラジオ、新聞それぞれの立場からの情報提供に

関する取組について発表があり、これを基に各委員から活発な議論がなされ

た。この点については、主として以下のような発表、発言があった。 

【各メディアの特性と役割、求められる取組】 

・テレビは、必要な情報を直ちにあまねく一時（いちどき）に伝えられるこ

とができる。特に初期の段階で大きな情報である映像情報をどう集め、ど

う伝えていくかが課題である。 
・テレビは速報メディアであり、被災地の生命を守る情報と生活を守る情報

を発信することに適している。 

・テレビによる都市部の震災報道では、被害がどんどん広がっていく火災の

報道に力を入れていきたい。 

・テレビの地上デジタル放送を活用したデータ放送では、文字情報で視聴者

がインデックスを見て好きな時に必要な情報を選ぶことが可能になった。 

・ラジオは、受け手が停電の時も携帯ラジオさえあれば発災直後に何が起き

たのか迅速に伝えることができる。 

・被災地に正確な情報を提供するためには、情報の一元化が必要である。在

京の７つのラジオ局では、ライフライン各社と共同で情報の一元化に向け

た取組を進めている。 

・災害時には被災者にとって全く情報が入ってこないという事態が発生する

ことがある。地元のメディアとしては、未確認情報をどう取り扱うかが意

外と大事ではないかと思っている。 

・地方放送局では、デジタル放送のデータ放送のための環境が十分でないた

め、アナログと同様の画面にならざるを得ないという状況がある。 

・活字メディアは、速報性では他のメディアに劣るため、被災地で何が起き

ているかという評価・分析に力を入れることになる。 

【情報を受信する者の情報ニーズの相違】 

・被災者の中にも救助を待つ人と、ある程度余力のある人に分かれるし、被

災者の置かれた状況によって求められる情報が違う。 

・被災地の住民と被災地外の住民が欲しい情報は異なる。また、被災地外に

いても被災地に家族・親戚がいる方が欲しい情報も異なる。必要とされる

情報をどのように仕分けしていくかを事前に考えておく必要がある。 
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【メディアにおける生活密着情報の提供】 

・被災地に向けてきちんと情報を出すローカルメディアが必要である。 

・スーパーや風呂屋の営業に関する情報など、被災地に向けた生活密着型の

「零細情報」の提供を考える必要がある。これまでの災害では、地域のボ

ランティアがこうした情報を集めているところがあり、こういった情報を

メディアとしてどう集めて吸い上げていくかにも目を向けていく必要があ

る。 

・分野ごとに都道府県をまたいだ生活情報をどうやって集約し、提供してい

くかは、今後の課題である。 

【首都直下地震におけるメディアの役割】 

 ・メディアも広域的な役割とローカル的な役割を使い分けなければならない。

首都圏の場合にはそれが一体化しているので、首都直下地震の際にどうす

るかという課題も残されている。 

・首都直下地震が発生した場合、マスメディアがローカルメディアとしての

役割も担うということが予想される。 

 ・首都直下地震が発生した場合、メディアがはじめて被災地の中で報道する

ことになるため、過剰に地震が取り上げられてしまう恐れがある。 

 

３．情報提供における災害対策本部とメディアとの連携について 

 
○懇談会においては、大規模災害発生時の災害対策本部とメディアとの連携方

策について、活発な議論があった。この点については、主として以下のよう

な発表、発言があった。 
【災害対策本部の公開】 

・新潟県中越地震の際、長岡市は災害対策本部会議の生中継を行った。この

方式はもちろん汎用性があるものではなく、都市の規模等によってずいぶ

ん違ってくると思うが、本部会議の生中継は、市民に対して、市役所がき

ちんと対策を立てているということが伝わり、デマ防止や安心感につなが

ったと思う。 

・災害対策本部会議の公開は、一種のエンベッド（embed）、埋め込み方式の

取材である。記者会見を別に設定しなくても、公開さえしておけば自由に

記者が取材して自由に記事を書いていくという形で、行政側の負担は減る

というメリットはあるが、決断力や判断力の乏しいトップであると醜態を

さらすというおそれもある。 

・災害対策本部の公開について、国が指針等を作ってくれれば、都道府県に

も参考になる。 
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・行政は時として意思形成過程を公開するのを嫌がる傾向にあるが、意思形

成過程であっても、災対本部は公開すべきである。 

【その他行政とメディアの連携】 

・情報の発信源と発信する側の窓口、定例記者会見の回数・時間間隔等を明

確にする必要がある。 

・首都直下地震や東海地震のように被害が広範囲にわたるときに、行政側と

きちんと交渉できる窓口をメディア側で自主的につくっていただく必要が

ある。また、メディア側も少なくとも基礎知識は自分たちで勉強すること

が必要である。 
・非常時になった途端に、中央から入ってきたメディアの方が大挙し、行政

との窓口になるべき地元の記者クラブがかすんでしまう。非常時こそ、き

ちんとしたメディア側の自己規制が必要である。 
・マスメディアと行政との連携の方策として、神戸市等での災害対策本部事

務局と記者クラブの同居の例がある。災対本部と記者が同居することによ

って、情報の共有化や連帯意識の醸成というメリットがある。 
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資料編 

 
（１）国の災害対策本部による情報提供に関する取組について 

・第１回懇談会議事次第 

・大規模災害発生時における情報提供のあり方に関する懇談会議論のテーマ（案） 

（第１回懇談会資料） 

・過去の大規模災害における情報ニーズと情報不足により発生した事態 

   （第１回懇談会参考資料―１） 

・災害発生時における情報提供項目と時系列整理（被害・対応関係） 

（第２回懇談会資料２―１（第１回懇談会参考資料―２―１を事務局で加筆・修正し

たもの）） 

・災害発生時における情報提供項目と時系列整理（支援措置関係） 

 （第１回懇談会参考資料―２―２） 

・「緊対本部による国民への呼びかけ」として考えられる情報 

（第１回懇談会参考資料―２―３） 

・過去の大規模災害による政府の災害対策本部等による情報提供の事例 

（第１回懇談会参考資料―３） 

・内閣府ＨＰにおける「内閣府防災担当災害緊急情報」の課題等について 

（第１回懇談会参考資料―４） 

・過去の大規模災害における政府の情報提供活動に関する現地災害対策本部による支援

事例（第１回懇談会参考資料―５） 

・第２回懇談会議事次第 

・「緊対本部による国民への呼びかけ」として考えられる情報 

（第２回懇談会資料１―１） 

・既往災害時等における政府からの国民等への呼びかけ事例 

（第２回懇談会資料１―２） 

・首都直下地震応急対策活動要領における主な広報事項等について 

（第２回懇談会資料２－２） 

・都道府県の地域防災計画における主な広報事項等について（東京都の例） 

（第２回懇談会参考資料２－１） 

・市町村等の地域防災計画における主な広報事項等について（東京都練馬区の例） 

（第２回懇談会参考資料２－２） 

・特別非常災害時の中央合同庁舎第５号館における記者発表体制について 

（第２回懇談会資料３） 

・「大規模災害発生時における情報提供のあり方に関する懇談会」（第１回）の主な意見 

（第２回懇談会資料４） 
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大規模災害発生時における情報提供のあり方に関する懇談会 
（第１回） 

議  事  次  第 
 
 

 日 時  平成19年２月６日（火）10：00～12：30 

 場 所  都道府県会館 ４階４０２号室 

 

 

１．開 会 

 

２．懇談テーマ（案） 

（１）大規模災害発生時の情報の重要性について 

（２）大規模災害発生時の国の災害対策本部による情報提供について 

（３）各種メディアからみた大規模災害発生時の情報提供の考え方について 

 

３．閉 会 

 

○ 説明資料 

・ 大規模災害発生時における情報提供のあり方に関する懇談会議論のテーマ（案） 

 ・ 過去の大規模災害における情報ニーズと情報不足により発生した事態 

（参考資料―１） 

・ 災害発生時における情報提供項目と時系列整理（被害・対応関係） 

（参考資料―２―１） 

・ 災害発生時における情報提供項目と時系列整理（支援措置関係） 

（参考資料―２－２） 

・ 「緊対本部による国民への呼びかけ」として考えられる情報 

（参考資料―２―３） 

・ 過去の大規模災害による政府の災害対策本部等による情報提供の事例 

（参考資料―３） 

・ 内閣府ＨＰにおける「内閣府防災担当災害緊急情報」の課題等について 

（参考資料―４） 

・ 過去の大規模災害における政府の情報提供活動に関する現地災害対策本部による支援事例 

（参考資料―５） 

 

○ 配付資料 

    大規模災害発生時における情報提供のあり方に関する懇談会構成員 
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大規模災害発生時における情報提供のあり方に関する懇談会 

議論のテーマ（案） 

１ 懇談会の趣旨 

・ 大規模災害発生時において、正確で迅速な情報の提供は、防

災関係機関が災害対応を行うに当たって不可欠なものである

が、被災地住民の被害や混乱の拡大等を防ぎ、さらには被災地

を案ずる国民が現地ニーズに即した支援活動等を行うために

も、極めて重要。 

・ 国の災害対策本部にとっては、被災地住民や広く国民に対して

的確な情報提供を行っていくことは災害対応上極めて重要な

業務。 

・ しかしながら、実際の災害では、特に発災害直後から応急期に

かけて広範な災害対策業務に追われ、様々な情報が錯綜。被災

者や国民のニーズに応じた的確な情報提供をしていくには多

くの課題。 

・ そこで、大規模災害発生時に、被災地や被災地を案ずる国民に

対して、国の災害対策本部がどのような情報をいかに提供する

かについて、他の防災関係機関や地方公共団体との役割分担、

メディアの動向等も踏まえつつ、有識者からなる懇談会を設け

て議論を行うこととする。 
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○首都直下地震級の大規模災害の発生直後からの災害応急対策期の

国の（緊急）災害対策本部（現地災害対策本部を含む。）による国

民全体、及び被災者向けの情報提供のあり方を議論の基本的なテ

ーマとしたい。 

 

２ 大規模災害発生時の情報の重要性 

大規模災害発生時における防災関係機関による情報提供の意義はど

のような点にあるか？ 

 

○過去の大規模災害における情報ニーズと情報が不足した場合に発

生した事態について（参考資料―１） 

 

（主な論点例） 

○大規模災害発生時における被災地及び国民への「情報提供」の意

義は以下のような点にあるのではないか？ 

  ・被災者、被災地を案ずる国民等による災害の全体像の把握を

容易にし、適切な行動を促すことにより、民心の安定を図り、

被害の拡大や風評被害を防止するとともに、国民経済への影

響を最小限とする。 

  ・防災関係機関による災害対応への協力を確保するとともに、

自主防災組織、災害ボランティア等が行う救助活動や復旧活

動など被災地支援活動の円滑かつ効果的な展開に資する。 
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３ 大規模災害発生時の国の災害対策本部による情報提供について 

今、首都直下「級」の大規模災害が発生した場合に、政府の災害

対策本部はどのような情報提供を行うことが可能か？（現状と課題） 

 

○「２大規模災害発生時の情報提供の重要性」や、以下のような政

府の災害対策本部の特性を踏まえ、現時点で想定される、発災害

直後の各段階における情報提供のイメージは参考資料―２のとお

り。  

 

（主な論点例） 

○情報提供に関する政府の災害対策本部と他の防災関係機関との役

割分担について 

・政府本部による情報提供に当たっては、例えば以下のような他の

防災関係機関との基本的な役割分担を踏まえるべきではないか？ 

・地方公共団体やライフライン企業等、他の防災関係機関との関

係 

  地方公共団体、ライフライン企業＝被災地に即した情報（被害

情報、安全情報）、生活情報  

  政府対策本部＝被害及び災害対応の全体像、国民への呼びかけ 

・政府部内の他の指定行政機関との関係 

  政府対策本部＝被害及び政府の災害対応の全体像 

  他の指定行政機関＝所管する事項に関する詳細な情報 
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・緊急災害対策本部と現地災害対策本部との関係 

  緊急災害対策本部＝国民全体向け 

  現地災害対策本部＝被災地向け 

 

○政府本部により提供されるべき情報の内容について 

・発災直後（発災１日後、１週間後等）の各段階において、特に政

府の災害対策本部からの提供を期待する情報はどのようなものが

あるか？  

（参考資料―３）過去の大規模災害における政府の災害対策本部

による情報提供の事例 

 

○政府本部による情報提供の手段について 

・マスメディアの協力を得て行う情報提供以外に、近年は、インタ

ーネット等による情報提供も可能。どのような手段が考えられる

か。また、その際に留意すべき点はどのようなものか？  

（参考資料―４）内閣府の防災情報のホームページ 

 

○他機関が行う情報提供に対する政府本部の支援について 

・他の防災関係機関による情報提供活動に対して、政府本部（特に

現地対策本部）としてどのような支援が考えられるか？  

（参考情報―５）過去の大規模災害における政府の情報提供活動

に関する現地対策本部による支援事例について
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４ 各種メディアからみた大規模災害発生時の情報提供の考え方 

 被災者及び被災地を案ずる国民とも、大規模災害発生時の情報ソ

ースの大部分は、テレビやラジオ、新聞等のマスメディアから発信・

提供される情報。 

 大規模災害発生時において、各種メディア側では、被災者や被災

地を案ずる国民、企業にどのような情報をどのような方針で伝えた

いと考えているのか？  

 

（○３の「国の災害対策本部による情報提供」を踏まえつつ、マス

メディアとして、被災者や被災地を案ずる国民、企業に対する災

害情報の提供についての考え方や取り組みをメディア側の委員の

発表をもとに議論し、政府本部が行う情報提供をより効果的で的

確なものとするための一助とする。） 
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１．過去の大規模災害における情報ニーズについて 
① 阪神大震災発生時の神戸市民の知りたかった情報 
・被災者の情報ニーズは、発災時から時間の経過に従って変化する。 

・当日は、余震情報、安否情報、地震情報、被害情報へのニーズが高く、１週間後でも余

震情報のニーズは高いものの、ライフラインの復旧見通し、交通機関や生活物資等の生

活情報のニーズが高くなる。 

 
  神戸市民の知りたかった情報（当日）  神戸市民の知りたかった情報（１週間後） 

47.8

25.3

20.2

19.9

16.2

13.3

12.7

9.6

6.6

4.9

4.6

5.7

34.0

31.6

12.7

9.7

23.6

21.7

63.1

37.1

0 10 20 30 40 50 60 70

余震の今後の見通しについて

家族や知人の安否について

地震の規模や発生場所

地震の被害

水道、ガス、電気、電話
の復旧見通しについて

自宅の安全性

火災の状況について

交通機関や道路の開通状況

どこに避難するのがよいか

食料や生活物資の状況

水・食料の配給場所

入浴に関する情報

開店している店の情報

危険な場所の情報

けが人の救急や病院の受け入
れ

公衆電話の設置場所

渋滞情報

職場・学校の情報

ガソリンスタンドの状況

銀行・金融関係の情報

58.5

30.8

28.2

19.9

17.9

17.2

12.6

11.2

10.3

9.4

8.9

36.9

65.2

29.0

30.6

11.4

14.6

32.9

33.2

9.6

0 10 20 30 40 50 60 70

余震の今後の見通しについて

水道、ガス、電気、電話の
復旧見通しについて

交通機関や道路の開通状況

食料や生活物資の状況

入浴に関する情報

水・食料の配給場所

自宅の安全性

地震の全体の被害について

家族や知人の安否について

開店している店の情報

地震の規模や発生場所について

神戸市・西宮市がとっている対
応

火災の状況について

兵庫県の対応

どこが危ないか

どこに避難するのがよいか

渋滞情報

職場・学校の情報

銀行・金融関係の情報

けが人の救急や病院の受け入
れ

東京大学社会情報研究所『1995 年阪神・淡路大震災調査報告－１－』1996 年 
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神戸市民の最も役に立った情報源（当日）  神戸市民の最も役に立った情報源（１週間後） 

29.2

10.9

2.3

1.3

1.3

0.7

0.6

1.6

25.5

12.0

12.0

0.6

0

5.7

2.7

42.5

24.0

0 10 20 30 40 50

ＮＨＫラジオ

大阪の民間放送ラジオ

家族や近所の人との会話

ＮＨＫテレビ

ＡＭＫ神戸

大阪の民間放送テレビ

サンテレビ

一般新聞

役所、警察、消防署からの広報
車

ＫＩＳＳ－ＦＭ

号外新聞

役所、警察、消防署の広報紙

役所、警察、消防署の職員の情
報

民間の有志で出した広報紙

ケーブルテレビ

その他

役立ったものは特にない

38.6

25.8

5.0

4.7

3.4

2.7

1.9

2.0

9.2

36.9

46.5

11.3

22.3

0.4

2.3

27.5

32.5

0 10 20 30 40 50

ＮＨＫテレビ

大阪の民間放送テレビ

ＮＨＫラジオ

一般新聞 

家族や近所の人との会話

大阪の民間放送ラジオ

サンテレビ

ＡＭＫ神戸

号外新聞 

役所、警察、消防署からの広報
車

役所、警察、消防署の広報紙

ＫＩＳＳ－ＦＭ

役所、警察、消防署の職員の情
報

民間の有志で出した広報紙

ケーブルテレビ

その他

役立ったものはない

 
 

「「阪神・淡路大震災」における住民の対応と災害情報の伝達に関する調査－兵庫県神戸市・西宮市－」 

東京大学社会情報研究所「災害と情報」研究会（平成７（１９９５）年 8月） 
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② 阪神大震災発生時の神戸市民の情報ニーズの充足状況 
・発災当日は、８割方が情報不足を感じ、１週間後には半数が情報ニーズの充足を感じる

ようになった。 

 
神戸市における震災当日のニーズの充足 

1.7 20.0 39.8 34.5
0.7

3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

非常によく知ることができた かなりよく知ることができた あまりよく知ることができなかった

ほとんど知ることができなかった その他 無回答

 
 

神戸市における震災から１週間後のニーズの充足 

3.6 45.9 33.2 13.6
1.0

2.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

非常によく知ることができた かなりよく知ることができた あまりよく知ることができなかった

ほとんど知ることができなかった その他 無回答

 
東京大学社会情報研究所『1995 年阪神・淡路大震災調査報告－１－』1996 年 
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③ 平成１２年有珠山噴火において避難先にいる間に特に知りたかった情報 
・平成１２年有珠山噴火においては、避難指示区域への立ち入りが制限されたため、区域

内の自宅、街などの様子に関する情報ニーズが高い。 

 

避難先にいる間に特に知りたかった情報 

47.2

25.3

11.2

9

3

3

1.3

1.3

0.9

0.9

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0

0

0

0

2.6

31.6

36.3

7.3

0.5

9.8

1.6

2.1

2.1

1

0.5

0

0.5

1

0

0.5

1

0.5

0

1

2.1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

避難指示区域の中にある自宅や街などの実際の様子

火山活動の状況や見通し

一時帰宅に関する情報

仮設住宅や公営住宅の情報

避難指示区域の解除や設定の情報

雇用情報

学校の開校や通学などの情報

居所のわからなかった被災家族や知人などの安否

義えん金や災害見舞金など生活資金の情報

長期的な町の復興計画

医療や介護サービスなどの情報

交通情報

生業の運転資金や借入金返済などへの融資の情報

周辺地域や取引関係のある業者の経済被害の状況

今後の避難体制や防災対策などの情報

風呂や水道の復旧などの生活情報

義えん物資などの生活物資の配布の情報

自宅の建替・補修・購入などへの融資の情報

その他

知りたい情報はとくになかった

避難指示対象地域(%)

避難指示解除地域(%)

 
廣井脩他「２０００年有珠山噴火における災害情報の伝達と住民の対応」東京大学社会情報研究所 調査研究紀要 18 号 2002 年 10 月 

最も役に立った情報源（避難指示対象地域） 

調査時期 

2000 年 7 月 8 日～18 日
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36.5

25.8

13.7

4.7

4.7

2.6

2.1

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.4

0.4

0.4

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

3.9

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

自衛隊や開発局などが提供した

被災現場の生放送や録画ビデオ

NHKテレビ

新聞（地方紙）

役所からの広報（「広報誌あぶた臨時号外」

「道からのおしらせ」「行政ニュース」など）

避難所でできた自治会からの連絡

新聞（全国紙）

知人などからの口伝えの話

民放テレビ

FMレイクトピア

NHKラジオ

ボランティアからの広報

知人などとの携帯電話による会話

民放ラジオ

北海道新聞の週刊「どうしん有珠通信

テレフォンサービス、災害用伝言ダイヤル（１７１）

パソコン（インターネット、ホームページなど）

被災前からあった自治会からの連絡

知人などとの一般電話（避難所に設置された

公衆電話など）による会話

その他

覚えていない

十分に知らせてくれるものは無かった

 
有珠山噴火に関するアンケート調査（避難指示対象地域用）東京大学社会情報研究所 廣井研究室 
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最も役に立った情報源（避難指示解除地域） 

33.7

19.7

16.1

7.8

5.7

4.7

2.1

2.1

1.6

1.6

1.0

1.0

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.5

1.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

NHKテレビ

自衛隊や開発局などが提供した

被災現場の生放送や録画ビデオ

新聞（地方紙）

避難所でできた自治会からの連絡

役所からの広報（「広報誌あぶた臨時号外」

「道からのおしらせ」「行政ニュース」など）

知人などからの口伝えの話

新聞（全国紙）

北海道新聞の週刊「どうしん有珠通信

民放テレビ

FMレイクトピア

パソコン（インターネット、ホームページなど）

知人などとの携帯電話による会話

被災前からあった自治会からの連絡

NHKラジオ

民放ラジオ

ボランティアからの広報

知人などとの一般電話（避難所に設置された

公衆電話など）による会話

テレフォンサービス、災害用伝言ダイヤル（１７１）

その他

覚えていない

十分に知らせてくれるものはなかった

 
有珠山噴火に関するアンケート調査（避難指示解除地域用）東京大学社会情報研究所 廣井研究室 
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④ 中越地震において旧山古志村で地震当日知りたかった情報 
・地震情報、余震情報、安否情報、全体被害情報等基本的な傾向は①と同様。電話のつな

がり具合、国や件や村役場がどんな対応をしているか、具体的にどう行動すればよいか、

避難場所等、自らの行動の判断材料となる情報に対するニーズも高い。 

 

旧山古志村（現長岡市）において地震当日知りたかった情報 

70.6

67.5

57.6

54.7

43.6

42.3

39.0

32.9

27.6

27.4

11.2

3.8

1.3

2.0

0.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80

地震の規模や発生場所

家族や知人の安否

地震の全体の被害

余震の今後の見通し

震度

電話・携帯電話のつながり具合

国や県や村役場が

どんな対応をしているか

水・食料

具体的にどう行動すればよいか

避難場所

火災の状況

どの病院にいけばよいか

その他

知りたい情報はなかった

無回答

（%）

 
内閣府「中山間地等の集落散在地域における地震防災対策に関する検討会」資料 
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旧山古志村（現長岡市）において地震当日知りたかった情報を何から得たか 

52.7

45.4

25.7

2.7

0.5

4.6

3.4

2.9

0 10 20 30 40 50 60

近所の人たちとの会話

カーラジオ

携帯ラジオ

カーナビのテレビ

家のテレビ

その他

知りたい情報はなかった

無回答

 
内閣府「中山間地等の集落散在地域における地震防災対策に関する検討会」資料 

 

旧山古志村（現長岡市）における震災当日のニーズの充足

1.8 8.1 25.6 64.4
0.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

十分に得ることが出来た だいたい得ることが出来た あまり得られなかった

ほとんど得られなかった 無回答

 
内閣府「中山間地等の集落散在地域における地震防災対策に関する検討会」資料 
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２．情報が不足した場合に発生する事態について 
① 流言の発生 
・阪神・淡路大震災においては、被災者の８割近くが流言飛語を聞いたことがあり、その

うち３割が本当だと思い、本当かもしれないと思った人を含めると流言飛語を信じた人

は９割にも上る。 

・流言飛語の内容としては、余震情報に関することを耳にした人が多く、半数以上の人が

聞いている。 

・余震情報のほか、仮設住宅の受付、学校避難所の閉鎖、外国人の窃盗団による犯罪等の

デマや誤った噂の流布により混乱が生じた。 

 

流言飛語との接触                      接触後の印象 

聞いた
ことは
ない,
20%

無回
答, 2%

流言を
聞いた,
78%

本当だ
と思っ
た, 31%

嘘だと
思った,
10%

ひょっ
とする
と本当
かもと
思った,
59%

 
「阪神大震災の放送に関する調査」（NHK 放送文化研究所 放送研究と調査、平成 7年 5月号） 

 

神戸市民が耳にしたうわさ 

66.1%

61.5%

22.5%

5.2%

17.7%

17.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

今後の余震の話

泥棒に関する話

避難所に関する話

生活情報に関する話

その他

何も耳にしなかった

 
東京大学社会情報研究所『1995 年阪神・淡路大震災調査報告－１－』1996 年 
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神戸市民のうわさの入手先 

74.3%

18.8%

16.7%

3.3%

0.7%

8.9%

0.2%

9.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

近所の人から

知らない人から

親戚・知人から

家族から

職場の人から

警察や消防から

その他

無回答

 
東京大学社会情報研究所『1995 年阪神・淡路大震災調査報告－１－』1996 年 

 

神戸市民がうわさを信じたか 

45.2% 42.4%
10.1%

1.0%

1.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

本当だと思った もしかしたら本当かも
しれないと思った

信じられなかった その他 無回答

 
東京大学社会情報研究所『1995 年阪神・淡路大震災調査報告－１－』1996 年 
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・地震のほぼ一週間後から「また大きな地震がやってくる」、「震度６の大地震がやって

くる」という流言が被災地とその周辺に広がっていった。１月２３日頃から、大阪管区

気象台に５０件、京都地方気象台に５０件、彦根地方気象台に４０件などの電話問い合

わせが殺到し、その内容は、「２０時に大地震が来ると、銀行員が言っている」（大阪）、

「震度６の地震が来るとテレビで言っている」（和歌山）、「大津で地震が起こるので、

皆車で逃げている」（彦根）、「伏見で２０時に、神戸並みの地震が起きると学者がテ

レビで言っていた」（京都）などというものであった（気象庁資料より）。この種の流

言は、相当広範囲に広がったようである。筆者らが地震の３ヶ月後に兵庫県、芦屋市と

宝塚市で行ったアンケート調査でも、「また大きな地震が来る」とか「震度６の余震が

来る」という話を聞いた人が、芦屋市、宝塚市ともに６４％と過半数にのぼっていた。...

（中略）...また、これらの話の情報源として最も多かったのが「近所の人から聞いた」

（芦屋市６１％、宝塚市５８％）で、以下、「親戚・知人から聞いた」（芦屋市１９％、

宝塚市２２％）、「家族から聞いた」（芦屋市１３％、宝塚市１６％）と続いていた。

さらにこの種の話を多少疑問を持ちながらもある程度信用した人（「本当だと思った」+

「もしかしたら本当かもしれないと思った」）が、芦屋市７６％、宝塚市７２％となっ

ており、余震に脅える人々にはかなり信憑性をもって受けとめられたようである。〔廣井
脩「緊急時口コミの実態」（テキストファイル）『月刊 言語』１９９９年５月号〕 

 

・大阪では地震再来の流言がいろいろと飛び交い、消防にも問い合わせが殺到して応対に

窮しているとのことで、どうも地震予知連絡会が余震の見通しとして「マグニチュード

6 クラスのものもあり得る」と発表したことに関係があるらしいという。地震の規模を

表すマグニチュードと、揺れの程度を示す震度の区別ができない人がすくなくないため、

地震予知連絡会が発表した「マグニチュード 6」を「震度 6」と誤解して、それが人から

人へと伝わっていったというわけである。〔東京大学社会情報研究所「1995 年阪神・淡路大震災
調査報告－１－」1996 年〕 

 

・仮設住宅についての流言も多く、「入居者は先着順で決まる」「避難所を出たら入居資

格がなくなる」といった流言が、まことしやかに避難所を駆け巡った。そのほか、「授

業が再開されたら、避難生活者は追い出される」「外国人の窃盗団が荒らし回っている」

との流言も広がった。〔「阪神・淡路大震災誌」（財）日本消防協会(1996/3),p.121〕 

 

・学校に避難している市民の間では、「1月23日（月曜日）から全市で学校が再開される。

学校避難所は閉鎖になる」といった噂が流れた。そこで学校部では1月20日、マスコミや

校園長を通じて噂の打ち消しに努めた。〔「阪神・淡路大震災 神戸の教育の再生と創造への歩み」
神戸市教育委員会(1996/1),p.75〕 

 

・神戸市長田区御船通四丁目の無職木村テルさん（七三）方では、金縁の眼鏡などの貴金

属を盗まれた。避難先から自宅に戻ると、引き出しにしまっていた貴金属だけがなくな

っていた。自宅前は路地一本を隔てて一面の焼け野原。盗まれたのは、火が迫った十七

日か十八日のことという。犯人はわからない。ただ「外国人が数人うろつき、町内は軒

並み被害にあった」といううわさを聞いた。木村さんは、その一味が怪しいと思ってい

る。「大事なもの」を盗まれたと風評が立っていた近くの寺は、物色されたような跡は

あったが、実際には被害はなかった。この寺は「イラン人や中国人が七、八人のグルー

プで荒らし回っているようだ。武器を持っているかもしれない」という話を、近所の商

店主から聞いていた。 
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その商店主は「放火や盗みが多い。地震後に急に増えたイラン人や中国人の仕業だと思

う」と話した。根拠は「イラン人風の二人組を問いただすと、『友人を訪ねてきた』と

言う。ところが、近くにそんな住人はいない。下見だったに違いない」。盗みや放火を

目撃したことはないという。「町内を守る自警団を組織し、丸二日寝ていない」と話し

た。「外国人犯罪説を口にするには、根拠が薄いのでは」と聞くと、「人種差別をする

つもりは全くない」と答えた。 

 この種のうわさは長田署も確認している。しかし、田中東雄副署長によると、あくまで

情報に過ぎず、外国人窃盗団の存在を肯定する証拠も否定する材料もないという。「不

心得者はどこにでもいる。こんな事態で犯罪ゼロというのはあり得ない。だがいまのと

ころ、外国人の組織的な関与を示す確証は何もない」〔朝日新聞 平成７年１月２６日記事〕 
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② 交通渋滞 
・安否確認ができないために、被災地に向かう自動車交通が、交通渋滞を発生させる一因

となった。阪神大震災においても激しい交通渋滞が発生したが、発生当日に車両を使用

した者の使用目的は、「通勤」「安否確認」「避難」「けが人の搬送その他」であった。 

 

・大きな道路被害の中、処理された交通量は被災地内では激減しながらも、対前年比で比

較した渋滞は、県下平均37％増、交通集中地点15箇所では2.2倍、国道43号線の主要交差

点では15倍以上になった。〔阪神・淡路大震災調査報告編集委員会『阪神・淡路大震災調査報告 都
市安全システムの機能と体制』土木学会・地盤工学学会・日本機械学会・日本建築学会・日本地震学会

(1999/6),p.378-379〕 
 

・震災からしばらく経って、筆者は当時の建設省道路局に対して、大渋滞の原因を知るた

めの素材として、震災当日、被災地の住民が、何時頃、どのような目的で自家用車を使

用したのか調査してほしいと依頼した。そして、神戸市の灘区・東灘区・長田区という

被害が大きかった地域の住民3000人を対象に調査が行われたが、その結果を見ると、当

日自家用車を使った人のうち20％が午前7 時頃、40％が8 時頃、半数以上が10 時頃から

車を走行しており、データからも渋滞が早い時期からスタートしていることがわかる。

興味深いのは、車を使用したその目的であり、23％が「通勤」、21％が「安否確認」、

32％が「避難」、15％が「けが人の搬送その他」となっていた。 

このうち問題は、「通勤」と「安否確認」のための車輌使用である。「通勤」は、多く

の会社員・公務員が家族の無事と自宅の安全を確認した後、会社が心配になり出社しよ

うとしたが、電車が動かないため自家用車で出社したものと思われる。いかにも会社人

間らしいが、責任者は別として一般社員まで地震直後に出社する必要は必ずしもなく、

むしろ倒壊家屋の下敷きになった人たちを救助するなど地域内で防災対策を行ったほう

が、ずっと有効だったのではないだろうか。「安否確認」のほうも、親しい親戚・知人

の安否が心配で電話したが通じないので、車で被災地に向かったものであり、震災後に

できたＮＴＴの｢災害用伝言ダイヤル｣などの安否情報システムが充実していれば避けら

れたはずのニーズである。〔廣井脩「巨大地震と自動車」〕 

 

・避難先への交通手段として自動車18％となっていることから、一次避難でさえも多くの

人が自動車を利用したことを考えると、二次的な避難を加えるとかなり多くの人が自動

車で避難したと推察される。 

発災から3日間に利用した主たる交通手段としては、徒歩に次いで自動車（50％）であり、

利用目的としては3日間とも出勤が最も多かった。このほか、17日には安否確認、状況把

握、18日以降は物資運搬、避難、人の搬送が多くなっていた。〔塚口博司「第１部 第３章 
交通システム」『震災復興の政策科学』有斐閣(1998/6),p.23-24〕 
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③ 風評被害 
・顕著な直接的な被害を受けていないのに、被災地の周辺であるために、入り込み客の減

少等の間接的な影響を被る風評被害が発生することがある。新潟県中越地震では、新潟

県内の被災地以外において観光業を中心に風評被害が発生した。 
（※）風評被害とは、一般に「誤った情報、誇張された情報などが広まることによって引き起こされる、地

域産業（特に観光業、農業等）の経済被害」と言うことができる。〔富士山火山広域防災検討会報告〕 

 
○新潟県中越地震 

・（新潟）県旅館組合によると、小千谷市などの被災地を除いた地域の予約キャンセルは、

地震発生からの１週間で約８割に上った。〔共同通信 平成１６年１１月１０日〕 
 
・（新潟）県観光協会によると、８割近くのキャンセルが出たホテルもあり、「県内のほと

んどのスキー場は営業するのに、県全域が被害を受けたと思う人もいるようだ」と県外 

客の減少を懸念する。〔共同通信 平成１６年１２月７日記事〕 
 
・直接被害のほかに地震直後からの観光の自粛ムード等によるキャンセルが相次ぎ、地震

後にキャンセルされた宿泊客数は４１万７千人に上った。新潟県の代表的な観光地であ

る佐渡の１０月から１２月までの入り込み客数は、前年同期の７１．７％にとどまり、

新潟市にあるコンベンション施設「朱鷺メッセ」における会議室等のキャンセル数も 
１２月までに２７件になった。〔新潟県「中越大震災」前編 ｐ２０３〕 

 
・何より、湯田上温泉は被害、怪我人も無く営業ができていることを喜ばねばと再確認い

たしました。ところが、毎日、毎日掛かる電話は一部お見舞いとキャンセルの連続でし

た。これが風評被害なのだと認識いたしました。〔野沢邦子 新潟県中越地震 対応条項・風評
被害の状況そして取り組みを思い出しながら……新潟県「中越大震災」所収〕 

 

○有珠山噴火災害 

・洞爺湖周辺以外でも、風評による被害等により、室蘭市が前年比 66.8%、登別市が 77.9%、
白老町が 82.1%、大滝村が 76.1%にとどまるなど、西部地区では大幅に入込客数が落ち
込んだ。〔『平成 12年(2000年) 有珠山噴火災害報告』 北海道開発局(2001/6),p.19〕 

 
・白老町の平成 12年度上半期(4―9月)の観光客入り込み状況がまとまった。入り込み総数
は 109万 616人で、有珠山噴火の影響による通過型観光の減少もあって、前年同期比 23
万 7655人、17・9％の大幅減となった。 
上半期の入り込み数は、宿泊 7万 2535人(前年同期比 11・4％減)、日帰り 101万 8081
人(同 18・3％減)。地区別にみると、虎杖浜温泉地区が 58 万 8150 人で同 20・7％減。
白老地区は 50 万 2466 人の同 14・3％減といずれも大きく落ち込んだ。〔『室蘭民報』
(2000/11/17朝刊)〕 
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④ 支援物資のミスマッチの発生 
・大規模災害発生時には、全国から被災地を案じて大量の支援物資が送られてくる。しか

し、発災当初を中心に、必要な支援物資に関する情報を適時に提供することは非常に難

しく、阪神大震災、中越地震等において、余剰の支援物資が大量に発生するに至った。 

 
○阪神・淡路大震災 

・神戸市は中央区ボランティアとともに結成した物資班を通じて、ボランティアのリサー

チや電話連絡などに基づいてニーズ把握を行った。神戸市では、当初、職員を避難所へ

配置できなかったため、避難所の物資等のニーズの把握が行えなかった。その結果、例

えば、一時的に不足したが、早い段階に一般に入手可能になった粉ミルク・紙おむつ・

生理用品・カイロなどは結果的に配送拠点に在庫を抱えることとなった。〔「震災時の緊急救

援物資等防災資源の確保・提供方策に関する調査報告書」消防庁〕 

 
・救援物資を受け入れるための手順としては大きく別けて、 
①全国の自治体からの必要な救援物資の照会に対し送付を依頼し受領する。 

② 消防庁消防防災課で集約された救援物資の中から必要な救援物資の照会に対し送

付を依頼し受領する。 

③ 兵庫県に直接送付された物資リストの中から必要な救援物資の照会に対し送付を

依頼し受領する。 

④ FM 大阪を通じて必要としている救援物資の放送を依頼し受領する。 

といった方法で進めることとした。 
しかし、当初考えられた上記のルートよりもむしろ全国各地から「ゆうパック」で送付

されてくるケースや、近隣の自治体、あるいは市内の各種団体、事業所、市民などから

直接本市に持参される物資が数多くあった。また、神戸や芦屋、西宮といった被害の大

きい被災地に届ける救援物資の東の中継点に位置していたこともあって、これら救援物

資の保管場所が問題となった。〔「阪神・淡路大震災 尼崎市の記録」（財）あまがさき未来協会編〕 

 

○新潟県中越地震 

・送られてきた物資は、最終的に市の三箇所の体育館がいっぱいになる量になった。避難

所には十分な物資が行き渡っているし、このままではさばききれないので、１１月２０

日と２１日の両日、被災した地区の約１４，０００世帯の住民に町内会を通じて呼びか

け、支援物資を体育館に取りにきていただいた。２日間で、約六千世帯の方々が来場し

た結果、物資が大幅に減少した。続いて、２７日・２８日の両日に、残りの５６，００

０世帯を対象に支援物資の配給を行ったが、約６，２００世帯の市民が来場した。最終

的に、２箇所の体育館は空になり、１箇所の体育館に相当する分の物資が残されたが、

これらのほとんどは古着である。〔「中越大震災」長岡市災害対策本部編集ｐ１２０～ｐ１２２〕 
 

・新潟県中越地震をはじめ近年の大規模災害では、全国各地から被災地へ送られる支援物

資を受け入れて被災者に届けるための支援物資の受入・搬送の仕組み構築が必要となっ

ているが、これらへの対応が被災市町村の職員等の多大な負担となっている。そのため、
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災害発生当初は、被災市町村役場等に支援物資が滞留する事態が生じている。 

また、被災地のニーズに合致した物資が提供されるとも限らず、被災地では「一度、『○

○が不足している』という情報が流れると、充足した後も長期間にわたり支援物資が大

量に送り込まれ、処理に苦慮した」、「小口の支援物資は、一つの箱に複数の種類の物

資が混載され、現地での仕分けに大量の人員と時間を要した」、「古着、古靴が大量に

送られてきたが、需要はなく、処理に苦慮した」等の事例も記録されている。〔内閣府 大
規模災害発生時における国の被災地応急支援のあり方検討会報告書〕 

 

○北海道南西沖地震（1993 年） 

・北海道南西沖地震の被災地奥尻島では、救援物資の保管のために1000平方メートルの
仮設倉庫を建設、この費用で3700万円。他方、救援物資の約２割が仕分け作業の結果不
要と判断され、焼却処分。この費用は5600万円であった。すなわち、実際には、自治体
やボランティアが廃棄する（つまり焼いてしまう）、あるいは、ボランティが持ち帰る（持

ち帰り先で廃棄、バザーに提供など）ことになった古着も相当数にのぼる。〔「防災ゲー
ムで学ぶリスク・コミュニケーション」矢守克也・吉川肇子・網代剛〕 
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資料２－１

○災害発生時における情報提供項目と時系列整理（被害・対応関係）   【首都直下地震（東京湾北部地震、M7.3、5時発生）】

分類 内容 担当省庁 2時間 24時間 72時間 1週間 備考

震源・震度の情報

余震の発生状況

地震の命名

余震の見通しに関する情報

推計震度分布図

震度５弱以上と推計される震度未入電地点に関する情報

地震の評価（震源域・規模等：地震調査研究推進本部　地
震調査委員会）

文部科学省

地殻変動（電子基準点による連続観測データ等により、地
震による地殻変動の状況を把握）

国土地理院

気象警報・注意報、天気予報、週間天気予報、気象情報等 気象庁

被害者数

被害棟数

孤立集落に関する情報

被害者数

被害棟数

孤立集落に関する情報

【安心を与えるための情報】

災害対策用図の提供（被災者に対する救援活動や災害
復旧・復興活動を支援するため災害対策用図を提供）

空中写真（発災後の空中写真により被害状況を把握）

災害状況図（発災後の空中写真で把握した被害状況を
地形図上に整理した災害状況図により全貌を把握）

正射写真図（発災後の空中写真と地形図を重ね合わせ
た正射写真図により被害状況の全貌を把握）

災害情報集約マップ（インターネットで閲覧可能な
「電子国土」上に国土交通省の災害情報を集約し、現
況の全貌を把握）

人工衛星画像（人工衛星で取得した画像データによ
り、被害の概況を把握）

各地域の被害状況等

【全体状況把握のために参考となる情報】

所管管理施設の被害状況等 国土交通省

供給停止戸数

応急措置状況

復旧見通し

【安心を与えるための情報】

※個々の情報についての提供可能時間や内容についてあくまでも想定であり現実には必ずしもこの表のとおり提供されるものではない

新潟県中越地震の際は、発災当日から国土交通省及び報道等の収集可能な情報により、災害状況図を作成してホームページに掲載するとともに以後更新を続けた。ま
た、発災一週間後には、空中写真で把握した被害状況を地形図上に整理した1/3万災害状況図を作成し、関係機関へ提供を開始した。この災害状況図は、発災後約一ヶ
月半後の11月12日までに2回更新し関係機関へ提供した。

新潟県中越地震の際は、発災9日後から、福岡県西方沖地震の際は、発災から３～５日後から、発災後に撮影した空中写真と1/25000地形図を重ね合わせた正射写真図
を作成し、関係機関へ提供を開始した。

新潟県中越地震の際は、国土交通省各局が保有する情報を「電子国土」上に集約し、発災から約１ヶ月半後の12月7日にホームページで公開を開始し、情報を更新して
いる。

国土交通省ヘリ等による現地画像の提供

気象庁

防衛省

項目

電気

気象警報等

全体状況

【全体状況把握のために参考となる情報】

【全体状況把握のために参考となる情報】

発
生
災
害

人的・住家被害

地震の概要

【全体状況把握のために参考となる情報】

被
害
情
報

現
地
情
報

※上空（航空機）及び地上部隊の偵察活動に基づく情報を映像等により提供

（電力会社からの情報提供は24時間後目処、受領後速やかに）復旧見通し

地震発生時の電力需要の急激な減少

発電所の被災状況

送電鉄塔、重要変電所の被害

施設の安全確認終了状況

新潟県中越地震の際は、電子基準点における地殻変動の分布、地震発生メカニズム、断層モデル等の地震に伴う地殻変動に関する情報を発災8時間後から関係機関へ提
供を開始した。

（発災後速やかに）需要減の規模
（電力会社からの情報提供は2時間後目処、受領後速やかに）供給停止戸数（概算）

地震発生から8～72時間で臨時会の開催

スマトラ沖地震の際は、発災３週間後に津波遡上地域、地震に伴う地殻変動よる海岸線の変化の状況を把握し、ホームページで公表した

中越地震の際には、電子国土で出力した1/2.5万地形図を発災当日関係機関に提供し、翌日に被害が著しい地域を対象に災害対策用図を緊急印刷し、政府調査団、防衛
庁及び国土交通省に提供するとともに、政府現地支援対策室、新潟県及び北陸地方整備局等に提供した。

広域的な住家等の物的被害情報（道路損壊、火災発生、土砂崩れ、津波の到達、孤立集落の発生等）

新潟県中越地震、福岡県西方沖地震の際は、発災翌日に撮影を開始し、発災３日後には撮影した空中写真を関係機関へ配付するとともに、一般国民にもインターネッ
ト等により公表を開始した。

基本的に公表可とする情報であっても、個々
の内容により公表不可とする場合がある

被害情報等については、判明次第報告（発災
後３０分以内に第１報を作成・配送することとし
ている）

（電力会社からの情報提供は2時間後目処、受領後速やかに）復旧状況

※各省庁から国の災害対策本部に提供される情報の内容及び提供可能時間を整理したものである

※本資料は、第１回懇談会資料を事務局で加筆・修正したものである

消防庁

新潟県中越地震では、地震発生直後から被災地からの情報収集を行い情報入手次第、内閣府をはじめ関係機関へ情報提供を行った。（判明次第報告）

新潟県中越地震では、地震発生直後から被災地からの情報収集を行い情報入手次第、内閣府をはじめ関係機関へ情報提供を行った。（判明次第報告）

新潟県中越地震では、地震発生直後から被災地からの情報収集を行い情報入手次第、内閣府をはじめ関係機関へ情報提供を行った。（判明次第報告）

新潟県中越地震では、地震発生直後から被災地からの情報収集を行い情報入手次第、内閣府をはじめ関係機関へ情報提供を行う。（判明次第報告）

119番通報状況

被災都道府県・市町村・消防本部からの情報

消防防災ヘリに搭載されたヘリテレ映像による災害発生状況・建物被害状況等

新潟県中越地震では、地震発生直後から被災地からの情報収集を行い情報入手次第、内閣府をはじめ関係機関へ情報提供を行う。（判明次第報告）

新潟県中越地震では、地震発生直後から被災地からの情報収集を行い情報入手次第、内閣府をはじめ関係機関へ情報提供を行う。（判明次第報告）

国土地理院

警察庁

ヘリテレ映像による、被災地全体の状況（別途、「警察庁から官邸に配信される映像のマスコミへの提供要領」により提供）

交番・駐在所、パトカー等の勤務員によって収集される地域ごとの被害状況（警察庁で集約した情報）

110番通報状況（警察庁で集約した情報）

現場の警察署、交番、パトカー等からの「○○県○○市○○地区は被災状況なし」との情報

経済産業省

：情報を国の災害対策本部に提供する期間 ：情報提供のための情報収集等各省庁の準備期間 ：フォローアップ期間
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分類 内容 担当省庁 2時間 24時間 72時間 1週間 備考

施設の安全確認

応急措置状況

復旧見通し

【安心を与えるための情報】

供給停止戸数

応急措置状況

復旧見通し

【全体状況把握のために参考となる情報】

【安心を与えるための情報】

供給停止戸数

応急措置状況

復旧見通し

【全体状況把握のために参考となる情報】

【安心を与えるための情報】

被害の状況

規制の状況

応急措置状況

復旧見通し

【全体状況把握のために参考となる情報】

交通規制情報 交通規制の状況 警察庁

被害発生状況

応急措置状況

復旧見通し

【安心を与えるための情報】

被害発生状況

応急措置状況

復旧見通し

被害の状況

復旧見通し

【安心を与えるための情報】

被害箇所数

応急措置状況

復旧見通し

【安心を与えるための情報】

被害の状況

国営公園の防災拠点等としての活用見通し

復旧見通し

【安心を与えるための情報】

港湾施設

港湾機能

復旧見通し

被害の状況

復旧見通し

中越地震の場合は、約１８時間後から情報提供を開始した。（中越地震の場合、土曜日夕方の発災で早期の情報収集が困難であり緊急性も低かった。前提条件のよう
に平日早朝に発生した場合には、より迅速な初期情報の把握が可能と考えられる。）

総務省

金融庁

厚生労働省

経済産業省

発災３時間後を目処に、第１次緊急停止による供給停止戸数を受領後速やかに
発災７時間後を目処に、第２次緊急停止を含む供給停止戸数を受領後速やかに

発災３時間後を目処に、受領後速やかに

発災24時間後を目処に、受領後速やかに

水道事業者からの情報が入り次第速やかに（24時間目途）

項目

金融機関

水道

電話

放送

道路

ガス

郵政事業

下水道

公園

新潟県中越地震の場合は10時間後から情報提供を開始した

新潟県中越地震の場合は７時間後から情報提供を開始した

（発災後速やかに）施設の運転状況、警報発報の有無、現場及び施設内設備の確認　等

道路種別により情報提供が可能な時間は異な
る

主要設備（製造設備、高圧導管等）の被災状況

主要設備の安全確認終了状況

水道施設の被災状況、浄水場の運転状況

通水状況

国土交通省港湾関係

原子力

施設の安全確認終了状況（環境への影響が無いこと等）

仮に故障箇所が確認された場合（※程度によって異なるが概ね）

仮に故障箇所が確認された場合（※程度によって異なるが概ね）

【安心を与えるための情報】

ヘリから撮影する画像情報

道路の点検状況

通行止め区間に対する迂回路情報

道路被害の復旧状況

国土交通省

【全体状況把握のために参考となる情報】
固定電話及び携帯電話のサービス（停止、ふくそう発生、通信規制）状況

電気通信サービスの孤立地帯発生状況

特設公衆電話の設置状況に関する情報（○○市○○避難所に特設公衆電話を設置）

総務省

【全体状況把握のために参考となる情報】
下水道施設の被災箇所状況

下水処理場の運転状況

【全体状況把握のために参考となる情報】

施設の被災状況

発電所における震度及び加速度情報

外部電源の確保状況

経済産業省

郵政公社からの被災無し郵便局に関する情報

施設の安全確認終了状況

施設の安全確認終了状況

国土交通省

国土交通省

総務省

【全体状況把握のために参考となる情報】

【安心を与えるための情報】

工事用監視カメラ等による港湾施設等の画像情報

港湾地域強震観測による観測情報

基幹的広域防災拠点、耐震強化岸壁による緊急物資輸送態勢の確保完了

○○港においては被害は無し等の安全確認情報

被
害
情
報

現
地
情
報
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被害の状況（海岸保全施設）

復旧見通し

被害の状況

運休・遅延の状況

復旧見通し

【安心を与えるための情報】

被害の状況

運休・遅延の状況

復旧見通し

被害の状況

運休・遅延の状況

被害の状況

運休・遅延の状況

復旧見通し

被害の状況

【安心を与えるための情報】 施設被害のあった登録ホテル○○については、宿泊客、従業員等人的被害はない

被害状況

【全体状況把握のために参考となる情報】

【安心を与えるための情報】

被害の状況

復旧の見通し

海上交通、港湾、
漁港、海岸、石油
コンビナート

被害の状況 海上保安庁

石油コンビナート 被害の状況 消防庁

文教施設 被害の状況 文部科学省

災害拠点病院等 被害の状況 厚生労働省

被害の状況（農林水産関係）

被害の状況（漁港）

被害の状況（海岸）

発令状況

避難対象者数

自主避難者数

派遣先・派遣状況（警察庁で集約した情報）

活動状況（警察庁で集約した情報）

派遣先・派遣状況

活動状況

都道府県知事等からの災害派遣要請の状況

派遣先・派遣状況

活動状況

【全体状況把握のために参考となる情報】

派遣状況

活動状況

【全体状況把握のために参考となる情報】

海岸

【安心を与えるための情報】

エレベーターの停
止

中越地震では、発災直後から巡視船艇、航空機が発動、約1時間30分後から被害状況を提供し、11月10日まで活動した

新潟県中越地震・福岡県西方沖地震の際も地震発生から2時間程度で第1報を作成している

国土交通省

国土交通省

国土交通省

防衛省

海上保安庁

自衛隊

中越地震では、発災直後から巡視船艇、航空機が発動、約40分後から派遣情報を提供し、11月10日まで活動した。

中越地震では、発災直後から巡視船艇、航空機が発動、約1時間30分後から被害及び救助状況等の情報を提供し、11月10日まで活動した。

ヘリテレ映像による災害発生分布状況

国土交通省

国土交通省

国土交通省

新潟県中越地震では発生１時間後から情報提供開始（発災と同時に出動指示若しくは、準備態勢を要請。出動する部隊、場所により時間差あり。）

新潟県中越地震では発生１時間後から情報提供開始（発災と同時に出動指示若しくは、準備態勢を要請。出動する部隊、場所により時間差あり。）

※情報提供の時期は、当時の災害派遣要請の時期により異なる。（内容は、活動場所、派遣規模、活動(支援)内容、じ後の予定等）

自治体等へ派遣している連絡員からの情報

農林水産省

消防庁

警察庁

消防庁

農林水産関係、漁
港、海岸

鉄道

航空関係

高速バス

海上交通

観光関係

営業倉庫
（物流関係）

海上保安庁

避難指示
避難勧告
自主避難

警察広域緊急援助隊

緊急消防援助隊
新潟県中越地震では消防庁被害報第１報から情報提供開始（発災と同時に出動指示若しくは、準備態勢を要請）

新潟県中越地震では発災19時間後に消防庁被害報消防庁被害報第16報にて情報提供を開始
発令・解除後の状況は被災地からの情報入手次第、情報提供する

新潟県中越地震では発災19時間後に消防庁被害報被害報消防庁被害報第16報にて情報提供を開始
避難所、避難者数等の情報は被災地からの情報入手次第、情報提供する

新潟県中越地震では発災19時間後に消防庁被害報第16報にて情報提供を開始
自主避難者数は被災地からの情報入手次第、情報提供する

新潟県中越地震では消防庁被害報第１報から情報提供開始（発災と同時に出動指示若しくは、準備態勢を要請）

海岸保全施設の応急復旧が完了等の復旧情報

代替輸送，迂回ルートの状況

新潟県中越地震では、41分後の第２報にて情報提供開始（判明次第報告）

正常運行についても記載すると膨大な量にな
るため、運休・遅延等のネガティブ情報のみ提
供している

基本的に公表可とする情報であっても、個々
の内容により公表不可とする場合がある

国土交通省

国土交通省

施設の安全確認終了情報

※情報提供の時期は、当時の災害派遣要請の時期により異なる。（平成16年新潟中越地震の際は約3時間後）

※情報提供の時期は、当時の災害派遣要請の時期により異なる。(自主派遣の場合は、派遣後速やかに提供)

営業倉庫の被害状況

○○海岸において被害は無し・海岸保全施設が被災しているが背後地に影響なし等の安全確認情報

部
隊
派
遣

災
害
派
遣

被
害
情
報

避
難
情
報

広
域
応
援

現
地
情
報

出動準備 長官指示によ
る部隊派遣

被害の大きさにより
逐次部隊派遣

出動準備 出動指示受
領・順次出動

到着後活動開始
活動等情報提供開始

出動準備 警察庁指示に
よる部隊派遣

被害の大きさにより
逐次部隊派遣

出動準備 到着後活動開始
活動等情報提供開始

出動指示後順
次出動
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分類 内容 担当省庁 2時間 24時間 72時間 1週間 備考

政府の体制 政府本部の設置状況 官邸対策室、内閣府災害対策室等

庁舎の被災状況

対応体制（対策室・本部等の設置状況）

庁舎の被災状況

対応体制（対策室・本部等の設置状況）

庁舎の被災状況

対応体制（対策室・本部等の設置状況）

庁舎の被災状況

対応体制（対策室・本部等の設置状況）

庁舎の被災状況

対応体制（対策室・本部等の設置状況）

自衛隊の待機態勢（提供内容は、非常勤務態勢の状況等）

庁舎の被災状況

対応体制（対策室・本部等の設置状況）

庁舎の被災状況

対応体制（対策室・本部等の設置状況）

庁舎の被災状況

対応体制（対策室・本部等の設置状況）

庁舎の被災状況

対応体制（対策室・本部等の設置状況）

庁舎の被災状況

対応体制（対策室・本部等の設置状況）

庁舎の被災状況

対応体制（対策室・本部等の設置状況）

庁舎の被災状況

対応体制（対策室・本部等の設置状況）

庁舎の被災状況

対応体制（対策室・本部等の設置状況）

庁舎の被災状況

対応体制（対策室・本部等の設置状況）

庁舎の被災状況

対応体制（対策室・本部等の設置状況）

庁舎の被災状況

対応体制（対策室・本部等の設置状況）

庁舎の被災状況

対応体制（対策室・本部等の設置状況）

地方公共団体における災害対策本部等の設置状況 消防庁

政府倉庫における米等の備蓄状況 農林水産省

物資の備蓄状況 経済産業省

厚生労働省

国土交通省

国土地理院

防衛省

金融庁

地方公共団体の体制

総務省

法務省

経済産業省

環境省

警察庁

農林水産省

項目

海上保安庁

消防庁

気象庁

物資の備蓄状況

各省庁の体制

庁舎内の被災状況が判明次第連絡する

新潟県中越地震では発災と同時に災害対策本部を自動設置

外務省

文部科学省

在日外交使節団等の事務所・公邸の被害状況及び館員等の安否確認状況

必要とされる物資によって情報収集に要する時間が異なるため

新潟中越地震では3時間後の第7報にて情報提供開始（判明次第報告）

災
害
対
策
本
部

中越地震では、約1時間50分後に当庁関係の庁舎等に被害がないことを確認

中越地震では、情報入手後、直ちに本庁、九本部に設置（発災から約4分後）、12月21日解散

財務省

本省と在外公館との間の通信回線及び電信連絡の確保の状況
【全体状況把握のために参考となる情報】

地震発生直後に災害警備本部等を設置。新潟中越地震では発生約１時間後に情報提供開始

発災と同時に消防庁の被災状況・情報機器等を確認

発災と同時に消防防災・危機管理センターに災害対策本部を設置
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参考資料－２－２

○災害発生時における情報提供項目と時系列整理（支援措置関係）      【首都直下地震（東京湾北部地震、M7.3、5時発生）】 

分類 内容 担当省庁 2時間                          24時間 72時間 1週間 １ヶ月 2ヶ月 備考

災害救助法 災害救助法の適用 厚生労働省

被災者生活再建支援法 都道府県が拠出した基金を活用した支援金の支給 内閣府

災害弔慰金・災害障害見舞金の支給 厚生労働省

金融上の措置 災害地に対する金融上の措置 金融庁

農林漁業関係 農林漁業金融公庫による資金貸付 農林水産省

中小企業関係 中小企業金融公庫等による資金貸付 経済産業省

特別行政相談窓口の設置

特別総合行政相談所の開設

中小企業関係の相談窓口の設置状況 経済産業省

セーフティネット保証 保証限度額の別枠化 経済産業省

災害復興住宅融資
住宅金融公庫（４月１日から独立行政法人住宅金融
支援機構）による融資

国土交通省

文教施設の安全確認 応急危険度判定 文部科学省

宿泊施設の提供 利用可能施設の情報提供 文部科学省

心のケア 災害時における児童生徒の心のケア特別対策事業 文部科学省

災
害
復
旧

公立学校施設等 文部科学省

項目

金
融
措
置

災害救助法の適用に当たっては、関係法令に基づき、都道府県知事が行うものであるため、時系列整理としては、あくまで被災自治体により状況が異なり、時間を
示すことは困難である。

災害弔慰金・災害障害見舞金

総務省

災害弔慰金又は災害障害見舞金の支給は、当該自治体が被害状況等の調査などを行った上で行われる自治事務である。時系列整理としては、あくまで被災自治
体により状況が異なり、時間を示すことは困難である。

文教施設

※各省庁から国の災害対策本部に提供される情報の内容及び提供可能時間を整理したものである

※個々の情報についての提供可能時間や内容についてあくまでも想定であり現実には必ずしもこの表のとおり提供されるものではない

支
援
制
度

相談窓口の設置

 

災害情報の収集、特別行政相談窓口設置準 特別行政相談窓口を設置（概ね１週間以内）

災害情報の収集、特別総合行政相談所開設準 特別総合行政相談所を開設（概ね１ヶ月以内）

 現地における災害の実情、資金の需要状況等に応じ要請

 中越地震の場合は約21時間後に要請

各都道府県から，災害発生の速報を1週間以内に提出

速報を提出し，災害発生から1ヶ月以内に災害復旧事業計画書を提出

事業計画書をもとに現地調査

 影響調査
 災害救助法の適用を受けて
（遡って適用）

 影響調査において指定基準を満たす場合、官報告示

 災害救助法の適用を受けて

 災害救助法の適用を受けて
 （激甚災害指定等により特例利率が適用される場合がある）

 住宅金融公庫法令に定める災害復興住宅融資の基準に該当する場合、適用を決定
　　　　　　　（災害救助法の適用基準を準用）

 （被害状況の把握）  （募集期間２年間）

●

●

●

 中越地震の場合は発災当日適用

 新潟県中越地震の場合は２日後に募集開始

設置者の要請を受け，建築技術職員を派遣。
新潟県中越地震の際には，地震発生6日後，職員を派遣している

新潟県中越地震の際には，地震発生4日後，新潟県に対して，文科省所管の宿舎の提供を申し出ている
また，文科省関係機関についても被災者受け入れ用意がある旨を新潟県に連絡している

 中越地震の場合は発災４日後適用

：支援措置を実施する期間 ：情報提供のための情報収集等各省庁の準備期間 ：フォローアップ期間

都道府県からの要請 臨床心理士の派遣検討
派遣検討から１５日程度後っ
からカウンセリング開始

●
 公庫による相談窓口の設置、受付開始
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分類 内容 担当省庁 2時間                          24時間 72時間 1週間 １ヶ月 2ヶ月 備考

農林水産施設、漁港
農地・農業用施設、林業用施設、漁業用施設・漁
港等

農林水産省

公共土木施設 河川、海岸、砂防設備、道路等 国土交通省
地方公共団体が実施する災
害復旧事業

復旧測量
被災後の災害復旧・復興活動を支援するための位
置情報を提供

国土地理院

厚生施設 社会福祉施設、医療施設、水道施設  等 厚生労働省

海
外

支
援

外国政府等からの援助の申し出に対する対応 外務省

ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア

ボランティアセンターの設置状況 厚生労働省

災
害
廃
棄

物
処
理
事

業 災害ごみの処理 災害廃棄物処理事業に対する補助 環境省

激
甚
災
害

公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政
援助  等

内閣府

普通交付税の繰上交付

特別交付税の交付

項目

交付税

財
政
措
置

総務省

 

 

災
害
復
旧

本激

普通交付税の繰上げ交付
（4,6,9,11月分のいずれか）

中越地震の場合は発災後、約72時間後に海外から支援の申し入れがあった

●

12月 ３月

● ●

特別交付税の交付

（１２月分）

特別交付税の交付

（３月分）

 査定の開始

2ヶ月
後

４ヶ月
後

 都道府県等による災害復旧事業計画の作成

 中越地震の際には、１週間後に基準点の調査・観測を行い、地殻変動で基準点の位置が大きく変動し、公共測量等で利用できない地域の成果の公表を停止し、復旧測量に
よる新成果を順次公表した。

2ヶ月後

●
査定

（原則処理事業終了後査定）

災害復旧国庫補助協議申請（地方公共団体が実施） 厚生労働省、地方事務局
において実地調査

発災後３０日以内

2ヶ月後

閣議決定、政令の公布

数日以内に、全国社会福祉協議会等を通じ、ボランティアセンターの
設置状況を把握し 適宜情報提供を行う

中越地震の場合は発災後２日目から情報提供を行った

おおむね3ヶ月

復旧内容を公表
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「緊対本部による国民への呼びかけ」として考えられる情報 

２時間後 
□（交通規制が行われている場合） 
都道府県公安委員会が行う交通規制の状況 

□（被災者の安否確認について電話等のふくそうが予想されるため） 
災害伝言ダイヤル（１７１）及び災害用伝言板サービスの利用の案内 

□（混乱防止のため） 
市町村からの避難指示及び避難勧告の発令状況 

□（二次災害防止の観点から） 
被災地で荒天が予想される場合の気象警報・注意報等に基づく警戒の呼びかけ 

□（余震の発生状況によって） 
余震に対する警戒の呼びかけ 

□（大量の油の流出等があった場合） 
船舶、水産資源、公衆衛生等に重大な影響を及ぼすおそれのある事態の発生情報 

２４時間後 
□（交通規制が行われている場合） 
都道府県公安委員会が行う交通規制の状況 

□（被災者の安否確認について電話等のふくそうが予想されるため） 
災害伝言ダイヤル（１７１）及び災害用伝言板サービスの利用の案内 

□（混乱防止のため） 
市町村からの避難指示及び避難勧告の発令状況 

□（被災地の混乱防止のため） 
被災地方公共団体等に対する義援物資を送ることを控えるよう国民に広報するとと
もに、義捐金の募集について関係機関と連携して広報を行う（首都直下地震応急対
策活動要領より） 

□（二次災害防止の観点から） 
被災地で荒天が予想される場合の気象警報・注意報等に基づく警戒の呼びかけ 

□（余震の見通し把握により必要に応じて） 
   余震に対する警戒の呼びかけ 
□（応急・復旧活動への支援の観点から、） 
天気予報・気象情報（気温の高低や風の強弱など） 

□（大量の油の流出等があった場合） 
船舶、水産資源、公衆衛生等に重大な影響を及ぼすおそれのある事態の発生情報 

７２時間後 
□（交通規制が行われている場合） 
都道府県公安委員会が行う交通規制の状況 

□（被災者の安否確認について電話等のふくそうが予想されるため） 
災害伝言ダイヤル（１７１）及び災害用伝言板サービスの利用の案内 

□（混乱防止のため） 
市町村からの避難指示及び避難勧告の発令状況 

□（被災地の混乱防止のため） 
被災地方公共団体等に対する義援物資を送ることを控えるよう国民に広報するとと
もに、義捐金の募集について関係機関と連携して広報を行う（首都直下地震応急対
策活動要領より） 

□（二次災害防止の観点から） 
被災地で荒天が予想される場合の気象警報・注意報等に基づく警戒の呼びかけ 

□（余震の見通し把握により必要に応じて） 
   余震に対する警戒の呼びかけ 
□（応急・復旧活動への支援の観点から、） 
天気予報・気象情報（気温の高低や風の強弱など） 

□（大量の油の流出等があった場合） 
船舶、水産資源、公衆衛生等に重大な影響を及ぼすおそれのある事態の発生情報 

参考資料－２－３ 
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参考資料―３  
 

過去の大規模災害による 

政府の災害対策本部等による情報提供の事例 

 

１．新潟中越地震における事例（発災～発災３日目まで） 

 
10 月 23 日 

・17 時 56 分頃 地震発生 

○緊急参集チーム協議終了後の防災担当大臣の主な会見内容 

・震源、震度の情報（「マグニチュード6.8（暫定）、震源の深さ約20㎞、

新潟県中越地方で震度６強を観測。」） 

・余震の発生状況（「23日19時15分までに、震度５強以上の地震を計７回

観測。」） 

・津波の情報（「津波の心配はない。」） 

・鉄道被害の状況（「上越新幹線が脱線している。」） 

・人的被害（「情報収集中」） 

・政府の対応（「①23日18時に官邸対策室を設置、②緊急参集チームが参

集し、③自衛隊、海上保安庁が空から情報収集中。」） 

・今後の方針（「今後も政府全体が住民の安全確保を第一に全力を尽くし

て応急対策を実施していく。」） 

 

10月24日 

△1時30分 関係省庁連絡会議開催を開催し、今後の方針を決定 

△９時30分 第１回非常災害対策本部会議を開催し、対応基本方針を決定

（別紙１参照） 

○11時00分頃 内閣官房長官定例記者会見の主な内容 

・政府の対応（「①自衛隊、警察広域緊急援助隊、緊急消防援助隊、海上

保安庁を現地に派遣し、総力を挙げて対応、②災害応急対

策を更に強力に進めるため、本日午前７時50分、「平成16

年新潟県中越地震非常災害対策本部」を設置。」） 
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 ・今後の方針（「①防災担当大臣を団長とする政府調査団を現地に派遣、

②引き続き政府一体となって災害応急対策及び復旧・復興

対策に全力を尽くす。」） 

○12時00分 「平成16年(2004年)新潟県中越地震について（第１報）」を内

閣府防災担当の防災情報のＨＰに掲載（別紙２参照） 

○12時30頃 内閣総理大臣のぶら下がり会見の主な内容 

 ・今後の方針（「①先の台風による被害も重なっているので、総合的に対

処する、②防災担当大臣と国土交通大臣が現地を視察して

いるところなので、今夜、報告を受ける予定、③明日、政

府与党連絡会議を開いて、政府・与党一体となって対応す

る。」） 

△12時45分 第２回非常災害対策本部会議を開催し、被災地への物資等の供

給等に係る方針を決定 

△20時20分 平成16年新潟県中越地震関係対策会議開催 

○平成16年新潟県中越地震関係対策会議終了後の防災担当大臣の主な会見

内容 

 ・現地視察報告（「①新潟県平山知事と一緒に、長岡市及び小千谷市を

視察、②長岡市長からの要望を受け、内閣府に22万食

を調達するように指示、③女性の目での準備、対策も

必要、④山古志村は道路が遮断されており、ひどい被

害。」） 

・政府の対応（「地元市町村、県、自衛隊、警察、消防、ボランティア

一体となって応急対策、救出に努めている。」） 

・今後の方針（「被災者は余震が続く中、避難所や車の中で暮らしてい

る。総理の指示のとおり、救出、復旧活動に政府一丸と

なって努めていきたい。」） 

○21時00分 「平成16年(2004年)新潟県中越地震について（第２報）」を内

閣府防災担当の防災情報のＨＰに掲載 

 

10月25日 

○11時00分 「平成16年(2004年)新潟県中越地震について（第３報）」を内

閣府防災担当の防災情報のＨＰに掲載 

○16時00分 「平成16年(2004年)新潟県中越地震について（第４報）」を内

閣府防災担当の防災情報のＨＰに掲載 
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△17時30分 第３回非常災害対策本部会議開催 

○第３回非常災害対策本部会議終了後の防災担当大臣の主な会見内容 

 ・政府の対応（「①現地の連絡調整室を格上げして現地支援対策室とし、

人員を増員、②現地支援対策室に機動班を設置し、市町

村の現場に派遣、③地元からどんどん要望をあげていた

だきたい。」） 

 ・被災者生活再建支援法（「弾力的に応じて、救えるものを出来るだけ

救っていきたい。」） 

・ライフライン（「電気などのライフラインが直れば、スーパー、コン

ビニ、食料品店の冷蔵庫などの設備も復旧していく。」） 

・支援物資（「①物資については、県や市町村と調整して行う、②自衛

隊、消防等も現地に行っており、それらに協力を依頼す

る。」） 

・ボランティア（「①ボランティアの受け入れ体制をきちんとしてもら

いたい、 ②ボランティアは既に活動しており、炊き出

し・おにぎりを作るのに一生懸命にやっていた。」） 

・仮設住宅（「仮設住宅は地元の皆さんと相談して建てている。」） 

○19時00分 「平成16年(2004年)新潟県中越地震について（第５報）」を内

閣府防災担当の防災情報のＨＰに掲載（別紙３参照） 
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２．有珠山噴火災害における「行政ニュース」の発行 

・国の現地対策本部が平成12年４月３日から発行 

・Ａ４版１枚に主として国の各機関による支援情報が簡潔にまとめられ、

北海道による「北海道からのお知らせ」と表裏に印刷 

・内容については、各省庁等が原稿を作成、これを国土庁（当時）がとり

まとめ、１万部の印刷は北海道が行い、配布については郵便局が担当 

・当初は、毎日１回、後に必要に応じて発行されるようになった。 

行政ニュース 第１号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
北海道からのお知らせ 

～避難生活をされているみなさんへ～ 

平成 12 年 4 月 3 日

 

避難されているみなさんが協力されて、余ったご飯でおにぎりを作ったり、掃除をさ

れたりしている、と現地から情報が入ってきます。そして再度の避難所の変更に

も、「子どもたちの勉強のためだから」と、対策にあたっているものが逆に元気づけ

られています。 

 北海道は、国・市町村などとともに、みなさんの生命・生活を守ることに全力を尽く

しています。最善の方策をみなさんと協力して作り上げ、事態を解決していきたいと

思います。 

 北海道という大地は、私たちにはかり知れないエネルギーや恵みを与えてくれま

すが、時にはこんなこともあります。早く機嫌を直してくれるよう祈りながらも、こん

なことで北海道は負けないと、日本中の、そして、世界中の人たちに教えてあげま

しょう。 

 みなさんが少しでも安心してお過ごしいただけることを願って、このお知らせをお

届けします。 

 

医療救護活動について 

  ▶室蘭保健所企画総務課 0143-22-3131 （内線 3600） 

① 保険医療救護センターを設置しました。 
3/31 室蘭保健所に「保険医療救護センター」を設置しました。 

避難所での保険医療救護活動の総合的な調整や現地災害対策本部などと

の連絡調整にあたらせていただきます。 

②「救護班」がみなさんの健康管理をお世話します！ 

医師や看護婦、薬剤師による救護班が、避難されているみなさんの病気や

ケガの診療をしています。 

③「心のケア」も大切です。 

避難されている皆さんの「心のケア」のために、「心のケア班」を「保険医療救

護センター」（室蘭保健所）に設置しました。 

各避難所を巡回します。どんなことでもかまいませんので、ご相談ください。 

精神科医１、精神保健福祉士１、保健婦１～３、事務スタッフ１～２名の構成

です。 

※避難生活も長期になってきており、被災生活でお悩みのことも増えてくるこ

とと思います。 

  小さなことでも、ご相談ください。 

 

健康保険証をお持ちでなくても大丈夫  

  ▶道庁国民健康保険課（内線 25-147） 

健康保険、船員保険及び国民健康保険の被保険者証や老人健康受給者証をご

自宅に残したまま避難され、お手元にお持ちでない場合でも、災害時における特例

措置により、病院でお申し出いただければ診察が受けられます。ご安心ください。 

 なお、後日、受診した病院などへ被保険者証の内容を連絡していただく場合もあ

ります。 

【診察時の手続き】 

①病院などの窓口で、住所、氏名、生年月日をお申し出ください。 

  なお、氏名等を確認できるものがあれば、あわせて提示してください。 

②健康保険、船員保険などの被保険者等は、勤務先を申し出てください。 

 

道立高校の始業式について   

 ▶胆振教育局生涯学習課 0143-22-3131（内線 3224） 

  伊達高等学校、伊達桜丘高等学校、豊浦高等学校、虻田高等学校、伊達高等

養護学校では安全確保などの観点から、4 月 10 日に予定していた始業式を、順

延、11 日間延期し、4 月 21 日（金）に実施することとしました。 

  なお、4月21日実施の可否についての最終判断は、4月17日に行う予定です。

  また、町村立の壮瞥高等学校、洞爺村高等学校についても、開校の予定です。

 

 

 

有珠山火山災害対策                     2000 年 4 月 3 日 

 

行政ニュース 
有珠山噴火非常災害現地対策本部合同会議

 

火山活動状況をビデオでお知らせ 

 本日「お知らせビデオ」で、北海道開発局が撮影した火山活動状況の映像

を配布します。皆さんご覧ください。（北海道開発局） 

 

24 時間態勢で待機しています 

 自衛隊は、いつでも出動できるよう 24 時間態勢で待機しています。 

 

避難区域全域をビデオと写真に 

 虻田町と壮瞥町の避難区域全域をビデオと写真に撮り、本日中にビデオ

を、後日に写真を避難されている皆さんに提供します。 

 

給水支援実施地区のお知らせ 

 本日、虻田町噴水で給水支援を実施します。（防衛庁・自衛隊） 

 

巡回診療相談のお知らせ 

 医師、保健婦が避難所を巡回し、避難されている皆さんの健康相談を行っ

ています。健康等にご心配のある方は遠慮なく早めにご相談ください。（厚生

省） 

 

車検の有効期限伸長のお知らせ 

 避難地区で使用されていた自動車で、車検期間が平成12年 3月 29日から

4月 28 日までのあいだに終了するものについては、車検期間を 1 ヶ月伸長し

ます。詳しくは、室蘭地域支部まで。 

（運輸省北海道運輸局） 

 

資金繰りにお困りの方へ 

 政府系中小企業金融機関の道内各支店では、「災害復旧貸付」による融資

を受け付けています。有珠山の噴火により、運転資金や設備資金などの資金

繰りにお困りの方は、お気軽にご相談ください。 

 ・中小企業金融公庫札幌支店 011-261-6221 

・国民生活金融公庫室蘭支店 0113-44-1731 

・商工議会中央金庫札幌支店 011-241-7231   （通産省） 

 

北海道全域から救急自動車が寄贈 

 北海道全域から集結した救急隊が、地元の救急隊とともに救護し、また、お

近くを巡回して避難されている皆さんの救急診療に対応しています。 （消防

庁） 

 

巡視船も前進配置 

 巡視船が虻田沖合海域で救助対応体制をとっています。 （海上保安庁） 

 

避難地域のパトロール 

 移動交番車が避難場所を中心に巡回パトロールを行うとともに、一時避難

所で相談員が相談に応じています。女性警察官の「はまなす隊」も活動してい

ますので、どんなことでもお気軽にご相談ください。 

 

運転免許更新窓口を開設しています 

 運転免許更新手続きのための臨時窓口を 4月 1日から開設しています。対

象は洞爺村、虻田町、豊浦町管内に居住する運転免許証保有者の方々で

す。詳しくは、伊達警察署（22-0110）まで（北海道警察） 

 

政府・道・関係市町村等からなる現地対策本部合同会議では、有珠山の

噴火に関し避難所で生活を送られている皆さんのお役にたつよう、避難関

連の項目を中心に、「行政ニュース」として各種支援情報をお届けすること

にしました。 

 現地対策本部合同会議では、引きつづき、さまざまな課題にたいし、各機

関密接に連絡をとりながら対応していく予定であり、随時、この「行政ニュー

ス」を発行いたします。 

北海道庁代表電話  011-231-4111 

広報広聴課 内線 23-367 
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「行政ニュース」内容一覧 

 

 

 

 

 

 

日付 日付

4月11日

4月12日

4月05日

4月17日

4月18日

4月07日

4月21日

4月22日

4月29日

5月01日

5月3日

5月6日

5月24日

有珠山噴火災害被災地域内事業所採用予定学卒者等に対する
支援について（労働省北海道労働局）

内容（発表機関）

4月03日 火山活動状況をビデオでお知らせ（北海道開発局）

巡回保健相談のお知らせ（厚生省）

車検の有効期間伸長のお知らせ（運輸省北海道運輸局）

資金繰りにお困りの方へ（通産省）

北海道全域から救急自動車が集結（消防庁）

マイカー点検ボランティア隊の派遣について（北海道運輸局函館
陸運支局、（社）函館地方自動車整備振興会）

巡視船も前進配備（海上保安庁）

4月04日 虻田町役場の機能が豊浦町へ移転（虻田町）

自衛艦も待機（防衛庁・自衛隊）

車検の有効期間伸長のお知らせ（改訂）（運輸省北海道運輸局）

消防防災ヘリコプターが活躍（消防庁）

避難先の住所をお知らせください（郵政省）

臨時列車の運行について（ＪＲ北海道）

商工会・商工会議所で金融等の相談を（通産省）

雇用保険の認定と各種届出について（ハローワーク）

避難所の特設公衆電話等について（ＮＴＴ）

臨時列車の運賃について（ＪＲ北海道）

火山灰レポート（建設省、北海道開発庁、北海道）

電気・ガス料金の災害特別措置のお知らせ（通商産業省）

4月06日 道央自動車道の無料措置について（道路公団）

虻田町の清水地区での給水支援等の取り組みについて（自衛
隊）

ペットの給餌作業の実施について（北海道警察）

降灰量について（北海道開発局）

臨時列車の運賃無料対象者の拡大について（ＪＲ北海道）

市街地のヘリ映像の放送時間について（自衛隊、警察、消防、
郵政省、国土庁）

「困りごと相談電話」の開設について（北海道警察）

虻田町清水地区での給水支援等の取り組みについて（自衛隊）

降灰量について（北海道開発局）

ＪＲ北海道からのお知らせ（ＪＲ北海道）

運休バス路線の定期券払い戻しについて（運輸省、北海道運輪
局）

車検期間伸長に伴う自賠責保険の手続きについて（運輸省、北
海道運輸局）

4月08日

短時間帰宅などの支援について（各関係機関）

降灰時における車の点検について（運輸省、北海道運輸局）

降灰量について（北海道開発局）

鉄砲の一斉検査の無期延期について、降灰によるスリップの注
意について（北海道警察）

内容（発表機関）

降灰量のデータ提供について（北海道開発局）

ボイラー等を設置している事業者の方へ、雇用調整助成金・失
業給付等の説明会について（労働省）

4月10日 車検期間の伸長について（運輸省北海道運輸局）

降灰量のデータ提供について（北海道開発局）

中小企業の方への新たな支援措置（詳しいことについては、中
小公庫、国民公庫、商工中金、保証協会、商工会・商工会議所
までお問い合わせ下さい）

4月09日 授業再開について（虻田町教育委員会）

交通規制のお知らせ（北海道警察）

西山川と市街地部の状況について（土砂災害対策専門家チー
ム）

西山川の状況について（土砂災害対策専門家チーム）

避難指示地域外周直近で警察官が厳重警戒中（北海道警察）

運休バス路線の定期券払い戻しについて（運輸省、北海道運輪
局）

電気・ガス料金の災害特別措置のお知らせ（通商産業省）

郵便局からのお知らせ（郵政省）

4月13日 電気に関する移動相談所の開設等について（通商産業省）

降灰量について（北海道開発局）

ＪＲ北海道からのお知らせ（ＪＲ北海道）

船舶検査証書等の有効期間の延長について（運輸省、北海道
運輸局）

有珠山噴火に伴う交通規制について（北海道警察）

各種融資制度のあらまし（その2）（国土庁）

4月15日

郵便局からのお知らせ（郵政省）

臨時列車の運行について（ＪＲ北海道）

災害時における雇用保険求職者給付の支給について、労働保
険料の申告・納付期限の延長について（労働省）

各種融資制度のあらまし（その6）（国土庁）

各種融資制度のあらまし（その4）（国土庁）

4月19日

降灰量について（北海道開発局）

各種融資制度のあらまし（その5）（国土庁）

「車の困りごと相談窓口」の開設について（運輸省北海道遥輪
局）

6月18日

5月05日

ＪＲ北海道からのお知らせ（北海道旅客鉄道（株））

5月02日 火山状況映像中断のお知らせ（有珠山火山活動北海道現地災
書対策本部）

降灰量のデータ提供について（北海道開発局）

4月28日 電気料金災害特別措置の拡充のお知らせ（通産省）

車検有効期間再伸長のお知らせ（運輸省北海道運輸局）

道警音楽隊による演奏会のお知らせ（北海道警察本部）

火山状況映像の夜間放映中断について（有珠山火山活動北海
道現地災害対策本部）

ガス料金の災害特別措置の拡充のお知らせ（通産省）

郵便局からのお知らせ（郵政省）

各種融資制度のあらまし（その3）（国土庁）

洞爺温泉郵便局の仮設局舎での業務開始のお知らせ（郵政省）

郵便局からのお知らせ（郵政省）

労働保険年度更新・保険料納付相談室の開催のお知らせ（北海
道労働局）

4月20日

住宅金融公庫返済相談のお知らせ（住宅金融公庫北海道支店）

【改訂】運転免許証の更新手続きの窓口を避難所に開設（4月か
ら当分の間）（北海道警察）

24時間態勢で待機しています、避難区域全域をビデオと写真
に、給水支援実施区域のお知らせ（防衛庁・自衛隊）

相談電話を伊達警察署に開設、運転免許証の更新手続きの窓
ロを避難所に開設（北海道警察）

有珠中学校などの臨時職員室が開設、雨量・降灰量のデータ提
供について（北海道開発局）

有珠山噴火災害による雇用調整助成金の特例措置について
（北海道労働局）

避難地域のパトロール、運転免許更新窓口を開設しています
（北海道警察）

4月16日

4月14日

降灰量について（北海道開発局）

6月19日から、避難所に対する有珠山映像の放映について、次
の通り変更します（北海道現地対策本部）

「有珠山被災者電話法律相談」実施のご案内（札幌弁護会）

避難所へ撮影配信（自衛隊、警察庁、消防庁、郵政省、国土庁）

内閣総理大臣の現地視察（激励）について、各種融資制度のあ
らまし（その1）（国土庁）

通行禁止除外標章の交付、大型電光表示装置による避難誘導
及び交通規制等の情報提供、避難場所等における臨時の運転
免許証更新窓口の変更（北海道警察）

被災地域における同報無線の設備について、臨時郵便局（郵政
相談コーナー）の開設日等の変更について（郵政省）

応急仮設住宅におけるＬＰガス使用の円滑化に関する措置につ
いて（通商産業省）

運輸省北海道運輸局からのお知らせ（北海道運輸局室蘭陸運
支局、（社）室蘭地方自動車整備振興会）

労働保険年度更新・保険料納付相談室の開催変更のお知らせ
（北海道労働局）

雇用労働相談室等の設置について、労働保険料の納期延長に
ついて（北海道労働局）
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別紙１ 

 
平成 16 年（2004 年）新潟県中越地震非常災害対策本部 

第 1回本部会議決定事項 

 

１ 新潟県中越を震源とする地震は、死者・行方不明者が多数

発生しており、非常に大きな災害となっており、政府として

も応急対策及びその後の復旧・復興対策に全力を尽くす必要

がある。 

２ このため、村田防災担当大臣を団長とする政府調査団を新

潟県に派遣するとともに、非常災害対策本部を設置して、今

後、以下の事項を中心に災害対策に万全を期すことを確認す

る。 

① 被災者の救出・救助活動に全力を尽くすこと。 

② 緊急消防援助隊、警察広域緊急援助隊、自衛隊の災害派遣

による被災地への広域応援を増援するなど、被害の状況に応

じて万全の体制を期すること。 

③ 県や市町村との連絡調整および情報収集を密接に行い、被

害情報の収集に全力を挙げること。 

④ 関係地方公共団体とも連携し、応急対策・復旧等につき、

政府一体となった対応を行うこと
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別紙２ 

 

平成１６年（2004年）新潟県中越地震について（第１報） 
※ これは速報であり、数値等は今後も変わることがある。 

 

 

平 成 １ ６ 年 １ ０ 月 ２ ４ 日 

１ ２ 時 ０ ０ 分 現 在 

内 閣 府 

 

１． 地震の概要（気象庁情報： 10月24日７時00分現在） 

（１） 震度６強以上の地震 

i. １０月２３日１７時５６分頃の地震 
① 震 源 地  新潟県中越（北緯37.３度、東経138.８度） 

② 震源の深さ  約２０km 

③ 規   模  マグニチュード６.８ 

④ 各地の主な震度 

震度６強 新潟県 小千谷市 

震度６弱 新潟県 
十日町市、中里村、長岡市、栃尾市、三島町、越路

町、川西町、刈羽村 

震度５強 新潟県 

中之島町、安塚町、与板町、和島村、出雲崎町、小

出町、六日町、松之山町、見附市、塩沢町、松代町、

津南町 

新潟県 

栄町、広神村、湯之谷村、上越市、浦川原村、巻町、

牧村、柿崎村、吉川町、三和村、三条市、柏崎市、

加茂市、西山町、燕市、弥彦村、吉田町、月潟村、

中之口村 

福島県 只見町、西会津町、柳津町 

群馬県 北橘村、高崎市、片品村、 

埼玉県 久喜市 

震度５弱 

長野県 三水村 

震度４以下は省略。 

⑤ 津   波  この地震による津波の心配なし 

ii. １０月２３日１８時１２分頃の地震 
① 震 源 地  新潟県中越（北緯37.２度、東経138.８度） 

② 震源の深さ  ごく浅い 

③ 規   模  マグニチュード５.９ 

④ 各地の主な震度 

震度６強 新潟県 小千谷市 

震度５弱 新潟県 出雲崎町、長岡市、中之島町 
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震度４以下は省略。 

⑤ 津   波  この地震による津波の心配なし 

iii. １０月２３日１８時３４分頃の地震 
① 震 源 地  新潟県中越（北緯37.３度、東経138.９度） 

② 震源の深さ  約１０km 

③ 規   模  マグニチュード６.３ 

④ 各地の主な震度 

震度６強 新潟県 十日町市 

震度６弱 新潟県 小千谷市、六日町、安塚町 

震度５強 新潟県 
浦川原村、三島町、出雲崎町、小出町、長岡市、和

島村、西山町、上越市、牧村、三和村、与板町 

新潟県 清里村、広神村、大島村、柏崎市、栄町 
震度５弱 

群馬県 片品村、白沢村、昭和村 

震度４以下は省略。 
⑤ 津   波  この地震による津波の心配なし 

（２） 時間別有感地震回数（震度６強以上を含む） 

① １７時から１８時：３回 

② １８時から１９時：37回 

③ １９時から２０時：28回 

④ ２０時から２１時：25回 

⑤ ２１時から２２時：32回 

⑥ ２２時から２３時：18回 

⑦ ２３時から  ０時：21回 

⑧  ０時から  １時：23回 

⑨  １時から  ２時：21回 

⑩  ２時から  ３時：11回 

⑪  ３時から  ４時：９回 

⑫  ４時から  ５時：６回 

⑬  ５時から  ６時：２回 

 

２． 避難の状況（消防庁調べ：10月24日13時00分現在） 

（１） 避難指示  

都道府県名 市町村 世帯 人数 指示 備考 

新潟県 十日町市 調査中 調査中 調査中  

計 （判明分）   

（２） 避難勧告 

都道府県名 市町村 世帯 人数 勧告 備考 

加茂市 調査中 調査中 10/23 20:15  新潟県 

中之島町 調査中 調査中
10/23 22:50 

10/24  4:15 
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都道府県名 市町村 世帯 人数 勧告 備考 

塩沢町 調査中 調査中 調査中  

越路町 調査中 調査中 10/23 19:00  

計 （判明分）   

（３） 避難者数 

・ 36市町村  58,764名 

 

３． 被害の状況 
（１） 人的・住家被害（消防庁調べ：10月24日13時00分現在） 

人的被害（人） 住家被害（棟） 
都道府県名 

死者 行方不明者 
負傷者 

（重傷） （軽傷） 全壊 半壊 一部破損 火災 

新潟県 15 2 426 23 23 12 

長野県   3   

埼玉県   1   

計 15 2 430 23 0 23 12 

※火災件数は建物火災分を計上 

＜１０月２３日＞ 

・ 十日町市において、壁の崩落に巻き込まれた34歳男性が死亡 

・ 十日町市において、65歳女性が地震によるショックにより死亡 

・ 十日町市において、乳幼児（２ヶ月）が地震によるショックにより死亡 

・ 長岡市濁沢地内において地滑りにより家屋倒壊し２人が生き埋めとなり行方不明 

・ 小千谷市桜町において車庫の倒壊で下敷きとなり５５歳男性１名死亡 

・ 小千谷市において地震によるショック死により７０歳女性１名死亡 

・ 小千谷市塩谷地区で家屋倒壊により、子供３人死亡 

・ 小千谷市市立病院において、経口チューブが地震によりはずれ男性１名死亡 

・ 小千谷市両新田地区で、家屋倒壊により女性１名死亡 

・ 小千谷市吉谷地区で家屋倒壊により、１名生き埋め → 救出し病院へ搬送。 

・ 小千谷市において地震によるショック死により８９歳男性１名死亡 

・ 川口町野田地区で住家倒壊。12歳女性死亡、65歳男性死亡 

・ 川口町木沢地区で家屋倒壊し、80歳女性１名死亡 

・ 川口町和南津地区で家屋倒壊し、77歳男性１名死亡 

（２） 土砂災害  （国土交通省調べ：10月24日７時00分現在） 

・土砂崩れ   １０箇所（新潟１０） 

（３） ライフライン   

○ 電力・水道等の供給停止戸数等（経済産業省調べ：10月24日７時00分現在） 

（厚生労働省調べ：10月24日７時00分現在） 

区分 管内 延べ戸数 停止中の戸数 

電力 東北電力 確認中 約 239,000 （10/24  6:00 現在） 
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区分 管内 延べ戸数 停止中の戸数 

東京電力 確認中 0 （10/23 18:55 解消） 

中部電力 約 1,400 0 （10/24  5:52 解消） 

ガス 新潟県 56,000 56,000 （10/24  6:30 現在） 

水道 新潟県 54,937 54,937 （10/24 ７:00 現在） 

○ 通信関係の状況（総務省調べ：10月24日７時00分現在） 

① 通信規制関係 
• 新潟県への通信に輻輳が発生したため、固定電話、携帯電話とも通信規制を実施
したが、現在は解除。 

② ＮＴＴ東日本等 
• 伝送路の障害等により約５，０００回線が不通。（その他の固定電話事業者につ
いては、設備等に異常があるとの報告はない。） 

• 避難所等への特設公衆電話の設置を準備中。 

• 災害用伝言ダイヤルを２３日１８時１５分から起動中。 

③ 携帯電話事業者 
• 伝送路の障害等により、新潟県内においてＮＴＴドコモの基地局１９局、ａｕの
基地局１８局及びボーダフォンの基地局４１局が停波中。 

• ＮＴＴドコモではｉモード版災害用伝言板を２３日１８時０６分から起動中。 

④ 防災行政無線 
• 新潟県内の一部の市町村等に設置されている防災行政無線の衛星系端末が、停電
のため動作していないため、県の防災無線網に組み込まれているＮＴＴの優先電
話等で連絡を取っている状況。 

○ 郵政事業関係の状況（総務省調べ：10月24日７時00分現在） 
• 日本郵政公社において、情報収集体制を整備。 

• 新潟県内においてＡＴＭが６台停止中。 

• 新潟県内の通行止めにより、運送便の運行に影響。 

（４） 道路（国土交通省調べ） 

① 高速道路   
• 関越自動車道月夜野～長岡が通行止め 

• 北陸自動車道柿崎～三条燕が通行止め 

②  国道   
• 国道８号 中之島町～見附市 多数の段差、路面陥落 

• 国道１７号 長岡市～小出町 多数の段差、路面陥落 

• 国道１１６号 柏崎市 路面陥落 

• 国道１１７号 小千谷市 多数箇所の段差、路面陥落 

• 国道２９１号 小千谷市 土砂崩壊 

その他、被害箇所多数   

（５） 交通機関（国土交通省調べ） 

○鉄道 

・ 上越新幹線浦佐駅～長岡駅間で列車脱線、人的被害なし 

・ 上越新幹線越後湯沢～新潟で不通 
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（６） 文教施設等 

・被災箇所数（文部科学省調べ：10月24日７時00分現在） 

区 分 箇所数 

国立学校施設 1 

公立学校施設 47 

私立学校施設 2 

社会教育・体育、文化施設等 2 

文化財等  

計 52 

４． 政府の主な対応 

（１） 災害応急体制の整備等 

① 官邸の対応 

・ 官邸対策室設置（10月23日18時00分） 

・ 緊急参集チーム協議を実施（10月23日19時00分） 

② 内閣府の対応  

・ 内閣府情報対策室設置（10月23日18時00分） 

③ 警察庁の対応 

・ 災害警備本部設置（10月23日18時00分） 

④ 防衛庁の対応 

・ 防衛庁災害対策室設置（10月23日18時00分） 

・ 防衛等災害対策会議開催（10月23日19時00分） 

・ 自衛隊航空機１１機による被害状況調査を実施 

⑤ 消防庁の対応 

・ 消防庁災害対策本部設置（10月23日17時56分） 

・ 消防庁先遣隊４名を新潟県に派遣（10月23日19時50分） 

⑥ 海上保安庁の対応 

・ 災害対策本部を本庁及び第九管区に設置（10月23日18時00分） 

・ 航空機11機・巡視船艇11隻による調査を実施（10月23日） 

・ 航空機６機による調査を実施（10月24日４時55分～） 

⑦ 総務省の対応 

・ 総務省災害対策本部設置（10月23日18時30分） 

⑧ 文部科学省の対応 

・ 災害情報連絡室を設置（10月23日18時35分） 

・ 災害応急対策本部を設置（10月23日19時30分） 

・ 新潟県、福島県、群馬県、長野県、埼玉県の教育委員会等に対し、速やかに文教施
設の被害状況等の把握に努めるとともに、児童生徒の安全確保、二次災害防止策等
を講じるよう要請（10月23日19時55分） 
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⑨ 厚生労働省の対応 

・ 災害対策本部設置（10月23日19時05分） 

・ 日赤埼玉から３班、東京都から１班医療チームを派遣準備（10月23日20時20分） 

⑩ 農林水産省の対応 

・ 連絡体制を整備（10月23日18時00分） 

・ 省内関係局庁連絡会議を開催（10月23日21時00分） 

⑪ 経済産業省の対応  

・ 省内の情報収集体制を整備（10月23日18時30分） 

⑫ 国土交通省の対応  

・ 国土交通省非常体制（10月23日17時56分） 

⑬ 国土地理院の対応  

・ 災害対策本部設置（10月23日18時30分） 

・ 電子基準点による地殻変動の監視を強化、電子基準点の点検のため23日中に職員を
現地に派遣 

・ 航空機「くにかぜ」による空中写真撮影を24日午前中に開始予定 

⑭ 気象庁の対応 

・ 気象庁非常体制（10 月 23 日 18 時 00 分） 

・ 地震機動観測班４名を現地に派遣（10 月 23 日 18 時 00 分） 

・ 10 月 23 日 17 時 56 分頃発生した地震について、「平成 16 年（2004 年）新潟県中越地震」

と命名 

（２） 関係省庁連絡会議 

・  関係省庁連絡会議を開催（10月24日１時30分）、被害状況や各省庁の対応状況につ
いての情報を共有、災害応急対策および情報収集に万全を期すことを確認（①関係機
関は引き続き迅速かつ的確に情報の収集・伝達を行い、緊密な連携を図ること、②
これまでに生じた被害に対する応急対策等適切な対応をすること。③事態の推移に
応じ必要があれば、今後においても災害対策関係省庁連絡会議を開催する等、関係
省庁の連携を密にしていくこと。） 

（３） 政府調査団の派遣等 

・ 内閣府政策統括官（防災担当）付企画官等からなる現地合同情報先遣チーム 10 名を新

潟県へ派遣（10 月 23 日） 

・ 村田防災担当大臣を団長とする政府調査団を新潟県に派遣（10 月 24 日） 

（４） 自衛隊の災害派遣 

・ 10月23日 18:32以降 陸上自衛隊及び海上自衛隊航空機による情報収集を実施 

・ 10月23日 19:30以降 陸上自衛隊第２普通科連隊（高田）より、人員約30名、車両４
両の偵察部隊等を長岡市及び十日町市に派遣 

・ 10月23日 21:05 新潟県知事から陸上自衛隊第12旅団長（相馬原）に対し、情報収集
に関する災害派遣要請 

・ 10月24日 引き続き情報収集活動を実施 

※ 派遣規模 人員約230名、車両約20両、航空機計32機 
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（５） 海上保安庁の災害派遣 

・ 10月24日 ２:15 新潟県知事から第九管区保安本部長に対し、情報収集及び人命救助
の災害救助要請 

（６） 広域応援 

① 緊急消防援助隊  

・ 10 月 23 日 18 時 25 分～ 山形県、福島県、富山県、東京都、埼玉県、宮城県、千葉県、

神奈川県、群馬県、長野県、富山県、石川県に緊急消防援助隊出動要請 

※ 航空部隊 10 隊、 陸上部隊 194 隊    救出人員 18 名 

② 警察広域緊急援助隊  

・ 10月 23日 20時 15分 警察庁及び関東管区警察局から関東管区内10県警察の広域緊急

援助隊に派遣指示 

（７） 災害救助法関連 

・ 新潟県小千谷市、長岡市、十日町市、栃尾市、六日町、中里村、安塚村、見附市、
柏崎市、中之島町、越路町、三島町、与板町、和島村、出雲崎町、山古志村、川口
町、堀之内町、小出町、湯之谷村、広神村、塩沢町、大和町、川西町、小国町、西
山町、守門村、津南町、刈羽村に対し、新潟県は災害救助法の適用を決定し、避難
所の設置、炊き出し等を実施（適用日10月23日） 

５． その他の機関の対応 

（１） 日本赤十字社の対応 

・ 救護班を派遣 

・ 救援物資（毛布等）の応援調整等を実施
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別紙３ 

 

平成１６年（2004年）新潟県中越地震について（第５報） 
※ これは速報であり、数値等は今後も変わることがある。 

 

 

平 成 １ ６ 年 １ ０ 月 ２ ５ 日 

１ ９ 時 ０ ０ 分 現 在 

内 閣 府 

 

１． 地震の概要（気象庁情報： 10月25日12時00分現在） 

（１） 震度６強以上の地震 

i. １０月２３日１７時５６分頃の地震 
① 震 源 地  新潟県中越（北緯37.3度、東経138.9度）（暫定値） 

② 震源の深さ  １３km（暫定値） 

③ 規   模  マグニチュード６.８（暫定値） 

④ 各地の主な震度 

震度６強 新潟県 小千谷市 

震度６弱 新潟県 
十日町市、中里村、長岡市、栃尾市、三島町、越路
町、川西町、刈羽村 

震度５強 新潟県 
中之島町、安塚町、与板町、和島村、出雲崎町、小
出町、六日町、松之山町、見附市、塩沢町、松代町、
津南町 

新潟県 

栄町、広神村、湯之谷村、上越市、浦川原村、巻町、
牧村、柿崎村、吉川町、三和村、三条市、柏崎市、
加茂市、西山町、燕市、弥彦村、吉田町、月潟村、
中之口村 

福島県 只見町、西会津町、柳津町 

群馬県 北橘村、高崎市、片品村、 

埼玉県 久喜市 

震度５弱 

長野県 三水村 

震度４以下は省略。 

⑤ 津   波  この地震による津波の心配なし 

ii. １０月２３日１８時１１分頃の地震 
① 震 源 地  新潟県中越（北緯37.２度、東経138.８度）（暫定値） 

② 震源の深さ  １２km（暫定値） 

③ 規   模  マグニチュード６.０（暫定値） 

④ 各地の主な震度 

震度６強 新潟県 小千谷市 

震度５弱 新潟県 出雲崎町、長岡市、中之島町 

震度４以下は省略。 

⑤ 津   波  この地震による津波の心配なし 
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iii. １０月２３日１８時３４分頃の地震 
① 震 源 地  新潟県中越（北緯37.３度、東経138.９度）（暫定値） 

② 震源の深さ  １４km（暫定値） 

③ 規   模  マグニチュード６.５（暫定値） 

④ 各地の主な震度 

震度６強 新潟県 十日町市 

震度６弱 新潟県 小千谷市、六日町、安塚町 

震度５強 新潟県 
浦川原村、三島町、出雲崎町、小出町、長岡市、和
島村、西山町、上越市、牧村、三和村、与板町 

新潟県 清里村、広神村、大島村、柏崎市、栄町 
震度５弱 

群馬県 片品村、白沢村、昭和村 

震度４以下は省略。 

⑤ 津   波  この地震による津波の心配なし 

（２） 時間別有感地震回数（震度６強以上を含む） 

 10月23日17時から18時：３回 

 10月23日18時から19時：37回 

 10月23日19時から20時：28回 

 10月23日20時から21時：25回 

 10月23日21時から22時：32回 

 10月23日22時から23時：18回 

 10月23日23時から０時：21回 

 10月24日０時から１時：23回 

 10月24日１時から２時：21回 

 10月24日２時から３時：11回 

 10月24日３時から４時：９回 

 10月24日４時から５時：６回 

 10月24日５時から６時：２回 

 10月24日６時から７時：２回 

 10月24日７時から８時：４回 

 10月24日８時から９時：２回 

 10月24日９時から10時：３回 

 10月24日10時から11時：６回 

 10月24日11時から12時：４回 

 10月24日12時から13時：９回 

 10月24日13時から14時：８回 

 10月24日14時から15時：６回 

 10月24日14時から15時：６回 

 10月24日15時から16時：４回 

 10月24日16時から17時：３回 

 10月24日17時から18時：５回 

 10月24日18時から19時：８回 

 10月24日19時から20時：３回 

 10月24日20時から21時：４回 

 10月24日21時から22時：２回 

 10月24日22時から23時：３回 

 10月24日23時から０時：５回 

 10月25日０時から１時：７回 

 10月25日１時から２時：12回 

 10月25日２時から３時：６回 

 10月25日３時から４時：３回 

 10月25日４時から５時：１回 

 10月25日５時から６時：５回 

 10月25日６時から７時：11回 

 10月25日７時から８時：０回 

 10月25日８時から９時：４回 

 10月25日９時から10時：３回 

 10月25日10時から11時：５回 

 10月25日11時から12時：４回 

（３） 余震確率 

 ２５日１０時から７２時間以内に 

Ｍ6.0（ところによっては震度６弱～６強）以上の余震の発生する確率 約30％ 

Ｍ5.5（ところによっては震度５強）以上の余震の発生する確率 約50％ 

Ｍ5.0（ところによっては震度５弱）以上の余震の発生する確率 約80％ 
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２． 避難の状況（消防庁調べ：10月25日15時00分現在） 

（１） 避難指示  

都道府県名 市町村 世帯 人数 指示 備考 

十日町市 調査中 調査中 10/23 18:20
10/24 14:00一部を除き勧告
に切替 

松之山町 調査中 調査中
10/24 12:00
・12:01  

川口町 調査中 調査中 10/25 8:55 川口地内40世帯 

新潟県 

山古志村 調査中 調査中 10/25 9:00 村内全域 

計 （判明分）   

（２） 避難勧告 

都道府県名 市町村 世帯 人数 勧告 備考 

加茂市 調査中 調査中 10/23 20:00  

中之島町 調査中 調査中
10/23 22:50 

10/24  4:15 
 

塩沢町 調査中 調査中 10/23 20:13 10/24 7:00 解除 

越路町 調査中 調査中 10/23 19:00  

十日町市 調査中 調査中 10/24 14:00  

広神村 調査中 調査中 10/24 14:30  

中里村 調査中 調査中 10/24 11:00  

安塚町 調査中 調査中 10/24 15:00  

小千谷市 調査中 調査中
10/24 15:59・
16:12  

三島町 調査中 調査中 10/23 18:39 10/24 6:00 解除 

小出町 調査中 調査中 10/24 16:30  

川西町 調査中 調査中 10/24 17:00  

高柳町 調査中 調査中 10/23 20:20  

新潟県 

山古志村 調査中 調査中 10/24 22:00 10/25 9:00 指示に切替 

計 （判明分）   

（３） 避難者数 

・ ３６市町村  ９７，７１０名 

 



 
 
 

58

３． 被害の状況 
（１） 人的・住家被害（消防庁調べ：10月25日17時00分現在） 

人的被害（人） 住家被害（棟/件） 
都道府県名

死者 行方不明者 負傷者 全壊 半壊 一部破損 建物火災

新潟県 25 1,268 151 257 2,261 11

長野県  3   

埼玉県  1   

福島県   1 

群馬県  3  345 

計 25 1,275 151 257 2,607 11

 

＜１０月２３日＞ 

・ 十日町市において、壁の崩落に巻き込まれた34歳男性が死亡 

・ 十日町市において、地震によるショックにより65歳女性が死亡 

・ 十日町市において、地震によるショックにより乳幼児（２ヶ月）が死亡 

・ 避難中の車内で地震によるストレスに起因する脳疾患で53歳男性１名死亡 

・ 避難中の車内で地震によるストレスに起因する心疾患で74歳女性１名死亡 

・ 長岡市濁沢地内において地滑りにより家屋倒壊し42歳男性と75歳女性が生き埋めとなり
死亡 

・ 小千谷市桜町において車庫の倒壊で下敷きとなり55歳男性死亡 

・ 小千谷市において地震によるショックにより70歳女性死亡 

・ 小千谷市塩谷地区で家屋倒壊により、子供３人（小５～６）死亡 

・ 小千谷市市立病院において、経口チューブが地震によりはずれ76歳男性死亡 

・ 小千谷市東栄地内において地震によるショックにより89歳男性死亡 

・ 小千谷市両津新田地区で、家屋倒壊により77歳女性死亡 

・ 小千谷市吉谷地区で家屋倒壊により、１名生き埋め → 救出し病院へ搬送。 

・ 車で避難中、体調急変により、85歳男性死亡 

・ 川口町野田地区で住家倒壊。12歳女性及び65歳男性死亡 

・ 川口町木沢地区で家屋倒壊し、82歳女性死亡 

・ 川口町和南津地区で家屋倒壊し、78歳男性死亡 

・ 湯之谷村で、地震によるショックで44歳女性死亡 

・ 湯沢町で70歳男性が心筋梗塞を発症し死亡 

・ 見附市で地震によるショックで60歳男性が死亡 

・ 山古志村南平地内で、土砂崩れによる家屋倒壊により、78歳女性と54歳男性が死亡 

（２） 孤立の状況  （消防庁他調べ：10月25日17時00分現在） 

・ 山古志村： 虫亀地区１５０世帯６００人が孤立、物資の要求あり → 人数調査中 

梶金地区５０人、菖蒲地区１５人が孤立、救援要請あり → 梶金地区４０人、
種芋原地区１０人、池谷地区人数調査中 

・ 十日町市： ２カ所（樽沢地区、塩又地区）で孤立 →10月25日孤立解消（迂回ルートに 
           より対応可能） 

７カ所（願入地区、平地区、漉野地区、塩野地区、慶地地区、菅沼地区、大
池地区）で孤立 

・ 自衛隊災害派遣、海上保安庁災害派遣、緊急消防援助隊、警察広域緊急援助隊において
搬送・救出活動を実施 
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（３） 土砂災害  （国土交通省調べ：10月25日7時00分現在） 

・土砂崩れ   １５箇所（新潟１５） 

・がけ崩れ    １箇所（新潟１） 

（４） ライフライン   

○ 電力・水道等の供給停止戸数等（経済産業省調べ：10月25日13時00分現在） 

（厚生労働省調べ：10月25日19時30分現在） 

区分 管内 延べ戸数 停止中の戸数 

東北電力 約 289,000 約 52,800 （10/25 16:00 現在） 

東京電力 約 1,460 0 （10/23 18:55 解消） 電力 

中部電力 約 1,400 0 （10/24  5:52 解消） 

ガス 新潟県 56,000 56,000 （10/24 12:00 現在） 

水道 新潟県 129,843 108,030 （10/25 19:30 現在） 

○ 通信関係の状況（総務省調べ：10月25日17時30分現在） 

① 通信規制関係 

・ 新潟県への通信に輻輳が発生したため、固定電話、携帯電話とも通信規制を実施
したが、２４日０時２８分までには一旦解除。 

・ ２４日早朝より再び固定電話及び携帯電話の通信規制を実施したが、固定電話に
ついては２４日午前中には解除。携帯電話については、現在も一部の事業者にお
いて通信規制を実施中。 

② ＮＴＴ東日本等 

・ 伝送路の障害等により、新潟県内の約４，５００回線が不通だったが、一部復旧
し、現在は、約４１００回線が不通（新潟県小国町、山古志村、越路町）。 

・ 新潟県小国町、山古志村及び越路町の避難所等に特設公衆電話（４５回線）を設
置。 

・ 災害用伝言ダイヤルを２３日１８時１５分から起動中。 

③ 携帯電話事業者 

・ 伝送路の障害等により、新潟県内においてＮＴＴドコモの基地局４８局、ａｕの
基地局７局及びボーダフォンの基地局１１局が停波中。 

・ ＮＴＴドコモでは、携帯電話約２４０台及び衛星携帯電話約４０台を新潟県災害
対策本部へ貸し出し。 

・ ＮＴＴドコモではｉモード版災害用伝言板を２３日１８時０６分から起動中。
（（参考）停波中の基地局所在地） 

ドコモ（長岡市、小千谷市、十日町市、栃尾市、川口町、堀之内町、小国
町、川西町、山古志村、湯之谷町、塩沢村、三島町、与板町） 

ａｕ（越路町、長岡市、小国町、川口町、堀之内町、山古志村） 

ボーダフォン（小国町、小千谷市、川西町、山古志村） 

④ 防災行政無線 

・ 新潟県内の市町村等に設置されている防災行政無線の衛星系の一部端末（山古志
村、川口町）が、停電により動作していないため、県の防災通信網に組み込まれ
ているＮＴＴの優先電話等で連絡を取っている状況。 
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○放送関係の状況（総務省調べ：10月25日９時00分現在） 

① ＮＨＫ 

・ 停電の影響により、新潟県内のテレビ放送用中継局（９局）が停波中。長野県内
の中継局は停電により一時停波したが、送電の再開により復旧。 

② 民間放送 

・ 停電の影響により、新潟放送、新潟総合テレビ、テレビ新潟放送網、新潟テレビ
２１のテレビ放送用中継局（７局）が停波中。 

・ 信越放送のテレビ放送用中継局で一時停波したが、送電の再開により復旧。 

③ ケーブルテレビ 

・ 停電の影響により、長岡ケーブルテレビの放送が、一部世帯について停止中。 

○ 郵政事業関係の状況（総務省調べ：10月25日14時00分現在） 

・ 新潟県内において２０局の郵便局が窓口業務を休止。 

・ 新潟県内においてＡＴＭが２１台停止中。 

・ 新潟県内の通行止めにより、運送便の運行に遅れが出たが次第に回復。 

○ 地域銀行の状況（金融庁調べ：10月25日15時15分現在） 

・ 第四銀行においては小千谷支店の本日の営業を休止（26日からの営業の目処は立
った）、店舗外ＡＴＭ10カ所停止 

・ 北越銀行において一部店舗の壁、ガラスが破損。店舗外ＡＴＭ６カ所停止 

・ 大光銀行において一部店舗の壁、ガラスが破損。越後川口支店で本日の営業を休
止していたが12時30分に復旧し営業開始。（降雨のため支店につながる道路が土
砂崩れの危険性があり、人命の観点等を踏まえ、明日の営業の是非を検討中。店
舗外ＡＴＭ３カ所停止 

○ 協同組織金融機関の状況（金融庁調べ：10月25日10時00分現在） 

・ １信用金庫１出張所において停電、ＡＴＭ停止中 

・ ２信用組合５支店で停電・ＡＴＭ停止中 

・ 新潟労金で１支店でＡＴＭ停止、応急措置で１台稼働 

・ 新潟県信農連の会員である９農協のＡＴＭが停止中 

（５） 道路（国土交通省調べ：10月25日7：00現在） 
１）高速道路 

①関越道 通行止め 長岡JCT～月夜野IC(下り線)､長岡JCT～湯沢IC(上り線) 

被災状況 小出IC～長岡JCT 多数箇所の段差､路面の陥没･隆起､法面崩壊等 

※小千谷IC～堀之内ICは特に被害大（深さ約１０ｍの陥没、約1.0ｍの段差、法
面崩壊 等） 

②北陸道 通行止め 柿崎IC～三条燕IC 

被災状況 米山IC～長岡JCT 多数箇所の段差 

※西山IC～長岡JCT下り線約２mの段差 

なお、緊急輸送物資等を運搬する緊急通行車両については、24日13時までに
全線でが通行を確保 

２）直轄国道 

①国道８号 中ノ島町～長岡市 多数箇所の段差、路面陥没 

※24日中に片側交互通行確保 

②国道１７号 長岡市～小出町 多数箇所の段差、路面陥没 
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※和南津トンネル コンクリート剥落、人的被害なし 

   川口町天納地先の道路崩壊 

※なお、上記２カ所の緊急車両の通行については、26日を目処に通行の確保を図
る予定、その他の箇所は24日中には片側交互通行確保 

③国道１１６号 柏崎市 路面陥没  24日中には片側交互通行確保 

３）地方公共団体の管理する道路 

①国道１１７号 小千谷市 多数箇所の段差、路面陥没 

②国道２９１号 小千谷市 土砂崩壊 

③県道小千谷長岡線  土砂崩落 

（６） 交通機関（国土交通省調べ） 

・鉄道の運転中止区間（10 月 25 日 7 時 00 分現在） 

事業者名 累計 現在 備考 

東日本旅客鉄道 6 6  

北越急行 1 1  

※ 上越新幹線浦佐駅～長岡駅間で列車脱線、人的被害なし 

（７） 文教施設等 

・被災箇所数（文部科学省調べ：10月24日19時00分現在） 

区 分 箇所数 

国立学校施設 2 

公立学校施設 176 

私立学校施設 33 

社会教育・体育、文化施設等 2 

文化財等 6 

その他 1 

計 220 

（８） 社会福祉施設等 

・ 被災施設数（厚生労働省調べ：10月24日12時00分現在） 

区 分 施設数 

児童福祉施設 5

老人福祉施設 36

障害福祉施設 22

その他福祉施設 

計 63

 



 
 
 

62

（９） 医療施設関係（厚生労働省調べ：10月24日18時00分現在） 

・ 被災施設数 

区 分 施設数 

医療施設等 10

計 10

（１０） その他（国土交通省調べ：10月25日7時00分現在） 

・ 下水道    21箇所 

・ 公園施設   １公園 

４． 政府の主な対応 

（１） 災害応急体制の整備等 

① 官邸の対応 

・ 官邸対策室設置（10月23日18時00分） 

・ 緊急参集チーム協議を実施（10月23日19時00分） 

・ 平成16年新潟県中越地震関係対策会議を開催し、現地の被災状況の報告を踏まえ、
関係機関は県・市町村とも十分連携し政府一体となって、応急対策を更に強化して
全力を挙げることを決定。（10月24日20時20分） 

② 内閣府の対応  

・ 内閣府情報対策室設置（10月23日18時00分） 

③ 警察庁の対応 

・ 災害警備本部設置（10月23日18時00分） 

・ 非常災害警備本部設置（10月24日７時50分） 

・ 警察航空隊ヘリコプターによる情報収集、映像配信等を実施 

・ 発災直後に道路の通行止め、安全点検を実施 

・ 災害対策基本法に基づく道路の通行規制を実施、併せて各都道府県警察における緊
急通行車両の標章等の交付手続きを実施（25日14時現在、906件交付） 

④ 防衛庁の対応 

・ 防衛庁災害対策室設置（10月23日18時00分） 

・ 防衛等災害対策会議開催（10月23日19時00分）以降数次開催 

・ 自衛隊航空機１１機による被害状況調査を実施 

・ 現地合同情報先遣チームの現地への輸送に陸上自衛隊CH-47を使用（10月23日） 

・ 政府調査団の現地への輸送に陸上自衛隊CH-47を使用（10月24日） 

⑤ 消防庁の対応 

・ 消防庁災害対策本部設置（10月23日17時56分） 

・ 消防庁先遣隊５名を新潟県に派遣（10月23日19時50分） 

・ 消防研究所職員２名を新潟県に派遣（10月24日５時00分） 

⑥ 海上保安庁の対応 

・ 災害対策本部を本庁及び第九管区に設置（10月23日18時00分） 
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・ 航空機11機・巡視船艇11隻による調査を実施（10月23日） 

・ 航空機６機・巡視船艇１１隻による調査を実施（10月24日） 

・ 航空機３機により、新潟県からの要請による孤立者救助等を実施（10月24日） 

・ 航空機８機により、新潟県からの要請による孤立者救助等を実施（10月25日６時33
分～） 

⑦ 総務省の対応 

・ 総務省災害対策本部設置（10月23日18時30分） 

・ 総務省非常災害対策本部設置（10月24日10時00分）  

・ 信越総合通信局で保有する衛星携帯電話（８台）を、新潟県地震災害対策本部を通
して被災者への貸出を実施。また、信越総合通信局において保有するＭＣＡ無線機
（※）８０台を被災地への貸し出しが容易な新潟市内に搬送済み。 

・ 新新潟県地震災害対策本部からの要請に基づき、信越移動無線センターから同対策
本部に対し、ＭＣＡ無線機２５台を搬送済み。（※ＭＣＡ無線は、混信がなくクリ
アで秘話性が高い通信が可能であり、同報（一斉指令）機能を備えていることから、
災害対策に役立つものとして有効に活用されている。） 

・ その他全国の総合通信局で備蓄している無線機２８０台程度を、被災地に貸与でき
るよう体制を整備。 

・ 被災地への応援に向かう自治体等（消防、防災行政、水道、電気）が使用する無線
局（８９局）の免許申請等について、臨機の措置（※）を実施。（※非常災害時にお
いて、口頭の無線局申請に対し、口頭による処分を行うこと） 

・ 電波利用料債権の発行停止の措置（当分の間）並びに同債権の督促状及び催促状の
送付を停止する措置を実施（平成１６年１０月２３日適用）。 

⑧ 金融庁の対応 

・ 新潟県銀行協会等７団体等に対し、関東財務局新潟財務事務所長及び日本銀行新潟
支店長の連名で「地震災害に対する金融上の措置について」を発出。地震により災
害救助法が適用された市町村の被災者に対し、状況に応じ「災害関係の融資に関す
る措置」、「預金の払戻及び中途解約に関する措置」、「手形交換、休日営業等に
関する措置」等金融上の措置を適切に講じることを要請（10月24日15時30分） 

⑨ 文部科学省の対応 

・ 災害情報連絡室を設置（10月23日18時35分） 

・ 災害応急対策本部を設置（10月23日19時30分） 

・ 新潟県、福島県、群馬県、長野県、埼玉県の教育委員会等に対し、速やかに文教施
設の被害状況等の把握に努めるとともに、児童生徒の安全確保、二次災害防止策等
を講じるよう要請（10月23日19時55分） 

・ 文部科学省非常災害対策本部を設置（10月24日９時00分） 

・ 地震調査研究推進本部の地震調査委員会が臨時会を開催。今回の地震について分
析・評価を行った。（10月24日13時00分） 

・ 新潟大学から医師７名を派遣、また、県、病院等からの要請に即応するため、新潟
大学、信州大学、群馬大学において救護班等を待機（10月24日） 

・ 学校施設の被害状況を把握するため、建築の専門家等を新潟県に派遣（10月24日） 

⑩ 厚生労働省の対応 

・ 災害対策本部設置（10月23日19時05分） 

・ 厚生労働省災害対策本部本部員会議を開催し、現地連絡室の設置を決定（10月25日） 
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・ 国立病院機構災害医療センターから医療班を派遣、日赤から救護班を派遣（10月24
日） 

・ 新潟県、福島県、群馬県、長野県に対し、関係機関と連携の上、人工透析の提供及
び難病患者等への医療の確保体制を確保するよう要請（10月24日） 

・ 避難生活が必要となった高齢者、障害者等の要援護者については、旅館、ホテル等
の避難所としての活用や緊急的措置として社会福祉施設への受入を行って差し支え
ない旨を新潟県に通知（10月24日） 

・ 国際医療センター、国立病院機構東京医療センター、仙台医療センター、長野病院
から医療チームを現地に派遣（10月25日） 

・ 被災者の心理的な問題を把握し、適切な対応を行うため、国立精神・神経センター
からＰＴＳＤ専門家らを現地に派遣（10月25日） 

⑪ 農林水産省の対応 

・ 連絡体制を整備（10月23日18時00分） 

・ 省内関係局庁連絡会議を開催（10月23日21時00分） 

⑫ 経済産業省の対応  

・ 省内の情報収集体制を整備（10月23日18時30分） 

・ 経済産業省非常災害対策本部の設置（10月23日） 

・ 大手流通チェーン各社に対し、緊急援助物資の輸送等について、新潟県災害対策本
部との連絡調整を指示。更に緊急の食料品追加供給を要請（10月23日） 

・ 原子力安全・保安院より、電気事業連合会、近隣の電力３社（東京、中部、北陸電
力）と併せ、日本ガス協会に対し、復旧対策に最大限の支援を行うよう指示。（10
月24日） 

・ 燃料油、ＬＰガス、毛布、日用品等につき、緊急援助物資提供の具体的な要請があ
った場合に直ちに対応できるよう関係業界に協力を要請（10月24日） 

・ 10月24日午後、緊急の食料品等を中心に物資提供を要請、これらを受け、イトーヨ
ーカ堂/セブンイレブンは24日中におにぎり２万６千個を、イオンは25日までにおに
ぎり21万個、水15万本等を長岡市をはじめとする被災地に輸送（10月24日） 

・ 特に自動車内にて過ごす被災者が多いため需要増が見込まれるガソリンについては、
精製・元売り等に対しタンクローリーによる被災地への移送その他に遺漏なきよう
指示するとともに、それらの現地到達の便宜につき新潟県警察本部と調整を行った。
（10月24日） 

・ 電気事業について、料金その他の供給条件について特別措置の実施を行うため、東
北電力（株）から申請を受け、即日災害特別祖措置の認可を行った（災害救助法の
適用に合わせ、10月23日まで遡及して適用）。特別措置の内容は以下のとおり。（10
月25日） 

① 早収期間及び支払期間の延長（１ヶ月間） 

② 不使用月の料金免除（６ヶ月間） 

③ 工事費負担金の免除（６ヶ月間） 

④ 臨時工事費の免除（６ヶ月間） 

⑤ 使用不能設備に相当する基本料金の免除（６ヶ月間） 

⑥ 引き込み線、計量器等取付位置変更に係る費用の免除（６ヶ月間） 

・ ガス事業（都市ガス）について、料金その他の供給条件について特別措置の実施を
行うため、北陸瓦斯（株）から申請を受け、即日災害特別祖措置の認可を行った（災
害救助法の適用に合わせ、10月23日まで遡及して適用）。特別措置の内容は以下の
とおり。（10月25日） 

① 早収期間及び支払期間の延長（１ヶ月間） 

② 不使用月の料金免除（６ヶ月間） 
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③ ガスの供給再開に係る臨時工事費の免除（２ヶ月間） 

⑬ 中小企業庁の対応  

・ 新潟県の政府系中小企業金融機関（中小企業金融公庫、国民生活金融公庫、商工組
合中央金庫）、信用保証協会、主要商工会議所、商工会連合会及び関東経済産業局
に対し、災害に係る特別相談窓口設置を指示（10月25日） 

・ 政府系中小企業金融機関に災害復旧貸付の適用を指示（10月25日） 

・ 政府系中小企業金融機関及び信用保証協会に既往債務の条件緩和等を指示（10月25
日） 

⑭ 国土交通省の対応  

・ 国土交通省非常体制（10月23日17時56分） 

・ 国土交通省非常災害対策本部の設置（10月24日７時50分） 

第一回本部会議（10月24日9時） 

第二回本部会議（10月24日18時30分） 

・ 東北地方整備局の災害対策ヘリコプター「みちのく」号による現地調査を実施（10
月23日 21:35～） 

・ ヘリコプターによる現地調査を実施（北陸） 10月23日 19:40～/10月25日 9:00～ 

・ 航空・鉄道事故調査委員会が調査官を現地に派遣（10月23日） 

・ 応急危険度判定業務の指導及び建築物の被害調査のため、住宅局及び国総研職員を
現地に派遣（10月24日） 

・ 河川局災害査定官を現地に派遣（10月24日） 

・ 被害状況把握のため国総研等から砂防専門家及び河川局砂防部保全課等から担当官
を派遣し、現地調査・ヘリ調査を実施 

・ 国土交通大臣が現地視察（10月24日） 

⑮ 国土地理院の対応  

・ 災害対策本部設置（10月23日18時30分） 

・ 電子基準点による地殻変動の監視を強化するとともに、電子基準点の点検のため23
日中に職員を現地に派遣 

・ 航空機「くにかぜ」（運航は海上自衛隊）による空中写真撮影を24日９時15分に開
始 

・ 災害対策用地形図及び災害状況図をホームページに掲載 

⑯ 気象庁の対応 

・ 気象庁非常体制（10月23日18時00分） 

・ 地震機動観測班４名を現地に派遣（10月23日18時00分） 

・ 気象庁災害対策本部設置（10月24日７時50分） 

・ 10月23日17時56分頃発生した地震について、「平成16年（2004年）新潟県中越地震」
と命名（10月24日９時00分） 

・ 暫定的に、震度５以上の揺れを観測した地域に対して大雨及び洪水の注意報・警報
基準を引き下げて運用（10月24日９時00分） 

・ 地震機動観測班の調査（１日目）終了（小千谷市及び川口町の震源の真上の地区周
辺について被害等を調査）（10月24日17時15分） 

・ 地震機動観測班の調査（２日目）実施（１０月２５日０８時３０分） 

・ 気象庁ホームページに新潟県中越地震の被災地及び周辺地域に関する地震・気象情
報に関するコーナーを新設し情報提供を開始（１０月２５日１４時００分） 
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（２） 関係省庁連絡会議 

・  関係省庁連絡会議を開催（10月24日１時30分）、被害状況や各省庁の対応状況につ
いての情報を共有、災害応急対策および情報収集に万全を期すことを確認（①関係機
関は引き続き迅速かつ的確に情報の収集・伝達を行い、緊密な連携を図ること、②
これまでに生じた被害に対する応急対策等適切な対応をすること。③事態の推移に
応じ必要があれば、今後においても災害対策関係省庁連絡会議を開催する等、関係
省庁の連携を密にしていくこと。） 

（３） 非常災害対策本部 

・ 災害対策基本法に基づく非常災害対策本部（平成16年（2004年）新潟県中越地震非
常災害対策本部）を設置（10月24日） 

・ 第１回本部会議を開催（10月24日９時30分）、対応基本方針を決定 

・ 第２回本部会議を開催（10月24日12時45分）、被災地への物資等の供給等に係る方
針を決定 

・ 第３回本部会議を開催（10月25日17時30分）、海外からの支援受入れに係る方針を
決定、被災地に対する毛布支援・現地対応の強化について報告 

（４） 現地連絡調整 

・ 「平成 16 年（2004 年）新潟県中越を震源とする地震に対する現地連絡調整室」を

新潟県庁内に設置（10 月 23 日） 

・ 「現地連絡調整室」を「現地支援対策室」に格上げし、人員を倍増（10 月 25 日） 

・ 「現地支援対策室」に新たに機動班を設置、新潟県と調整を行い対応の手薄な市町村（現

場）に派遣することとする 

（５） 政府調査団の派遣等 

・ 内閣府政策統括官（防災担当）付企画官等からなる現地合同情報先遣チーム 10 名を新

潟県へ派遣（10 月 23 日） 

・ 村田防災担当大臣を団長とする政府調査団を新潟県に派遣（10 月 24 日） 

（６） 自衛隊の災害派遣 

・ 10月23日 18:32以降 陸上自衛隊及び海上自衛隊航空機による情報収集を実施 

・ 10月23日 19:30以降 陸上自衛隊第２普通科連隊（高田）より、人員約30名、車両４
両の偵察部隊等を長岡市及び十日町市に派遣 

・ 10月23日 21:05 新潟県知事から陸上自衛隊第12旅団長（相馬原）に対し、情報収集
に関する災害派遣要請 

※ 10月23日の派遣規模 人員約110名、航空機約20機 

・ 10月24日 引き続き情報収集活動を実施 

・ 10月24日  5:30 陸上自衛隊第２普通科連隊（高田）より、人員約10名、車両約10両
を十日町市に派遣し、給水支援活動を実施 

・ 10月24日  5:04 陸上自衛隊第２普通科連隊（高田）より、人員約50名をCH-47によ
り移動し、重症患者３名を搬送 
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・ 10月24日  6:00以降 陸上自衛隊第２普通科連隊（高田）の人員約50名により、川口
町における土砂崩れに伴う人命救助活動を実施、重傷者２名を救助、陸上自衛隊第
30普通科連隊（新発田）の人員約30名、車両10両による越路町における給水支援活
動を実施、陸上自衛隊第５施設群（高田）の人員約20名、車両約10両による刈羽町
における給水支援活動を実施、陸上自衛隊第12後方支援隊（新町）の人員約10名、
車両約10両による堀之内町及び十日町市における給水支援活動を実施 

・ 10月24日  8:36 航空自衛隊V-107による長岡市までの食料等の救援物資を輸送。さ
らに患者２名を搬送 

・ 10月24日  9:08 航空自衛隊V-107×５機による山古志村より長岡市まで人員約150
名等を輸送、また航空自衛隊CH-47による長岡市における物資及び患者を搬送 

・ 10月24日 11:00以降 陸上自衛隊CH-47による川西町への食料等の物資空輸、小千谷
市等における物資等の輸送、中里村への食料等の物資空輸を実施 

・ 10月24日 12:00以降 陸上自衛隊第30普通科連隊（新発田）の人員約70名により、山
古志村における孤立地域における捜索活動を実施 

・ 10月24日 12:59以降 陸上自衛隊第14普通科連隊（金沢）の人員約130名を現地に派
遣 

・ 10月24日 14:55以降 陸上自衛隊第30普通科連隊（新発田）の人員約10名、車両３両
を炊事支援のため越路町に派遣 

・ 10月24日 15:55以降 陸上自衛隊CH-47×５機による山古志村の避難民計400名を長
岡市内に搬送 

・ 10月24日 19:34以降 航空自衛隊C-1×３機、C-130による新潟空港までの食料（12ト
ン）等を輸送 

・ 10月24日 22:15以降 陸上自衛隊CH-47×２機による越路町への食料等の空輸を実施 

※ 10月24日の派遣規模 人員約2,000名、車両約150両、航空機約30機 

※ 10月24日の食料輸送実績 約13万食 

※ 10月24日の救助実績 約200名 

・ 10月25日  6:00以降 陸上自衛隊第30普通科連隊（新発田）の人員約40名により、山
古志村における孤立住民の捜索活動を実施するとともに航空自衛隊V-107×２機、陸
上自衛隊UH-60等により避難民の空輸を実施、新潟スタジアムにおいて人員約180名、
車両約30両により炊事支援等（約14,000食）を実施 

・ 10月25日  7:00以降 航空自衛隊CH-47×２機による長岡市、山古志村への食糧輸送
を実施 

・ 10月25日 12:38 海上自衛隊MH-53×３機により約１万５千食分の食料を新潟空港へ
輸送 

・ 10月25日 13:30 陸上自衛隊松戸駐屯地より車両８両が毛布8,000枚を高田駐屯地に
輸送するため出発 

・ 10月25日 14:51 海上自衛隊舞鶴基地より車両５両が毛布5,320枚を高田駐屯地に輸
送するため出発 

※ 10月25日の派遣規模 人員約2,400名、車両約140両、航空機約30機 

※ 10月25日の食料輸送実績 約14万食、毛布約13,000枚 

※ 10月25日の救助実績 約760名 

（派遣実績（延べ） 10月25日19時現在） 

※ 派遣規模 人員約4,500名、車両約340両、航空機約90機 

※ 食料輸送実績 約27万食、毛布13,000枚 

※ 救助実績 約960名 
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（７） 海上保安庁の災害派遣 

・ 10月24日 ２:15 新潟県知事から第九管区保安本部長に対し、情報収集及び人命救助
の災害救助要請 

・ 10月24日 ７:15以降 新潟県からの要請に基づき、山古志村への緊急消防援助隊34名
の空輸、消防職員２名、医師等計11名の空輸、小千谷市住民の救助、山古志村から
の急患等の搬送、山古志村への医薬品、毛布等の物資等計60㎏の空輸を実施 

・ 10月24日 10:23以降 新潟県からの要請に基づき、消防職員による被害状況調査、消
防職員２名の空輸を実施 

※ 24日の合計：人員56名、物資60㎏を輸送 

・ 10月25日 ６:33以降 新潟県の要請に基づき、小千谷市寺沢地区での孤立者救助を実
施 

・ 10月25日 11:35以降 新潟県の要請に基づき、山古志村虫亀地区での孤立者救助を実
施中 

※ 25日の合計(17時現在) 人員340名（住民298名、消防職員35名、自治体職員７
名）を輸送 

（８） 広域応援 

① 緊急消防援助隊  

・ 10月23日18時25分～ 山形県、福島県、富山県、東京都、埼玉県、神奈川県、富山県に

緊急消防援助隊出動要請 

・ 10月24日 2時10分～福島県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、富山県、石川県、長野

県に緊急消防援助隊出動要請 

・ 10月24日 小千谷市、山古志村、川口町等において救出・搬送活動を実施 

・ 10月25日 山古志村において、梶金地区及び菖蒲地区で消防ヘリ６機により孤立住民の

救助、山古志村虫亀地区における活動の実施 

※ 最大時207隊880名（防災ヘリ11機）により85名を救出 

② 警察広域緊急援助隊  

・ 10月23日20時15分 警察庁及び関東管区警察局から関東管区内等の10府県警察の広域

緊急援助隊に派遣指示 

・ 10月23日21時30分 航空隊ヘリコプターによる情報収集を実施 

・ 10月23日 航空隊ヘリコプターによる情報収集を実施 

・ 10月23日 東北管区・中部管区の衛星通信車と運用要員を派遣、映像配信・機動通信活

動等の任務に従事 

・ 10月24日 山古志村における被害実態の把握、村民の捜索・救助、県警ヘリによる搬送、

長岡市・越智町における被害状況の調査、小千谷市・長岡市等における交通整理等を実

施 

・ 10月24日 航空隊ヘリコプター５機による情報収集、ヘリテレ映像の配信、救援物資の

輸送等を実施 

・ 10月24日 機動警察通信隊により機動通信活動を実施 

・ 10月25日 山古志村における被害実態の把握、村民の捜索・救助、県警ヘリによる搬送、

小千谷、長岡市等における被害状況の調査・救助活動、見附市・三条市における交通整

理等を実施 



 
 
 

69

・ 10月25日 航空隊ヘリコプター６機等による情報収集、救助活動等を実施。（16:00現在

117人を救出） 

・ 10月25日 機動警察通信隊により機動通信活動を実施 

※ 援助隊総員 374名、車両95台、ヘリコプター最大時９機により117人を救出 

（９） 災害救助法関連 

・ 新潟県小千谷市、長岡市、十日町市、栃尾市、六日町、中里村、安塚村、見附市、
柏崎市、中之島町、越路町、三島町、与板町、和島村、出雲崎町、山古志村、川口
町、堀之内町、小出町、湯之谷村、広神村、塩沢町、大和町、川西町、小国町、西
山町、守門村、津南町、刈羽村に対し、新潟県は災害救助法の適用を決定し、避難
所の設置、炊き出し等を実施（適用日10月23日） 

５． その他の機関の対応 

（１） 日本赤十字社の対応 

・ 救護班を派遣 

・ 救援物資（毛布等）の応援調整等を実施 

（２） 日本郵政公社の対応 

・ 災害救助法適用に基づく救援対策（救助用の現金を内容とする郵便物の料金免除）をは
じめ、被災者に対する、通常郵便物の料金免除、郵便貯金・簡易保険の非常取扱い、郵
便振替による災害義援金の無料送金サービス等を実施。 

（３） ボランティア関係 

・ 新潟県社会福祉協議会ボランティアセンター内に、「県災害救援ボランティア本部」を
設置、救援ボランティアの連絡調整を実施。 

（４） 義援金の募集受付 

・ 新潟県と日本赤十字社新潟県支部において「新潟県中越地震災害義援金」（10月25日～
12月30日）の募集受付 
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参考資料―４ 
 
内閣府ＨＰにおける「内閣府防災担当災害緊急情報」の課題等について 

 
１．現在の課題（例）  
内閣府ＨＰの「内閣府防災担当災害緊急情報」（別添１参照）については、現

在、「現在の防災ボランティア関係情報」や内閣府作成の各災害の被害等に関す

るとりまとめ報、「関係省庁ホームページへのリンク」などの災害情報を掲載し

ているが、以下のような課題が挙げられるのではないか。 
 
○欲しい情報、必要な情報に到達（アクセス）しづらい。 
（課題例） 
・「災害緊急情報」から、内閣府で作成している各災害の被害等に関するとり

まとめ報に到達するのに２回ものクリックが必要。 
・「災害緊急情報」から各省庁へのリンクが張られているが、リンク先が各省

庁のトップページとなっている。 
 
○オンライン上の情報が整理されていない。 
（課題例） 
・「災害緊急情報」に過去の災害に関する情報が多数入っている。 

 
２．今後の検討事項 
 上記のような課題があることを踏まえ、今後、例えば以下のような事項につ

いて検討すべきではないか。 
 
（防災情報ポータルサイトの構築） 
災害時には、住民等からの多様なニーズに対してワンストップで情報を提供

し、確実な情報提供と情報入手にかかる労力軽減を実現することが重要である。 

このため、内閣府のＨＰを、平常時から広く国民が防災情報等に容易にアク

セスし、その活用が図れるよう、総合的な情報アクセスを可能とする防災情報

ポータルサイト（インターネット上に整理された総合情報窓口）とするため、

更なる改善を図るべきではないか。 

 

３．その他（政府インターネットテレビの活用） 

 大規模災害発生時における被災者、被災地を案ずる国民等の適切な行動を促

すため、国民等への呼びかけの一つの手段として、別添２のような政府のイン

ターネットテレビの活用が考えられるのではないか。
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①内閣府ホームページ

②防災情報のページ

③災害緊急情報
別添１
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別添２ 
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参考資料―５ 

 

過去の大規模災害における政府の情報提供活動に関する 

現地対策本部による支援事例 
 

１．阪神・淡路大震災における事例 

○臨時災害ＦＭ局の設置 

・活動のきっかけは、政府の現地災害対策本部から震災関連の情報を専門に放

送するＦＭ放送の実施について県に提案があり、２月２日、知事はＮＨＫ大

阪放送局長に放送協力を要請。そして１５日の放送開始だから、まさに災害

時以外には考えられないスピードだ。こうして兵庫県災害ＦＭ放送・復興通

信ＦＭ７９６フェニックスがスタートした。［山口一史「復興推進―情報発信・相談体制」『阪

神・淡路大震災復興10年総括検証・提言報告（2／9）』兵庫県・復興10年委員会（2005／3）,p338］ 

○パソコン通信を用いた情報提供 

・兵庫県と国の現地災害対策本部は、「兵庫県震災ネット」として、メーカー

等関係団体の協力のもと、避難所などにパソコンを提供し、行政情報を商用

パソコン通信ネットや草の根ネットの協力のもとで提供した。［『災害時における情

報通信のあり方に関する研究』兵庫県ニューメディア推進協議会（1995/5）,p28-29］ 

 

（参考）新潟県中越地震における臨時災害ＦＭ局の設置について 

 ・臨時災害ＦＭ局の開設は、市町村が申請者になるが、発災直後は、市町村はそこま

で気が回らない状況。（新潟県中越地震の際は、地元のコミュニティＦＭの代表者が

地元市に働きかけて市が申請者となり開設。）［長岡市コミュニティＦＭ会社での聞き取り］ 

 

 

２．有珠山噴火災害における事例 

○ヘリコプターの画像配信 

・有珠山噴火非常災害現地対策本部は 3 日、各避難所で自衛隊が上空から写し

た虻田、壮瞥両町の現在の街並みを収めたビデオを上映した。[『有珠山－平成噴火とそ

の記録－』室蘭民報社(2000/12),p.66] 

・避難した住民の方々に避難した自宅の状況などについて、4月 3日から自衛隊

によるヘリコプター映像をビデオ編集し避難所に配布し、避難地域の情報を上

映した。 

4 月 5 日からは 1日 3回、ISDN 回線を利用し全 27 カ所の避難所に自衛隊ヘリ

コプターの画像を配信することとなり、併せて従前と同様ビデオテープによる

配布も行われた。 
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ヘリ映像の提供は 6月 1日からは毎日 1回の生放送に変更され、7月 5日まで

続けられた。 

また、本庁及び各支庁においても、避難所以外に滞在している方や広く道民

の方々が見られるように映像を放映した。 

なお、このヘリテレ映像による情報提供は 7月 5 日まで行われた。[『2000 年有珠

山噴火災害・復興記録』北海道(2003/3),p.68] 

・有珠山噴火で、「わが家の姿を見たい」という避難住民の願いは強い。それを

噴火翌日の 1 日からかなえたのが陸上自衛隊の空撮ビデオ。避難所のテレビで

再生されるといつも人だかりができる。噴火口に近く、自宅に近寄れない洞爺

湖温泉街の住民にとって自宅の被災実態を知る貴重な情報源だ。陸上幕僚幹部

は「住民ニーズを考えて定期的に撮影するのは今回が初めてでは」と話し、災

害時の新しい情報提供の方法と注目されるメディアとなった。 

自衛隊は噴火翌日の今月（懇談会事務局注：平成 12 年４月のこと）1 日から午前、

昼すぎ、夕方の 1日 3回、ヘリコプターで火口周辺の撮影を始めた。 

「予知に役立てるのが基本任務」(北部方面総監部)だが、「建物の現状を知り

たい」という要望が相次ぎ、地元自治体や国土庁などと協議。夕方のフライト

で洞爺湖温泉のホテル街や周辺住宅地を集中的に写すようになった。 

映像は伊達市役所の対策本部に生中継、国土庁がビデオテープに録画して避

難所に届けている。伊達市内の避難所では 1日置きに放映されている。[『有珠山－

平成噴火とその記録－』室蘭民報社(2000/12),p.155] 

・ISDN 回線を用いた動画配信については、精密さに欠けることを危惧して、導

入に反対する声もあった。しかし、実際には、自衛隊の映像は、非常に鮮明で

あったため、避難所での放送にも十分耐えりものであった。その背後には、ヘ

リコプターの振動をできるだけカメラに伝えないように、指が痛くなるほど微

調整しながら撮影したという自衛隊員の苦労もあった。このヘリ映像提供は、6

月 1 日に毎日 1 回のライブ（生放送）と変更され、一時帰宅等が一巡し仮設住

宅の入居に伴なって避難所の住民が減少した 7月 5日の休止まで続けられた。[平

成 12 年（2000 年）有珠山噴火非常災害対策本部・現地対策本部対策活動の記録(2001/3),p.40] 

 

（参考）新潟中越地震における空撮映像の提供について 

・新潟中越地震の発災後の街の状況を車窓から撮影した番組が好評。空撮情報もある

といいが、地域のメディアには空からの映像を撮影する手段がない。［長岡市ＣＡＴＶ会

社での聞き取り］ 
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大規模災害発生時における情報提供のあり方に関する懇談会 

（第２回） 

議  事  次  第 

 

 
 日 時  平成19年３月14日（水）14：30～17：30 

 場 所  グランドアーク半蔵門 ３階 光の間 

 

１．開 会 

 

２．懇談テーマ（案） 

（１）大規模災害発生時の国の災害対策本部による情報提供のあり方について 

（２）その他 

 

３．閉 会 

 

○ 説明資料 

（資料１―１） 

・ 「緊対本部による国民への呼びかけ」として考えられる情報 

（資料１―２） 

・ 既往災害時等における政府からの国民等への呼びかけ事例 

（資料２－１） 

・ 災害発生時における情報提供項目と時系列整理（被害・対応関係） 

（資料２―２） 

・ 首都直下地震応急対策活動要領における主な広報事項等について 

（参考資料２－１） 

・ 都道府県の地域防災計画における主な広報事項等について（東京都の例） 

（参考資料２－２） 

・ 市町村等の地域防災計画における主な広報事項等について（東京都練馬区の例） 

（資料３） 

・ 特別非常災害時の中央合同庁舎第５号館における記者発表体制について 

（資料４） 

・ 「大規模災害発生時における情報提供のあり方に関する懇談会」（第１回）の主な

意見 

 

○ 配布資料 

 ・第１回懇談会配布資料 
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「緊対本部による国民への呼びかけ」として考えられる情報 

２時間後 
□（混乱防止のため） 
  国民の皆様には、この大災害に対し、冷静に対応して頂くとともに、緊急を要する、

人命救出、消火活動の実施についてご協力をお願いします（平成１８年９月１日総

合防災訓練時の総理大臣会見発言） 
□（混乱防止のため） 
 テレビ、ラジオや自治体の広報に注意し、関係機関の指示に従って、落ち着いて行

動して下さい（平成１８年９月１日総合防災訓練時の防災担当大臣会見発言） 
 
□（首都中枢機能の継続性確保のため） 
  国として重要なアナウンスを国内外に発信（首都直下地震の地震防災戦略より） 
□（帰宅困難者対策のため） 
  「むやみに移動を開始しない」という帰宅困難者に対する基本原則について国、地

方公共団体は積極的に広報する（首都直下地震応急対策活動要領より） 
□（交通規制が行われている場合） 
都道府県公安委員会が行う交通規制の状況 

□（被災者の安否確認について電話等のふくそうが予想されるため） 
災害伝言ダイヤル（１７１）及び災害用伝言板サービスの利用の案内 

□（混乱防止のため） 
市町村からの避難指示及び避難勧告の発令状況 

□（二次災害防止の観点から） 
被災地で荒天が予想される場合の気象警報・注意報等に基づく警戒の呼びかけ 

□（余震の発生状況によって） 
余震に対する警戒の呼びかけ 

□（大量の油の流出等があった場合） 
船舶、水産資源、公衆衛生等に重大な影響を及ぼすおそれのある事態の発生情報 

２４時間後 
□（首都中枢機能の継続性確保のため） 
  国として重要なアナウンスを国内外に発信（首都直下地震の地震防災戦略より） 
□（帰宅困難者対策のため） 
  「むやみに移動を開始しない」という帰宅困難者に対する基本原則について国、地

方公共団体は積極的に広報する（首都直下地震応急対策活動要領より） 
□（交通規制が行われている場合） 
都道府県公安委員会が行う交通規制の状況 

□（被災者の安否確認について電話等のふくそうが予想されるため） 
災害伝言ダイヤル（１７１）及び災害用伝言板サービスの利用の案内 

□（混乱防止のため） 
市町村からの避難指示及び避難勧告の発令状況 

□（被災地の混乱防止のため） 
被災地方公共団体等に対する義援物資を送ることを控えるよう国民に広報するとと

もに、義捐金の募集について関係機関と連携して広報を行う（首都直下地震応急対

策活動要領より） 

資料１―１ 



77 

□（二次災害防止の観点から） 
被災地で荒天が予想される場合の気象警報・注意報等に基づく警戒の呼びかけ 

□（余震の見通し把握により必要に応じて） 
   余震に対する警戒の呼びかけ 
□（応急・復旧活動への支援の観点から、） 
天気予報・気象情報（気温の高低や風の強弱など） 

□（大量の油の流出等があった場合） 
船舶、水産資源、公衆衛生等に重大な影響を及ぼすおそれのある事態の発生情報 

７２時間後 
□（首都中枢機能の継続性確保のため） 
  国として重要なアナウンスを国内外に発信（首都直下地震の地震防災戦略より） 
□（帰宅困難者対策のため） 
  「むやみに移動を開始しない」という帰宅困難者に対する基本原則について国、地

方公共団体は積極的に広報する（首都直下地震応急対策活動要領より） 
□（交通規制が行われている場合） 
都道府県公安委員会が行う交通規制の状況 

□（被災者の安否確認について電話等のふくそうが予想されるため） 
災害伝言ダイヤル（１７１）及び災害用伝言板サービスの利用の案内 

□（混乱防止のため） 
市町村からの避難指示及び避難勧告の発令状況 

□（被災地の混乱防止のため） 
被災地方公共団体等に対する義援物資を送ることを控えるよう国民に広報するとと

もに、義捐金の募集について関係機関と連携して広報を行う（首都直下地震応急対

策活動要領より） 
□（二次災害防止の観点から） 
被災地で荒天が予想される場合の気象警報・注意報等に基づく警戒の呼びかけ 

□（余震の見通し把握により必要に応じて） 
   余震に対する警戒の呼びかけ 
□（応急・復旧活動への支援の観点から、） 
天気予報・気象情報（気温の高低や風の強弱など） 

□（大量の油の流出等があった場合） 
船舶、水産資源、公衆衛生等に重大な影響を及ぼすおそれのある事態の発生情報 

※本資料は、第１回懇談会資料を事務局で加筆・修正したものである。 
 



78 

資料１－２ 

既往災害時等における政府からの国民等への呼びかけ事例 
 

平成１７年台風第１４号 

○平成１７年９月５日、内閣官房長官定例記者会見の主な内容 

今回の台風は、非常に大型で強いということでございます。政府としても対

応に万全を期することとしておりますが、被害の拡大を防ぐために国民の皆様

にも最新の気象情報の十分なチェック、そして避難勧告や、避難指示が発表さ

れた場合には、迅速な避難、危険な場所にいる場合や避難に時間がかかる場合

には早めの 自主的な避難等により安全の確保に向けて、ご協力をお願いいたし

ます。しばしば台風の時に死者が出るわけでございますが、多くの犠牲者が出

ることで、典型的な例がありますので、希望を申し上げたいと思うのですが、

①決して屋根に上らないでいただきたい。屋根に上って雨漏り等の修理をして

いて、転落をしてお亡くなりになる方というのが、非常に多いですね。それか

ら、②川や海を見に行くということで、ただ見に行く人もありますし、自分の

船、漁船等の状況が心配で見に行くと。そこで高波にさらわれるという方が非

常に多いわけです。それから、③田んぼとか水路を見に行くと。自分がいろい

ろ管理している関係とか、自分の水田がどうなっているかという事を見に行く

と、そして転落する、というようなことが非常に多いので、この３つは是非守

っていただきたいと思います。屋根に上らない。海や川を見に行かない。田ん

ぼや水路を見に行かないということは、是非、励行していただきたいと思って

おります。現段階でまだ今後のコースとか、雨量とか、風の具合等は分かりま

せんけれども、以上お願いを申し上げますとともに、政府の体制について申し

上げた次第でございます。 

 

平成１８年台風第１３号 

○平成１８年９月１７日、災害対策関係省庁連絡会議での防災担当大臣の主な

発言内容 

 台風第１３号は、強い勢力で本日夕方から夜にかけて九州地方に上陸するお

それがあります。政府としては、本日関係省庁連絡会議を開催するなど、総理

の指示のもと各省一丸となって万全の措置を講ずることとしておりますが、被

害の拡大を防ぐため、国民の皆様にも、①最新の気象情報の十分なチェック、

②避難準備情報、避難勧告や避難指示が発表された場合の迅速な避難、③危険

な場所にいる場合や、避難に時間がかかる場合には、早めの自主的な避難、な

どにより、安全の確保に向けてご協力をお願いいたします。 

 今回の台風では、風速３０メートルを越える猛烈な風に警戒が必要なほか、

高潮、大雨、洪水、土砂災害等に厳重な警戒が必要です。台風が近づいて警報

が発令されましたら、むやみな外出は控えてくださるようお願い申し上げます。 
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平成１８年９月１日総合防災訓練時の内閣官房長官会見要旨 

本日七時十五分頃、東京湾を震源とするマグニチュード七．三の地震が発生

しました。埼玉県南部、千葉県北西部、東京二十三区、神奈川県東部で震度六

強、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県などで震度六弱など首都圏の

広い範囲で非常に強い揺れとなっております。広い範囲で大規模な被害が発生

しているものと思われます。  

 既に、これまでの報告でも、多数の死傷者の発生や、ビル、家屋の倒壊、火

災の発生、ＪＲ線の脱線、京浜地区のコンビナートでの油流出といった重大な

被害が報告されております。被害は今後さらに拡大するものと予想されます。 

 政府におきましては、地震発生後直ちに官邸危機管理センターに官邸対策室

を設置するとともに、内閣総理大臣以下全閣僚と内閣危機管理監、関係省庁局

長等の緊急参集チームが官邸へ緊急参集し、総理の陣頭指揮の下、全力で対応

にあたっております。 

地震発生の第一報を受けて、直ちに、総理から、早急に被害状況の把握を行

うこと、被災者の救命・救助を第一に応急対策に全力を挙げること、関係省庁

連携し政府の総力を挙げて対応にあたることとの指示がなされております。 

既に、空からの情報収集のため、警察、消防、自衛隊、海上保安庁などのヘ

リコプターが離陸し活動を開始しております。また、各地の警察、消防、海上

保安庁の広域救援部隊に首都圏へ向け出発するよう指示しております。また、

自衛隊も災害派遣活動を開始しております。 

政府は総力を挙げ、全力で対策に取り組んで参ります。被災地域の皆様、全

国の皆様、落ち着いて行動してください。 

 

平成１８年９月１日総合防災訓練時の内閣総理大臣会見要旨 

本日七時十五分頃発生した地震により、既に多数の死傷者や建物倒壊、火災

などが報告されておりますが、さらに、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県な

どの広い範囲で非常に大規模な被害が発生しているものと思われます。 

 政府におきましては、地震発生後直ちに官邸危機管理センターに官邸対策室

を設置するとともに各閣僚が緊急参集し、初動対応にあたっております。 

 また、閣僚協議を行い、 

一．被害状況等事態の把握を速やかに行うこと。 

二．被災者の救出・救助活動、消火活動に全力を尽くすこと。 

三．首都中枢機能の継続性確保に全力を尽くすこと。 

四．自衛隊、警察、消防、海上保安庁の広域救援部隊を最大限派遣するこ

と。 

五．自衛隊航空機等を活用した重傷者の広域医療搬送等を関係機関連携し

て全国的に展開すること。 
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六．緊急物資の確保、緊急輸送を的確に行うこと。 

七．都県など自治体と緊密に連携すること。 

八．政府一体となって総力を挙げて災害応急対策に取り組むこと。 

この八項目を基本方針として、対処に万全を期すこととしました。 

  この地震による被害が極めて甚大であることから、政府は、本日八時二十分

に私を本部長とする緊急災害対策本部を設置し、全力で災害応急対策に取り組

んで参ります。 

  国民の皆様には、この大災害に対し、冷静に対応していただくとともに、緊

急を要する人命救出・消火活動の実施についてご協力をお願いします。 

 

平成１８年９月１日総合防災訓練時の防災担当大臣会見要旨 

第一回東京湾北部地震緊急災害対策本部会議の概要を申し上げます。 

本日午前七時十五分頃に発生した地震により、東京都、埼玉県、千葉県、神

奈川県などの広い範囲で非常に大規模な被害が発生しております。四都県にお

いて現在判明している被害状況につきましては、人的被害は、死者四百二十五

名、負傷者二千七百名、建物被害は、全壊六百五十二棟、半壊二千五百二十一

棟、延焼中の火災は、埼玉県八十五件、千葉県百五十件、東京都五百件、神奈

川県百三十五件と報告されております。鉄道では、ＪＲ京浜東北線及び京浜急

行本線で列車脱線の情報が入っており、現在、負傷者の有無等、被害状況につ

いて確認を行っております。また、川崎市の石油コンビナートにおいて油が流

出していると報告されております。 

政府といたしましては、内閣総理大臣を本部長とする東京湾北部地震緊急災

害対策本部を設置して、以下の基本方針に基づき被災者の救出・救助をはじめ

とする災害応急対策に総力を挙げて取り組むことといたしております。 

一．人命の救助を第一に、被災者の救出・救助活動に全力を尽くす。 この

ため、 

 ①自衛隊、警察広域緊急援助隊、緊急消防援助隊、海上保安庁の部隊を

最大限派遣する。 

 ②重傷者を被災地外へ搬送する広域医療搬送のため、自衛隊の航空機を

確保するとともに、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を中心とした全国

の医師、看護師等を確保し、すみやかに派遣する。 

  ③二四時間体制で、自衛隊航空機を使用した重傷者の広域医療搬送を行

い、被災地外においても災害拠点病院、救命救急センターを中心に、重

傷者の受け入れを実施する。 

 ④救助活動等の応急対策を適切に進めるため、関係機関の協力を得て、

自衛隊が中心となり、東京都区部等の被災地上空の航空運用調整を行う。 
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  二．火災の早期消火を図る。このため、全国から緊急消防援助隊を派遣し、

被災地の消防組織による消火活動の支援を行う。 

  三．首都中枢機能の継続性確保のため、首都中枢機関の施設、設備の優先的

な復旧等、必要な支援を行う。 

  四．応急対応に必要な人員、物資等の緊急輸送ルートを確保するため、応急

復旧等により高速道路や幹線道路等の通行及び鉄道の運行の確保に全力を

挙げる。 

  五．応急に必要な医療物資や食糧、飲料水、毛布等の供給を確保する。 

  六．被災地の住民の生活の安全を確保するため、電気、ガス、水道、電話等

のライフラインの復旧に全力を挙げる。 

  七．航空機や固定カメラの映像も活用して迅速に情報収集を行う。 

  八．防災関係機関の情報の共有を図って、被災地域のニーズを的確に把握し、

関係機関との緊密な連携のもと、適時に的確な措置を講じる。 

  九．大量発生が見込まれる避難者に対しては、都県等自治体と連携して適切

な対応を行う。また、帰宅困難者の発生等については、状況を継続して監

視し、適切な対応を行う。 

  十．応急対策を適切に実施するため、都県等と緊密に連携する。このため、

東京都に政府現地対策本部を設置するとともに、関係県に連絡要員を派遣

する。 

  十一．金融市場をはじめとする各種経済活動に関する措置、行政機関の処分

等に関する特例措置等については、状況に応じ必要な時点で適切な措置を

とる。 

  十二．被災地の住民をはじめ、国民に対して正確な情報を的確に提供する。 

 政府といたしましては、被災者の救出・救助に万全を挙げて取り組むととも

に、我が国の国民生活及び経済に重大な影響を生じさせないよう万全の措置を

講ずることとしております。 

 今後とも、正確な情報を的確に提供することとしておりますので、国民の皆

様におかれましては、テレビ、ラジオや自治体の広報に注意し、関係機関の指

示に従って落ち着いて行動してください。 

 

平成１６年９月１日総合防災訓練時の内閣総理大臣会見要旨 

本日午前八時十五分、気象庁長官から、「東海地域の地殻観測データに異常が

発見され、二、三日以内に駿河湾及びその南方沖を震源域とする大規模な地震

が発生するおそれがある」との報告を受けました。このため、政府をあげて地

震防災応急対策を緊急に実施する必要があると判断したので、大規模地震対策

特別措置法に基づき、地震災害に関する警戒宣言を発します。 
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 この東海地震が発生すると、静岡県、山梨県では震度七となるところがあり、

静岡県全域および山梨県、愛知県、神奈川県、長野県、岐阜県の一部という広

い地域で震度六弱以上の強い揺れになると予想されます。また、太平洋沿岸と

伊豆諸島の広い地域で三メートル以上、高いところでは十メートル以上という

大きな津波の来襲が予想され、東海地方を中心とした広範囲で甚大な被害が予

想されます。 

政府といたしましては、直ちに私を本部長とする東海地震災害警戒本部を設

置し、自衛隊、警察、消防、海上保安庁の救出救助部隊を派遣するとともに、

医療班の派遣準備を実施するなど、被害を局限化し、国民の安全を確保するた

めの地震防災応急対策に全力で取り組みます。 

国民の皆様、特に地震防災対策強化地域内の皆様は、警戒態勢を執り、関係

機関の指示に従って落ち着いて行動してください。地震が発生した場合に、建

物の倒壊、津波や、がけ崩れなどの危険がある地域では、自治体の指示に従っ

て避難してください。また、強化地域内への旅行や電話は差し控えてください。 

強化地域内の公的機関並びに地震防災応急計画を作成している施設管理者及

び事業者は、それぞれの地震防災計画にのっとり地震防災応急対策を実施して

ください。 

今後も国民の皆様に必要な情報を提供していきますので、テレビ、ラジオや

自治体の広報には十分注意してください。 
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正確かつ迅速な情報

●● ●●●

流言・飛語、パニック等の発生を未然に防止し、被災地の住民
等が適切な判断と行動ができるようにするためには、正確な情
報を速やかに公表するとともに、適切な広報を繰り返し行うこと
が極めて重要である。したがって、緊急災害対策本部、現地対
策本部、指定行政機関、指定公共機関、及び関係都県は相互
に連絡を密にし、住民等の安全確保と民心の安定に資する正
確かつ迅速な情報の公表及び適時適切な広報を行う。

第１章　政府の活動方針について
第３　情報共有体制の確立
　１　情報・広報活動の基本方針
(3) 正確かつ迅速な情報の公表、適切な広報の実施

緊急災害対策本部の広報活動

●

社会的混乱を防止し、被災地の住民等の適切な判断と行動を
助け、住民等の安全を確保するためには、情報の公表、伝達と
ともに適時適切な広報を行うことが重要である。
関係機関は、以下により適時適切な広報活動に努める。
(1) 緊急災害対策本部の広報活動
ア　緊急災害対策本部は、おおむね次の事項について広報を
行う。
(ｱ) 本部会議において決定した事項
(ｲ) 各機関の災害応急対策の実施状況についてとりまとめた事
項
(ｳ) 国民に理解と協力を求める必要のある事項
(ｴ) その他本部の活動に関する事項
イ　アの広報は、国内外の放送機関、新聞社等の報道機関の
協力を得て行う。
特に必要があると認める場合には、関係する指定行政機関又
は地方公共団体の協力の下に、防災行政無線網の利用、イン
ターネット、掲示板、広報車による広報等の措置をとる。

第１章　政府の活動方針について
第３　情報共有体制の確立
５　広報活動

広報主体

首都直下地震応急対策活動要領における主な広報事項等について

広報事項

※首都直下地震応急対策活動要領（平成１８年４月中央防災会議決定）に基づき、事務局の責任で作成

資料２－２
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指定行政機関等及び関係都県の広報活動

● ●

指定行政機関等及び関係都県は、防災基本計画、防災業務計
画、地域防災計画等に基づき、自らの所掌に係る事項の広報
を行う。

第１章　政府の活動方針について
第３　情報共有体制の確立
５　広報活動
(2) 指定行政機関等及び関係都県の広報活動

現地対策本部の広報活動

●

(2) 現地対策本部が設置された場合の広報活動
ア　現地対策本部は、おおむね次の事項について広報を行う。
(ｱ) 現地対策本部において決定した事項
(ｲ) 各機関の地震防災応急対策、災害応急対策の実施状況に
ついてとりまとめた事項
(ｳ) 地域住民に理解と協力を求める必要のある事項
(ｴ) その他現地対策本部の活動に関する事項
イ　広報の方法については、緊急災害対策本部の活動に準じ
て行う。

第１章　政府の活動方針について
第３　情報共有体制の確立
６　現地対策本部が設置された場合の情報共有・広報体制

サイレントタイムの設定

● ●

　関係都県は、救助・救急活動の円滑な実施のため必要があ
ると判断した場合は、関係機関と調整の上、行方不明者の捜
索・救助を容易にするため、航空機、重機等による騒音の発生
を禁止するサイレントタイムの設定を行うものとする。現地対策
本部は関係都県に必要な助言を行うほか、関係機関との調整
及び周知を行う。この際、地域住民や報道機関等の協力が不
可欠なことから、協力を広く要請するものとする。

第４章　救助・救急・医療活動及び消火活動
第２　救助・救急活動
４　サイレントタイムの設定

道路交通規制

●

(ｴ) 都県警察は、交通規制が実施されたときは、直ちに住民等
に周知徹底を図る。

第５章　緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動
第２　交通の確保対策
２　交通の確保体制
(2) 輸送施設別の確保体制
イ　道路交通規制

広報主体

広報事項
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生活関連の物資・サービスの需給、価格動向等

●

国は、生活関連の物資・サービスの需給、価格動向等について
情報提供するとともに、関係事業者団体等の協力を得て、物資
等の安定供給や物価の安定のために必要な措置をとる。

第６章　食料、飲料水及び生活必需品等の調達、供給及び物価安定に関する活動
第４　被災地における物資等の安定供給及び物価の安定のための方策

生活関連の物資・サービスの需給、価格動向等

●

(2) 内閣府は、物資等の需給・価格動向等に関する情報の収
集・提供を行うとともに、相談窓口を充実・強化する。

第６章　食料、飲料水及び生活必需品等の調達、供給及び物価安定に関する活動
第４　被災地における物資等の安定供給及び物価の安定のための方策

消費者相談窓口の設置

●

(3) 農林水産省は、食料等の円滑な供給の確保及び価格の安
定を図るため、関係業界団体等に対す
る安定出荷等の協力要請、輸送手段の確保、小売店に対する
巡回点検、消費者相談窓口の設置等の所要の措置を講じる。

第６章　食料、飲料水及び生活必需品等の調達、供給及び物価安定に関する活動
第４　被災地における物資等の安定供給及び物価の安定のための方策

義援物資の送付を控える、義援金の募集

●

首都直下地震が発生した場合、その被害の甚大性から、義援
物資の申し入れが多数寄せられるこ
とが予想される。
(1) 緊急災害対策本部は、発災当初は被災地が混乱している
ため、被災地方公共団体等に対する義援物資を送ることを控え
るよう国民に広報するとともに、義援金の募集について関係機
関と連携して広報を行う。
なお、被災地方公共団体が受入れを希望する場合は、品目、
量、時期等を明確にした上で、義援物資の依頼を行うものとす
る。

第６章　食料、飲料水及び生活必需品等の調達、供給及び物価安定に関する活動
第５　義援物資等の受入れ

生活の安全に関する情報

● ●

応急収容等による生活環境の激変に伴い、被災者は心理的な
不安に陥りやすい状態にあるため、
被災地においては社会的な混乱が発生するおそれがある。
被災地及びその周辺においては、警察が独自に、又は自主防
犯組織等と連携し、パトロールや生活の安全に関する情報の提
供等により、速やかな安全確保に努めるものとするが、国は、こ
れに必要な支援を行う。

第７章　応急収容活動及び帰宅困難者対策
第４　社会的混乱の防止

広報主体

広報事項
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帰宅困難者に対する基本原則

● ●

首都直下地震が発生した場合、自力で帰宅することが困難な
通勤、通学者、出張者、買物客、旅行者等が大量に生ずること
が想定され、国、地方公共団体は、このような帰宅困難者の収
容についても、考慮する必要がある。その際、帰宅困難者が一
斉に帰宅行動をとった場合には、鉄道駅周辺や路上に膨大な
滞留者が発生することが想定される。このため、「むやみに移
動を開始しない」という帰宅困難者に対する基本原則について
国、地方公共団体は積極的に広報するとともに、企業や学校の
協力により、従業員や児童・生徒等の一時的な収容を行い、帰
宅行動者の軽減を図る。企業や学校における一時収容に不可
欠な家族の安否確認の方法を含め、帰宅行動者の軽減に関す
る具体的な方策については別途検討する。
また、帰宅困難者に対する対応は、応急収容活動に限られるも
のでなく、情報・広報活動や徒歩帰宅支援等、多岐にわたると
ともに、被害状況によっては、関係都県だけの対応だけでは不
十分になることが想定されることから、周辺市町村の協力ある
いはコンビニエンスストア、ホテル等民間企業の協力も含め、特
段の配慮が必要である。

第７章　応急収容活動及び帰宅困難者対策
第５　帰宅困難者の収容等
１　帰宅困難者対策の基本方針

鉄道の運行状況、安否確認システム等

●

現地対策本部は、関係都県と連携をとりつつ、帰宅困難者に対
し、鉄道等の運行状況及び運行再開の見込み、災害用伝言ダ
イヤル（１７１）や災害用伝言板サービス等の災害時の安否確
認のためのシステムの活用、政府及び関係都県の対応方針等
について広く広報を行う。
上記の広報にあたっては、地元市町村、鉄道事業者や地元の
報道機関等と連携し、帰宅困難者に適切に情報が届くよう措置
するものとする。

第７章　応急収容活動及び帰宅困難者対策
第５　帰宅困難者の収容等
２　帰宅困難者対策のための応急活動
(1) 鉄道の運行状況、安否確認システム等についての適切な情報提供

ライフラインの復旧状況や今後の予定等

●

(1) 当該区域のライフライン施設の被害状況、機能阻害の状
況、復旧見通し等情報の把握に努める。また、ライフライン事業
者と連携しつつ、地域住民に対し、ライフラインの復旧状況や今
後の予定等を広報するものとする。

第８章　ライフライン施設の応急対策活動
第３　ライフライン施設の応急対策活動
３　関係都県

広報主体

広報事項
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迅速な注意喚起

●

二次災害の発生を未然に防ぐために施設等の点検および応急
措置、住民の避難誘導等を速やかに行うとともに、具体の対策
が講じられるまでの間についても十分な注意喚起に努める。

第１０章　二次災害の防止活動
第１　二次災害防止活動の基本方針
(1) 迅速な注意喚起、点検、応急措置、避難誘導の実施

二次災害の原因となる余震、降雨等

●

二次災害の原因となる余震、降雨等について速やかに情報を
収集、伝達するとともに、その危険性について十分に周知す
る。

第１０章　二次災害の防止活動
第１　二次災害防止活動の基本方針
(2) 余震、降雨等の情報の的確な把握、伝達

二次災害の危険性とその対策

●

老朽施設等危険な施設、崖等の危険個所等の把握、対策要
員、資機材等の確保について、あらかじめ地方公共団体および
関係団体と申し合わせるとともに、平常時から二次災害の危険
性とその対策について住民に周知することにより、自発的な二
次災害防止活動を促進する。

第１０章　二次災害の防止活動
第１　二次災害防止活動の基本方針
(3) 事前の対策準備

二次災害の危険度及び発生状況等

●

二次災害の危険度及び発生状況等に関する情報を速やかに
把握、伝達するとともに、被災地に対する二次災害への注意喚
起に努める。また、対策要員、資機材等の確保、輸送等の要請
があった場合には、各機関に対し必要な措置を要請する。

第１０章　二次災害の防止活動
第２　二次災害防止活動の役割分担
(1) 国の役割
ア　現地対策本部

広報主体

広報事項
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余震、降雨等に関する情報

●

余震、降雨等に関する情報を速やかに提供するとともに、大雨
に関する警報基準の弾力的運用等を行う。

第１０章　二次災害の防止活動
第２　二次災害防止活動の役割分担
(1) 国の役割
イ　気象庁

二次災害の危険性および発生状況等

●

ア　都県警察等による二次災害危険地域の調査等により、当
該区域の二次災害の危険性および発生状況等に関する情報を
把握・提供するとともに、地域住民等への注意喚起を行う。

第１０章　二次災害の防止活動
第２　二次災害防止活動の役割分担
(2) 被災地方公共団体の役割

二次災害の被害発生を予防するための措置

二次災害防止活動の実施者はあらかじめ所管する施設等の内
で二次災害の危険性を想定して実践的な点検計画等を作成し
ておくとともに、点検実施までの間の被害発生を予防するため
の措置を関係機関および地域住民等に周知しておく。

第１０章　二次災害の防止活動
第３　二次災害防止活動
１　事前の活動準備

避難や災害発生の兆候の通報等の対処方法

地域住民等に対する広報活動を実施して二次災害に関する注
意を喚起するとともに、避難や災害発生の兆候の通報等の対
処方法について周知確認をする。

第１０章　二次災害の防止活動
第３　二次災害防止活動
２　情報の伝達公開

被災宅地危険度判定の結果

(4) 被災宅地危険度判定で危険性の認められた宅地について
は、宅地所有者や近隣の住民に判定結果を明確に示し周知す
るとともに、被害防止のための措置を徹底する。

第１０章　二次災害の防止活動
第３　二次災害防止活動
４　応急対策の実施

広報主体

広報事項

二次災害防止活動の実施者

（河川管理者、道路管理者、急傾斜地保全
施設・地すべり防止施設管理者、治山施設
管理者、港湾管理者、漁港管理者、海岸保
全施設等管理者、学校等公共施設管理
者、被災地方公共団体、石油コンビナート
等の危険物施設及び火災原因となるおそ
れのある薬品を管理する施設等の管理者
等）

 



89 

国

緊
急
災
害
対
策
本
部

現
地
対
策
本
部

各
省
庁

内
閣
府

農
林
水
産
省

気
象
庁

環
境
省

厚
生
労
働
省

消
防
庁

警
察

指
定
行
政
機
関

指
定
公
共
機
関

関
係
都
県

地
方
公
共
団
体

危険な施設等への立入りの際の注意事項等

● ●

施設等所管各省庁および地方公共団体は、二次災害対策の
円滑な実施を図るために、老朽施設等危険な施設等への立入
りの際の注意事項等の内容を地域住民等に事前に周知徹底
する。

第１０章　二次災害の防止活動
第４　二次災害防止活動に当たっての配慮事項
２　住民等に対する二次災害対策の事前の周知

ボランティアに関する情報

●

災害発生後速やかに、現地ボランティアセンターのボランティア
受付、ニーズ把握等の活動を支援するため、情報の収集伝達
（広報等を含む。）、ボランティアの派遣、ボランティア団体相互
や関係都県との連絡・調整を行う広域ボランティアセンターが設
置されるよう、場所の確保等の調整を行う。

第１１章　自発的支援の受入れ
第２　ボランティアの受入れ
１　ボランティアの受入れに関する役割分担
(1) 国の役割
ア　緊急災害対策本部

ボランティア活動に関する健康管理上の注意喚起

●

ボランティア活動に関する健康管理上の注意喚起を行う。

第１１章　自発的支援の受入れ
第２　ボランティアの受入れ
１　ボランティアの受入れに関する役割分担
(1) 国の役割
ウ　環境省

ボランティア活動に関する健康管理上の注意喚起

●

被災地及び被災地周辺の社会福祉協議会・日本赤十字社等に
対し、救援本部等の設置、被災者のニーズ把握、ボランティア
の登録、派遣等のコーディネート等を要請する。また、ボラン
ティア活動に関する健康管理上の注意喚起を行う。

第１１章　自発的支援の受入れ
第２　ボランティアの受入れ
１　ボランティアの受入れに関する役割分担
(1) 国の役割
オ　厚生労働省

広報主体

広報事項
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ボランティア活動に係る情報

●

被災地方公共団体等からのボランティア活動に係る情報の収
集・広報を行うほか、非被災道府県に対し支援依頼を行う。
地方公共団体のボランティアの受入れ及び派遣が円滑に行わ
れるよう、ボランティア・コーディネーター支援システムの活用助
言など、必要な支援を行う。

第１１章　自発的支援の受入れ
第２　ボランティアの受入れ
１　ボランティアの受入れに関する役割分担
(1) 国の役割
ク　消防庁

ボランティアへの被災状況の提供等

●

救援ボランティアへの活動支援、被災状況の提供等を行う。

第１１章　自発的支援の受入れ
第２　ボランティアの受入れ
１　ボランティアの受入れに関する役割分担
(2)地方公共団体の役割
イ　非被災地方公共団体の役割

交通ネットワークの復旧の見込み等

●

(3) 交通ネットワークの復旧の見込み等について、各機関と連
携をとりつつ、広く広報を行う。

第１２章　交通ネットワークの復旧
第２　交通ネットワーク復旧に係る応急対策活動
１　現地対策本部

広報主体

広報事項
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一般的な災害原因に関する情報、津波予警報

●

２ 一般的な災害原因に関する情報の通報
地象等災害原因に関する重要な情報について、都又は関係機関から通報を受けたと
き、又は自ら知ったときは、直ちに区域内の公共的団体その他重要な施設の管理
者、住民の自発的な防災組織等及び一般住民等に周知する措置をとる。
３ 津波の予警報の伝達
区市町村は、津波の注意報及び警報について、都、警察署又はＮＴＴからの通報を受
けたとき、又は自らその発表を知ったときは、直ちに管内の公共的団体その他重要な
施設の管理者、住民の自発的な防災組織等に伝達するとともに、警察機関、消防機
関、都知事本部等の協力を得て、住民に周知する。

第３部応急対策
第２章 情報の収集・伝達
第２節 災害予警報の発表・伝達
区市町村

津波、水防に関する通報

●

１ 津波等の通報及び伝達
都からの通報に基づき、地震による津波等が発生するおそれがあるときは、直ちに消
防署等に一斉通報し、各消防署等は、都民に周知する。
２ 水防に関する通報及び伝達
地震に起因する水防に関する情報を各消防署等から収集し、これを都総務局及びそ
の他の関係機関に通報するとともに、都民に周知する。

第３部応急対策
第２章 情報の収集・伝達
第２節 災害予警報の発表・伝達
東京消防庁

都道府県の地域防災計画における主な広報事項等について（東京都の例）

広報主体

広報事項

※東京都地域防災計画（平成15年修正）に基づき、事務局の責任で作成

参考資料２－１
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津波情報、地震情報等

●

１ 津波予報、地震情報等の種類
気象庁が必要と認めたとき発表する津波予報及び地震情報等の種類は、次のとおり
である。
(1) 津波予報（津波注意報、津波警報）
(2) 地震及び津波に関する情報（震源速報、震源・震度に関する情報、津波観測に関
する情報、各地の震度に関する情報）
２ 津波予報、地震情報等の通知
(1) 津波予報を行った場合、気象資料自動編集中継装置、防災情報提供装置（以下
「提供装置」という）及び緊急情報衛星同報装置により、関東管区警察局、第三管区
海上保安本部、ＮＴＴ東日本及び西日本、日本放送協会、都に通知する。このほか、
緊急警報信号の放送（通称緊急警報放送システム：ＥＷＳ）により津波警報の放送を
行う放送局に対し通知することとなっている。
(2) 地震及び津波に関する情報を発表した場合は、提供装置により、都、関係警察機
関、報道機関等に伝達する。

第３部応急対策
第２章 情報の収集・伝達
第２節 災害予警報の発表・伝達
気象庁
（東京管区気象台）

都の広報活動

●

１ 広報内容
(1) 震災発生直後に行う広報
ア 地震の規模・津波・気象の状況
イ 混乱防止の呼びかけ
ウ 電気・ガス・石油ストーブ等による火災予防の注意
エ 避難及び避難時の方法等
オ 道路状況と交通規制、交通機関の運行状況
カ 学校等の措置状況
キ 都及び区市町村の体制・措置状況
(2) 被災者に対する広報
ア 被害情報
イ 避難所開設状況
ウ 食料・生活物資等の供給状況
エ 医療機関の診療状況
オ 電気・ガス・水道・電話等ライフラインの被害及び復旧状況
カ 道路状況と交通規制、交通機関の被害及び復旧状況
キ 防疫・保健衛生措置状況
ク 学校の休校・再開等の措置状況
ケ 都及び区市町村の措置状況

第３部応急対策
第２章 情報の収集・伝達
第４節 広報及び広聴活動
１ 広報活動
(1) 都の広報活動

広報主体

広報事項
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警視庁の広報内容

●

１ 広報内容
(1) 余震、津波等気象庁の情報
(2) 地域の被害情報及び見通し
(3) ライフライン等の被害状況及び復旧見通し
(4) 主要道路・高速道路・橋等の被害状況及び復旧見通し
(5) 被災地域・避難場所等に対する警戒状況等

第３部応急対策
第２章 情報の収集・伝達
第４節 広報及び広聴活動
１ 広報活動
(1) 都の広報活動

東京消防庁の広報内容

●

１ 広報内容
(1) 出火防止、初期消火、救出救護及び災害時要援護者（高齢者・身体障害者等）へ
の支援の呼びかけ
(2) 火災及び水災に関する情報
(3) 避難勧告又は避難命令等に関する情報
(4) 人心安定を図るための情報
(5) 救急告示医療機関等の診療情報
(6) その他都民が必要としている情報

第３部応急対策
第２章 情報の収集・伝達
第４節 広報及び広聴活動
１ 広報活動
(1) 都の広報活動

広報主体

広報事項

 



94 

都

区
市
町
村

東
京
消
防
庁

警
視
庁

気
象
庁

指
定
行
政
機
関

指
定
公
共
機
関
等

そ
の
他

都水道局の広報内容

●

１ 広報内容
(1) 地震発生直後の広報
ア 水道施設の稼働状況
イ 浄水場及び給水所における飲料水 M22確保状況
ウ 応急対策の基本方針
エ その他住民への協力要請等
(2) 応急対策開始後の広報
ア 水道施設の被害概要及びおおよその復旧見込み
イ 復旧作業の実施方針
ウ 応急給水の実施方針及び給水拠点の周知方法
エ 住民の注意すべき事項及び協力要請
(3) 応急対策の進ちょくに伴う広報
ア 水道施設の被害詳報及び復旧見込み
イ 前日までの作業状況及び新たに給水可能になった地域
ウ 当日の復旧活動の概要
エ 水質についての注意
オ 住民への協力要請

第３部応急対策
第２章 情報の収集・伝達
第４節 広報及び広聴活動
１ 広報活動
(1) 都の広報活動

郵政公社東京支社の広報内容

●

１ 広報内容
(1) 被災者に対する郵便葉書等の無償交付
(2) 被災者が差し出す郵便物の料金免除
(3) 被災地あて救助用郵便物の料金免除
(4) 被災者救援のための寄附金送金用郵便振替の料金免除
(5) 為替貯金業務の非常取扱い
(6) 災害ボランティア口座の開設
(7) 簡易保険業務の非常取扱い

第３部応急対策
第２章 情報の収集・伝達
第４節 広報及び広聴活動
１ 広報活動
(2) その他の機関の広報活動

東京電力の広報内容

●

１ 広報内容
(1) 地震発生時における電気による二次災害等を防止するための方法や避難時の電
気安全に関する心構え等についての情報

第３部応急対策
第２章 情報の収集・伝達
第４節 広報及び広聴活動
１ 広報活動
(2) その他の機関の広報活動

広報主体

広報事項
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Ｎ Ｔ Ｔ 東日本の広報内容

●

１ 災害の発生が予想される場合又は発生した場合に、通信のそ通及び利用制限の
措置状況および被災した電気通信設備等の応急復旧状況等の広報を行い、通信の
そ通ができないことによる社会不安の解消に努める。

第３部応急対策
第２章 情報の収集・伝達
第４節 広報及び広聴活動
１ 広報活動
(2) その他の機関の広報活動

ＮＴＴコミュニケーションズの広報内容

●

１ 災害の発生が予想される場合又は発生した場合に、通信のそ通及び利用制限の
措置状況および被災した電気通信設備等の応急復旧状況等の広報を行い、通信の
そ通ができないことによる社会不安の解消に努める。

第３部応急対策
第２章 情報の収集・伝達
第４節 広報及び広聴活動
１ 広報活動
(2) その他の機関の広報活動

ＮＴＴドコモの広報内容

●

１ 災害の発生が予想される場合又は発生した場合に、通信の疎通及び利用制限の
措置状況および被災した電気通信設備等の応急復旧状況等の広報を行い、通信の
疎通ができないことによる社会不安の解消に努める。

第３部応急対策
第２章 情報の収集・伝達
第４節 広報及び広聴活動
１ 広報活動
(2) その他の機関の広報活動

東京ガスの広報内容

●

１ 広報内容
被害地区におけるガス機器の使用上の注意事項、ガス供給状況、供給停止地区の
復旧の見通し

第３部応急対策
第２章 情報の収集・伝達
第４節 広報及び広聴活動
１ 広報活動
(2) その他の機関の広報活動

広報主体

広報事項
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Ｊ Ｒ 東日本の広報内容

●

１ 広報内容
(1) 駅における広報案内
災害の規模、被害範囲、駅周辺や沿線の被害状況、列車の不通線区や開通見込み
等を掲示
や放送等により行う。
(2) 乗務員の広報案内
乗務員は、輸送指令から災害の規模、被害状況、運転再開の見通し等の指示を受
け、放送
等により案内を行う。

第３部応急対策
第２章 情報の収集・伝達
第４節 広報及び広聴活動
１ 広報活動
(2) その他の機関の広報活動

日本道路公団の広報内容

●

１ 広報内容
 応急対策の措置状況、交通規制状況、避難方法等

第３部応急対策
第２章 情報の収集・伝達
第４節 広報及び広聴活動
１ 広報活動
(2) その他の機関の広報活動

首都高速道路公団の広報内容

●

１ 広報内容
応急対策の措置状況、交通規制状況、避難方法等

第３部応急対策
第２章 情報の収集・伝達
第４節 広報及び広聴活動
１ 広報活動
(2) その他の機関の広報活動

日本銀行の広報内容

●

１ 広報内容
金融機関の営業開始、休日臨時営業、預貯金の便宜払戻措置及び損傷日本銀行
券、貨幣の引換え措置等

第３部応急対策
第２章 情報の収集・伝達
第４節 広報及び広聴活動
１ 広報活動
(2) その他の機関の広報活動

広報主体

広報事項
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Ｋ Ｄ Ｄ Ｉの広報内容

●

１ 広報内容
通信の被害、疎通状況及び協力要請等

第３部応急対策
第２章 情報の収集・伝達
第４節 広報及び広聴活動
１ 広報活動
(2) その他の機関の広報活動

ライフラインの被災、復旧などの情報

●

大規模災害時にライフラインの被災、復旧などの情報を被災者に対し迅速かつ的確
に提供するため、在京ラジオ、ＦＭ７社が連携し、ライフライン５社と恒久的ネットワー
クを構築しており、災害時は、放送７社の全電波に直接ライフラインから被災、復旧な
どの情報を放送する。

第３部応急対策
第２章 情報の収集・伝達
第４節 広報及び広聴活動
１ 広報活動
(3) ラジオ・ライフラインネットワーク

災害関連の番組編成

●

３ 災害関連番組の編成
災害時又は災害の発生が予想される場合には、必要な施設、資機材、人員等を確保
し、状況に応じ次の
とおり災害関連番組を編成する。
(1) 災害関係の警報・情報・注意報
(2) 災害関係のニュース及び告知事項
(3) 防災、災害対策のための解説・キャンペーン番組
(4) 電気・ガス・水道等のライフラインや避難所・交通情報などの生活情報放送。な
お、大地震発生
時における告知放送は「地震告知放送文」によ る。
(5) 大規模地震や大災害発生時には、本部大規模安否情報放送を実施

第３部応急対策
第２章 情報の収集・伝達
第５節　災害時の放送要請、報道要請
日本放送協会

広報主体

広報事項
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東京放送における放送順序と内容

●

２ 放送順序と内容
社内の規定に従い、まず可及的速やかにスーパー速報を行う。その後、必要に応じ
て特別番組を開始する。
特別番組では、警報の周知、二次災害防止、災害情報のほか、交通、ライフライン情
報に重点を置き、パニック防止と、被災地及び周辺の人心の安定に努める。

第３部応急対策
第２章 情報の収集・伝達
第５節　災害時の放送要請、報道要請
東京放送

文化放送における応報内容

●

１ 放送内容
(1) 東京都知事との間に締結した「災害時における放送要請に関する協定」に基づく
事項
(2) 災害報道等の緊急情報
(3) 避難誘導、交通機関の状況
(4) 被害の程度を考慮しての生活安否情報等に重点を置き、人心の安定に努める。

第３部応急対策
第２章 情報の収集・伝達
第５節　災害時の放送要請、報道要請
文化放送

ニッポン放送における放送内容

●

災害特別放送の内容は、被害を最小限に止めるための“救命報道”に努めるととも
に、安否情報や生活情報などの“安心報道”にウェートを置くが、おおむね次のような
放送となる。
１ 総務大臣の緊急通信命令に基づく事項
２ 東京都知事との間に締結した「災害時における
放送要請に関する協定」に基づく事項
３ 地震規模、余震、津波情報
４ 注意事項など人心安定への呼びかけ
５ 社員・家族レポーター、タクシー防災レポーター、理容防災ネットワークからの初期
情報
６ 安否情報
７ 生活情報
８ 交通機関の状況
９ 応急復旧・救援対策状況
10 危険、避難情報
11 被害状況

第３部応急対策
第２章 情報の収集・伝達
第５節　災害時の放送要請、報道要請
ニッポン放送

広報主体

広報事項
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インターエフエムにおける放送内容

●

１ 災害に関する警報等の周知
災害基本法に基づく放送要請が関係所管官庁からあった場合、社内に特別放送本
部を設置し､ 通報事項を放送する。特別放送は、災害の規模に応じてパターンＡ、パ
ターンＢに分け、緊急 特別放送を実施する。放送内容は次のとおりである。
(1) 大規模地震における警戒宣言とその内容
(2) 津波警報が発せられた場合の警報の内容
(3) 東京都知事との間に締結した「災害時における放送要請に関する協定」に基づく
事項
(4) 横浜市長との間に締結した「災害時における放送要請に関する協定」に基づく事
項
２ 放送内容
(1) パターンＡ
震度５以上の地震や大規模災害が首都圏で発生した場合、通常番組を中断し特別
放送に切替える。
(2) パターンＢ
被害が小規模なときは、通常番組内で適時速報を流す。
(3) 特別放送では原則として英語を使用するが、被害の規模に応じて日本語を含む
10か国語で放送し、「被害情報」ときめ細かい「安心情報」を伝える。
(4) 民間のボランティア団体の協力を得て、各団体による放送の他、被災レポート、復
旧状況を取材して「安心情報」を伝える。

第３部応急対策
第２章 情報の収集・伝達
第５節　災害時の放送要請、報道要請
インターエフエム

災害に関する予警報

●●

(2) 災害に関する予警報その他情報を区域内住民に伝達すること。
(3) 震災時における広報広聴活動に協力すること。

第３部応急対策
第４章　相互応援協力・派遣要請
第１節 相互応援協力
５ 公共的団体等との協力体制の確立（区市町村）

海上及び河川における火気の使用禁止

●●

海上及び河川における火気の使用禁止その他必要な広報を行うとともに、関係機関
に協力を要請する。

第３部応急対策
第５章　消防・危険物対策
第２節 危険物、毒劇物取扱施設等の応急措置
東京消防庁、警視庁

広報主体

広報事項
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沿岸住民に対する避難勧告、退去命令

●●

関係機関と協力し、沿岸住民に対する避難勧告、退去命令の伝達及び避難誘導にあ
たる。

第３部応急対策
第５章　消防・危険物対策
第２節 危険物、毒劇物取扱施設等の応急措置
東京消防庁、警視庁

火気管理の徹底指導及び災害状況

●

関係機関と協力し、沿岸住民に対する火気管理の徹底指導及び災害状況の周知

第３部応急対策
第５章　消防・危険物対策
第２節 危険物、毒劇物取扱施設等の応急措置
東京消防庁、警視庁

水防警報等

●

地震及び津波等により、河川管理施設及び許可工作物等が損壊し場合は、被害状
況を迅速に把握し、関係地方公共団体と協力して、浸水の防ぎょあるいは被害を軽
減する措置をとる等、水防活動が十分行われるよう努める。
２ 水防警報等の発表及び連絡を行う。

第３部応急対策
第６章 水防・津波対策
第１節 地震時の水防活動
４ 水防活動

津波予報

●

津波による被害を軽減・防止するためには、津波予報等の情報を迅速・的確に収集
し、住民や観光客、船舶等にいち早く伝達する体制を確立することが大切である。

第３部応急対策
第６章 水防・津波対策
第２節 地震津波対策
２ 津波情報の収集伝達

広報主体

広報事項
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津波予報

●

警視庁
３ 指定警察署は、直ちに交番・駐在所に伝達するとともにパトカー、警備艇等を活用
して危険区域の住民等に広報する。
４ 指定警察署の交番・駐在所勤務員は、危険予想区域を優先に、広報資器材を活用
して住民等に周知させる。

第３部応急対策
第６章 水防・津波対策
第２節 地震津波対策
２ 津波情報の収集伝達
(3) 各機関の役割

津波予報

●

東京消防庁
東京消防庁は、都総務局からの情報に基づき、地震による津波の発生するおそれが
あるときは、直ちに消防署、消防団に一斉通報し、消防署、消防団は都民に周知を図
る。

第３部応急対策
第６章 水防・津波対策
第２節 地震津波対策
２ 津波情報の収集伝達
(3) 各機関の役割

津波予報

●

沿岸10区島しょ町村
津波予報の通報を受けたときは、直ちに状況判断し、地域防災行政無線、広報車、
サイレン等により関係地区住民等に周知し、その安全確保に努める。

第３部応急対策
第６章 水防・津波対策
第２節 地震津波対策
２ 津波情報の収集伝達
(3) 各機関の役割

広報主体

広報事項
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津波発生時の対応、避難命令、避難地、避難路

●

２ 近海で地震が発生した場合、津波警報発表以前であっても、津波が来襲するおそ
れがある。した
がって、強い地震（震度４程度以上）を感じたときには、次のとおり措置する。
(1) 海浜にある者は、直ちに海浜から退避し、住民等は、テレビ、ラジオの放送を聴取
する必要がある。このため、関係区町村長は、あらかじめ、津波発生時の対応につい
て住民等に周知徹底しておくものとする。
(2) 関係区町村長は、津波警報が届くまでの間、海面状態を監視し、異常を発見した
場合は、状況に応じて、自らの判断で住民等に海浜から退避するよう勧告し、又は命
令するものとする。
(3) 地震発生後、報道機関から津波警報が放送されたとき、あるいは津波警報の伝
達があったときは関係区町村長は、直ちに住民等に対して避難命令を発令するもの
とする。
３ 島しょ町村にあっては、地震発生後の海面状況の監視、避難の勧告、指示の伝達
等について、漁業関係者や港湾関係者、場合によっては海水浴場管理者などの協力
が得られるようにしておく。また、できる限り安全な避難地、避難路を定め、住民等に
周知徹底を図る。

第３部応急対策
第６章 水防・津波対策
第２節 地震津波対策
４　避難誘導態勢

避難誘導の広報

●

警視庁
ア 避難誘導にあたっては、避難道路等の要点に警戒員を配置し、現場での個別広
報のほか、ヘリコプターによる上空からの広報活動を行う。
ウ 避難場所では、所要の警戒員を配置し、関係防災機関と緊密に連絡をとり、被害
情報の収集並びに広報活動、行方不明者等の把握及び危険と認めた場合の再避難
の措置等を講じ、避難場所の秩序維持に努める。

第３部応急対策
第７章 避 難
第１節 避難態勢
２ 避難誘導

広報主体

広報事項
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避難利の車利用抑制、交通規制、運転者のとるべき措置

●

ア 報道機関への広報要請
新聞、ラジオ、テレビ等の報道機関に対して、運転者や一般家庭に向けた避難時の
車利用抑制や交通規制への協力呼びかけ等についての広報の要請を行う。
イ 運転者等に対する広報
現場の警察官は、交通規制の実施について、サインカー、パトカー、白バイ、広報車
等による現場広報を行うとともに、運転者のとるべき措置について広報を行う。

第３部応急対策
第８章 警備・交通規制
第２節 交通規制
１ 交通対策（警視庁）
(6) 広報活動

医療機関の被害状況及び活動状況

●

都健康局
１ 収集した医療機関の被害状況及び活動状況等を区市町村などの関係機関に伝達
するとともに、各種広報媒体や報道機関等を通じて都民に広報する。
２ 東京都保健医療情報センター（ひまわり）の体制・機能を確保し、医療機関案内等
の問い合わせに対して、医療機関の被災状況を踏まえ、電話により対応する。

第３部応急対策
第11 章 医療救護
第１節 医療情報の収集伝達
３ 都民への情報提供
(1) 機関別活動内容

保健衛生全般

●

さらに、保健衛生全般に関する「情報センター」として被災住民や営業施設等に必要
な情報を速やかに提供するとともに、各種活動を通じて収集した情報を分析し、その
結果に基づいて地域の被災者に対する適切な保健衛生活動が行われるよう関係機
関との連携を図る。

第３部応急対策
第11 章 医療救護
第５節 保健衛生
１ 保健所の役割

広報主体

広報事項
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電話相談窓口、外来相談窓口の設置

●

ウ　精神保健福祉センターは、保健所とともに活動を行うほかに、都全体の精神保健
福祉に関する情報を収集し、タイムリーに提供する。また、電話相談窓口や外来相談
窓口を設置する。

第３部応急対策
第11 章 医療救護
第５節 保健衛生
３ メンタルヘルスケア
(2) メンタルヘルスケア

透析医療機関の被災の状況、透析医療の可否

●

ア 都は、区市町村、医師会及び透析医療機関等の協力により、透析医療機関の被
災の状況、透析医療の可否について情報を収集する。
イ 都は、透析医療機関及び患者からの問い合わせに対し、情報を提供する。

第３部応急対策
第11 章 医療救護
第５節 保健衛生
４ 透析患者等への対応
(1) 透析患者への対応

避難住民への衛生管理上の留意事項

●

区市町村は、住民の避難所への適正誘導及び収容並びに過密状況を把握し、避難
所における衛生管理として、土足禁止区域・喫煙（分煙）区域の設定、避難住民の生
活環境上必要な物品の確保、避難住民間のプライバシーの確保及びごみの適切な
排出方法、トイレの使用方法など、避難住民への衛生管理上の留意事項を周知す
る。
(3) 公衆浴場の確保
都区保健所等が収集する情報により、公衆浴場の営業状況、仮設浴場、シャワー施
設の設置状況を把握し、必要に応じ関係機関を通じて避難住民に対して情報の提供
と衛生確保の支援を実施する。

第３部応急対策
第11 章 医療救護
第５節 保健衛生
６ 避難所の衛生管理
(2) 避難所の衛生管理指導に関する業務
イ 区市町村の役割

広報主体

広報事項
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動物援護に関する情報

●

イ　都は、「動物救援本部」を支援する立場から、情報の提供、「動物保護班」「動物医
療班」の援護活動への応援及び活動の拠点としての場の提供を行う。
ウ　「動物保護班」「動物医療班」は、被災住民への動物援護に関する情報の提供、
被災動物の保護、搬送及び応援要請に基づく避難所等での動物医療に携わる。

第３部応急対策
第11 章 医療救護
第５節 保健衛生
７　動物愛護
（３）動物愛護の活動方針

健康相談

●

ウ 避難所の防疫措置
(イ) 防疫班は、避難所開設後速やかに医療救護班・保健師班と協力して、健康調査
及び健康相談を行う。

第３部応急対策
第11 章 医療救護
第６節 防疫
１ 防疫活動
(2) 防疫業務の実施基準

感染症の発生予防のための広報

●

ウ 避難所の防疫措置
(ｳ) 防疫班は、給食施設、トイレ等の生活施設の衛生的管理及び消毒、手洗いの励
行等の感染症の発生予防のための広報及び健康指導を行う。
オ 感染症予防のための広報及び健康指導
防疫班は、健康調査及び健康相談の実施と並行して、食品衛生監視員及び環境衛
生監視員等の協力を得て、広報及び健康指導を行う。なお、実施にあたっては、区市
町村と協力してポスターの掲示、ビラの配布、拡声器等により周知の徹底を図る。

第３部応急対策
第11 章 医療救護
第６節 防疫
１ 防疫活動
(2) 防疫業務の実施基準

広報主体

広報事項
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道路交通情報

●

警視庁
道路交通情報の収集、伝達

第３部応急対策
第13 章 帰宅困難者対策
第３節 各機関、団体の役割
２ 災害時の役割

火災情報

●

東京消防庁
火災情報等の伝達
都民への初期消火、救出・救護等の実施の呼びかけ
火災の延焼等により人命危険が切迫している場合の避難勧告・指示

第３部応急対策
第13 章 帰宅困難者対策
第３節 各機関、団体の役割
２ 災害時の役割

鉄道運行状況

●

鉄道機関
鉄道運行状況の広報・提供

第３部応急対策
第13 章 帰宅困難者対策
第３節 各機関、団体の役割
２ 災害時の役割

周辺地理情報、通過情報の提供

●

日赤東京都支部
幹線道路沿いに支援所開設し、周辺地理情報、通過情報の提供、簡易な応急手当、
水等の提供を行う。

第３部応急対策
第13 章 帰宅困難者対策
第３節 各機関、団体の役割
２ 災害時の役割

帰宅支援のための情報

●

都教育庁
水・トイレ、入手情報の提供等帰宅支援を実施

第３部応急対策
第13 章 帰宅困難者対策
第３節 各機関、団体の役割
２ 災害時の役割

広報主体

広報事項
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遺体収容所の所在地、開設状況

●

遺体収容所の所在地等、開設状況に係る広報に関する事項

第３部応急対策
第14 章 遺体の取扱い
第１節 遺体の捜索、収容及び検視・検案等
１　捜索・収容
(３) 遺体収容所の設置とその活動

死亡者に関する情報

●

災害発生時における検視・検案、遺体の引き渡しを円滑に実施するため、都は、区市
町村等関係機関と連携し、死亡者に関する情報提供を行う体制を確立する。

第３部応急対策
第14 章 遺体の取扱い
第１節 遺体の捜索、収容及び検視・検案等
２ 検視・検案等
(7) 都民への情報提供

広域火葬体制

●

区市町村
２ 住民に対し、都内全域が広域火葬体制にあることを周知し、理解と協力を求める。

第３部応急対策
第14 章 遺体の取扱い
第２節 火葬
１ 火葬体制
(3) 広域火葬の実施

死亡者に関する広報

●●

大規模災害発生時における遺体の引渡し等を円滑に実施するため、都は、警視庁、
区市町村、関係機関等と連携し、都内の広域的な死亡者に関する情報を都民に提供
する体制を確立するため、条件整備に努める。
区市町村は、大規模災害に伴う死亡者に関する公報に関して、都及び警視庁（各所
轄警察署）と連携を保ち、区市町村庁舎・遺体収容所等への掲示、報道機関への情
報提供、問合わせ窓口の開設等、地域住民等への情報提供を行う体制の条件整備
に努める。

第３部応急対策
第14 章 遺体の取扱い
第２節 火葬
１ 火葬体制
(5) 死亡者に関する公報

広報主体

広報事項
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仮設トイレの設置場所

●

(ウ）各区市町村は、仮設トイレ等の設置に当たっては、し尿の収集可能な場所をあら
かじめ選定しておくとともにこれを周知する。

第３部応急対策
第15 章 ごみ・し尿・がれき処理
第２節 し尿処理
２ し尿処理方法
(1) 仮設トイレ等の設置

がれき処理の対象となる範囲

●

ア 区市町村は、所管の区域における被害状況を確認し、がれきの発生量を推計する
とともに、公費負担によるがれき処理の対象となる範囲を定め、公表する。

第３部応急対策
第15 章 ごみ・し尿・がれき処理
第３節 がれき処理
２ 処理計画
(1) 区市町村

がれき処理に係る手続き等

●

ウ 都本部のがれき処理部会は、区市町村等と協議の上、公費負担によるがれき処
理の対象範囲など、区市町村のがれき処理全体の基本方針を示す、がれき処理基
本計画を策定する。また、各区市町村のがれき処理計画で定められたがれき処理に
係る手続き等を都外への避難・流出都民を含む関係者に広く周知する。

第３部応急対策
第15 章 ごみ・し尿・がれき処理
第３節 がれき処理
２ 処理計画
(2) 都

応急教育計画

●

オ 学校長等は、応急教育計画を作成したときは、当該教育委員会に報告するととも
に、決定次第、速やかに保護者及び児童・生徒等に周知徹底を図る。

第３部応急対策
第17 章 教育・金融・労務
第１節 応急教育
２ 応急教育の実施
(2) 災害時の態勢

金融措置に関する広報

●

日本銀行は、金融機関の営業開始、休日臨時営業、預貯金の便宜払戻措置及び損
傷日本銀行券・貨幣の引換え措置等について、金融機関と協力して速やかにその周
知徹底を図る。

第３部応急対策
第17 章 教育・金融・労務
第２節 応急金融対策
２ 非常金融措置
(2) 金融措置に関する広報

広報主体

広報事項
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被害状況、通信施設の疎通状況等

●

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、各社の規定に基づき災害対策
本部を設置する。災害対策本部は、被害状況、通信施設の疎通状況等の情報収集
を行い、重要通信を確保し応急復旧対策、広報活動その他の業務を行う。また、都本
部並びに国等の関係防災機関との連絡・調整を行う。

第３部応急対策
第18 章 ライフライン施設の応急・復旧対策
第５節 通信施設（郵政公社東京支社、ＮＴＴ各社、ＫＤＤＩ）
１ 震災時の活動態勢

交通規制状況等

●

地震による災害が発生したときは、利用者の安全を確保しつつ、二次災害の防止と
緊急輸送機能の確保を最優先に、次の応急対策を実施し、首都高速道路等の機能
回復を図る。
１ 震度５強以上の大地震が発生したときは、首都高速道路は一般車両の通行が禁
止され、消防その他の緊急車両の通行に利用されるため、公団は都県公安委員会の
交通規制に協力し、かつ、規制状況等を利用者に広報する。

第３部応急対策
第19 章 公共施設等の応急・復旧対策
第１節 公共土木施設等
１ 道路・橋梁
首都高速道路公団
応急措置

相談所の設置

●

被災者のための相談所を設け、苦情又は要望事項を聴取しその解決を図るほか、そ
の内容を関係機関に連絡して対応を要請するものとする。

第３部応急対策
第20 章 応急生活対策
第１節 被災者の正確確保
１　生活相談
区市町村

臨時相談窓口、被災者総合相談所の設置

●

1　常設の都民相談窓口とは別に、都庁舎等に臨時相談窓口を設け、被災者の生活
の早期解決に努める。
2　都関係部局及び関係防災機関との協力により、被災者総合相談所を開設する。

第３部応急対策
第20 章 応急生活対策
第１節 被災者の正確確保
１　生活相談
都生活文化局

広報主体

広報事項
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相談所の開設

●

警察署、交番その他必要な場所に、臨時相談所を開設して、警察関係の相談に当た
る。

第３部応急対策
第20 章 応急生活対策
第１節 被災者の正確確保
１　生活相談
警視庁

臨時相談窓口、被災者総合相談所の設置

●

震後における出火防止を図るため、次のような指導を行うとともに、消防署と消防出
張所等に、災害の規模に応じて消防相談所を設置し、相談に当たる。
また、火災によるり災証明の発行については、区市町村の行うり災証明事務との連
携を図り、り災者の利便の向上に努める。
１ 被災建物、仮設建物及び避難所等における火災予防対策の徹底
２ 電気、都市ガス等の機能停止に伴う火気使用形態の変化に対応した出火防止及
び機能復旧時における出火防止対策の徹底
３ 危険物施設等における余震に対する警戒体制、構造・設備に関する点検等の強化
４ 火災によるり災証明等各種手続きの迅速な実施

第３部応急対策
第20 章 応急生活対策
第１節 被災者の正確確保
１　生活相談
東京消防庁

義援金品の受付・配分に係る広報

●● ●

(2) 委員会は、次の事項について審議し、決定する。
イ 義援金品の受付・配分に係る広報活動

第３部応急対策
第20 章 応急生活対策
第２節 義援金品の配分
２ 義援金品募集配分委員会の設置

広報主体

広報事項
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感電事故の防止に関する広報、電力施設の被害状況、復旧予定等

●

①消費者に対する広報
災害が発生した場合は、断線等による感電事故の防止に関する広報を行います。また、
阪神大震災の例では、停電が復旧したことによる無人の家屋での電気器具からの火災事
故が見られたことから、避難の際は各住宅のブレ－カ－を「断」にして避難するよう呼びか
けます。
警戒宣言が発せられた場合は、報道機関を通じて、大規模な地震の発生に備えるための
具体的な電気の安全措置について広報を行います。
②報道機関に対する広報
広範囲にわたる停電事故が発生した場合は、報道機関を通じて、電力施設の被害状況、
復旧予定等について迅速、適切に広報を行います。
③地方公共団体等への対応
a.地方公共団体の災害対策本部から要員派遣の指示・要請があったときは、要員を派遣
します。
b.電力施設等の被害状況、復旧状況等については官公署に対し、迅速・的確に報告しま
す。

Ｉ　防災本編　第２部災害予防計画
第２章　建築物・社会基盤・公共交通機関等の防災
第９節電気施設防災計画
３．防災計画
（４）広報

被災住民への適切な情報伝達

●

災害が発生した場合は、所定の情報
連絡体制に基づき、被害状況を把握し、伝達し、的確な応急対策を実施します。また、社
会的混乱を最小限にとどめ、区民が各自の身の回りから自分の可能な災害対策をはじめ
ることができるように、被災住民に対して、適切な情報伝達などを行います。

Ｉ　防災本編　第３部災害応急対策計画
第２章情報の収集と伝達

消防団本部または分団本部からの指示・命令、避難命令、避難勧告等

●

消防団は、震災が発生した場合に、次のように活動します。
２．地域に密着した防災機関として、災害の初期対応を行うとともに、携帯無線機を活用
し、消防活動
上必要な情報や被災状況の情報収集、報告、および消防団本部または分団本部からの
指示・命令の伝
達を行います。
６．避難命令、避難勧告等が出された場合は、これを地域住民に伝達するとともに関係機
関と連絡をと
りながら、避難者の安全確保と避難場所の防護活動を行います。

Ｉ　防災本編　第３部災害応急対策計画
第７章消火・救助・救急
第２節消防団活動

市町村等の地域防災計画における主な広報事項等について(東京都練馬区の例)

広報主体

広報事項

※練馬区地域防災計画（平成１８年修正）に基づき、事務局の責任で作成

 参考資料２－２
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勧告または指示の内容

●

災害対策本部（広報部）は、勧告または指示の内容を、次の方法により区民に迅速的確
に伝達します。また、同一の内容を区のホームページ等にも表示します。
　防災行政無線、広報車、その他協定等による伝達・表示手段
　警察署、消防署等関係機関の実施する広報活動
　町会、区民防災組織の協力による口頭伝達

Ｉ　防災本編　第３部災害応急対策計画
第８章避難
第１節避難拠点への避難
２．避難勧告または避難指示の伝達

避難情報

●

（１）避難勧告・指示が出た場合や、大規模な延焼火災が発生したときは、避難する旨を
区域内に伝達し、周知もれのないよう注意します。特に高齢者やからだの不自由な方に
ついては、日頃の情報に基づいて、手分けして伝達に努めます。

Ｉ　防災本編　第３部災害応急対策計画
第８章避難
第１節避難拠点への避難
３．防災会等の役割

個別広報、ヘリコプターによる上空からの広報

●

（１）避難道路等の要点に警戒員を配置し、現場における個別広報のほか、ヘリコプター
による上空からの広報活動を行います。

Ｉ　防災本編　第３部災害応急対策計画
第８章避難
第１節避難拠点への避難
４．警視庁の役割

避難命令・避難勧告

●

避難命令・避難勧告が出された場合は、これを地域住民に伝達するとともに、関係機関と
連携をとりながら避難者の安全確保と避難場所の防護活動を行います。

Ｉ　防災本編　第３部災害応急対策計画
第８章避難
第１節避難拠点への避難
６．消防団の役割

広報主体

広報事項
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医療救護所の開設状況、区内医療機関の診察可能状況、人工透析可能な機関
等

● ●

災害対策本部・医療衛生部は、次の要領で活動します。
５．医療救護所の開設状況、区内医療機関の診察可能状況、人工透析可能な機関等を
区民に広報するように努めます。
（都立病院および東京都災害拠点病院の被害については東京都から、救急告示医療機
関の被害については東京消防庁から伝達されます。）

Ⅰ防災本編　第３部災害応急対策計画
第９章医療救護
第1 節医療情報の収集と伝達

ごみの分別、出し方

●

災害対策本部・復旧部は次の要領によりごみの処理に協力します。
２．災害によって発生したごみは、可燃ごみと不燃ごみに分別して所定の臨時集積所に出
し、既存のごみ置場には出さないよう、広報部を通じて区民への周知に努めます。

Ⅰ防災本編　第３部災害応急対策計画
１４章ごみ・し尿・がれきの処理
第１節ごみ処理

学校防災井戸等からの水の運搬の仕方、水洗トイレの流し方
仮設トイレの設置場所、使用のルール

●

避難拠点要員は、避難拠点運営連絡会の協力を得ながら、当面のし尿対策を、次の要領
で実施します。
１．し尿処理の基本方針を確認します。
２．学校防災井戸等からの水の運搬の仕方、水洗トイレの流し方を掲出し、避難者に周知
します。（使用するトイレはなるべく１階を指定）
３．万一仮設トイレを使用することになった場合は、設置場所、使用のルール等を定め、避
難者に周知するとともに、使用することになった旨を災害対策本部・教育拠点部に報告し
ます。

Ⅰ防災本編　第３部災害応急対策計画
１４章ごみ・し尿・がれきの処理
第２節避難拠点等でのトイレ対策

広報主体

広報事項
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がれきの分別等

●

災害対策本部・復旧部・環境清掃部は、次の要領でがれきを処理します。（「がれき処理マ
ニュアル」）
３．廃木材、コンクリート、金属に分別してがれき置場に搬入するよう、緊急道路障害物除
去を行う機関・団体および区民に、広報部を通じて周知します。
※ 被災建物の解体とがれきの撤去
被災建物の解体、がれき撤去は本来私有財産の処分であり、原則として所有者がその責
任において行うべきです。（区民からの問い合わせに対しては、その旨回答し理解を求め
ます。）
しかし、特例措置を国が講じる等、場合によっては行政として実施することがありえます。
その場合には練馬区災害対策本部・広報部は、次の事項を区民に周知します。
・被災建物の解体、がれき撤去を行政として行うことになったこと
・解体、撤去の対象
・申請の資格
・申請の時期、受付場所

Ⅰ防災本編　第３部災害応急対策計画
１４章ごみ・し尿・がれきの処理
第３節がれきの処理

防疫・保健衛生の呼びかけ

●

災害対策本部・広報部は、防疫・保健衛生の呼びかけを、防災行政無線、広報車、避難
拠点内広報紙等を通じて避難者および区民に周知します。
医療衛生部は、次の要領で防疫活動を行います。
４．状況に応じて防疫班を編成し、次の業務を行わせます。
感染症予防のための広報及び健康指導

Ⅰ防災本編　第３部災害応急対策計画
第１５章防疫・保健衛生
第１節防疫

被害、応急対策および生活情報

●

災害対策本部・広報部は、次の要領で広報活動を行います。
１．本部が把握する情報を基に、被害、応急対策および生活情報を避難者および区民に
周知するよう努めます。
２．固定系防災無線、広報車両等の広報手段を利用して、次の事項の広報に努めます。
また、区のホームページ、ケーブルテレビ、情報表示板なども活用します。
（広報事項の例）
・地震の規模、震源
・出火予防の呼びかけ（電気ガス灯油器具の始末等）
・避難の時期、方法
・通園児童生徒等の安否
・災害要援護者等の安否確認と援助の呼びかけ

Ⅰ防災本編　第３部災害応急対策計画
第１７章広報・相談
第１節　広報

広報主体

広報事項
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火災等の災害拡大の状況、避難の方法と避難先等

●

災害対策本部・広報部は、次の要領で広報活動を行います。
３．避難勧告や避難指示が発令されるなど、避難が必要となった場合には、次の事項の
広報を行います。
・火災等の災害拡大の状況
・避難が必要な地域
・避難の方法と避難先
・家を出る時の注意（電気ブレーカーを落とす等）

Ⅰ防災本編　第３部災害応急対策計画
第１７章広報・相談
第１節　広報

消防署の広報活動の重点

●

消防署は、次の要領で広報活動を行います。
１．主に次の事項に重点を置いた広報活動を実施します。
出火防止、初期消火、救出救護および災害要援護者への支援の呼びかけ
火災および水災に関する情報
避難勧告または避難命令等に関する情報
人心安定を図るための情報
救急告示機関等の診療情報
その他区民が必要としている情報

Ⅰ防災本編　第３部災害応急対策計画
第１７章広報・相談
第１節　広報

相談内容への回答

●

教育拠点部は、次の要領で相談活動を行います。
１．被災者からの照会に対する回答マニュアルを広報部から入手し、各避難拠点に周知し
ます。
２．各避難拠点から受けた相談内容を本部各部に照会し、回答を避難拠点へ伝達しま
す。

Ⅰ防災本編　第３部災害応急対策計画
第１７章広報・相談
第２節相談

広報主体

広報事項
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被災者からの照会への回答マニュアル

●

広報部は、次の要領で相談活動を行います。
１．被災者および区民からの相談問い合わせ窓口を設置し、周知します。
２．被災者からの照会に備えて、回答マニュアルを用意します。
（回答マニュアル項目例）
・関係機関連絡先
・水漏れガス漏れ連絡先
・建築物の危険度判定
・建築物の解体
・がれきの撤去
・仮設住宅申込み
・り災証明
・融資
・区民相談
・安否情報
・行方不明者の調査
・障害者支援
・ボランティア紹介
・来区ルート

Ⅰ防災本編　第３部災害応急対策計画
第１７章広報・相談
第２節相談

応急教育計画

●

５．学校長・園長は、以下の要領で応急教育に対応します。
（４） 決定した応急教育計画を、広報部の協力も得て、保護者および児童等に周知しま
す。

Ⅰ防災本編　第３部災害応急対策計画
第１９章応急教育・保育
第１節応急教育

応急保育計画

●

※児童館および学童クラブについても本節に準じるものとします。
４．保育園長は、以下の要領で応急保育に対応します。
（４） 決定した応急保育計画を、広報部の協力も得て、保護者および園児に周知します。

Ⅰ防災本編　第３部災害応急対策計画
第１９章応急教育・保育
第２節応急保育

広報主体

広報事項
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保安確保のための広報活動

●

(1) 広報活動
① 災害の発生が予想される場合、または災害が発生した場合は、災害発生前、災害発
生直後、復旧作業中塔の各時点において、状況に応じた広報活動を行います。
② 災害発生後、ガスの供給を継続する地区の需要家に対しては、必要に応じて保安確
保のための広報活動を行います。
(2) 広報の方法
広報については、テレビ・ラジオ・インターネット・新聞等の報道機関を通じて行うほか、必
要に応じて、直接当該地域へ周知します。
また、地方自治体等の関係機関とも必要に応じて連携を図ります。

Ⅰ防災　本編第３部災害応急対策計画
第２２章ライフライン
第４節ガス【東京ガス(株)】
５．災害時における広報

通信途絶、利用制限の理由、内容等

●

（５）災害のため通話が途絶し、または利用の制限を行ったときは、トーキー装置による案
内、広報車、ラジオ、テレビ、窓口等の方法によって利用者に周知します。
ア．通信途絶、利用制限の理由
イ．通信途絶、利用制限の内容
ウ．災害復旧に対してとられている措置および応急復旧状況等
エ．通信利用者に協力を要請する事項
オ．その他の事項

Ⅰ防災　本編第３部災害応急対策計画
第２２章ライフライン
第５節通信【東日本電信電話(株)】
１．応急対策

避難場所の位置、災害に関する状況

●

列車の停止が長時間にわたるときや、火災等の二次災害の危険が切迫しているときは、
乗客の安全確保のため、的確な避難誘導等を行います。
（１）駅長は、係員を指揮して旅客をあらかじめ定めた、臨時避難場所に、混乱を生じない
よう誘導し避難させます。
（２）さらに避難させる必要が生じたときは、避難場所の位置、災害に関する状況を旅客に
伝達し秩序維持に協力します。

Ⅰ防災　本編第３部災害応急対策計画
第２３章公共交通機関
第３節旅客の避難誘導
西武鉄道（株）
１．駅における避難誘導

広報主体

広報事項
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出火防止のための指導、消防相談所の設置

●

地震後における出火防止を図るため、次のような指導を行うとともに、消防署と消防出張
所等に、災害の規模に応じて消防相談所を設置し、相談にあたります。
１．被災建物、仮設建物および避難所等における火災予防対策の徹底
２．電気、都市ガス等の機能停止に伴う火気使用携帯の変化に対応した出火防止および
機能復旧時における出火防止対策の徹底
３．危険物施設等における余震に対する警戒体制、構造・設備に関する点検等の教科
４．火災によるり災証明等各種手続の迅速な実施

Ⅰ防災　本編第３部災害応急対策計画
第25章　区民生活の援護
第４節　生活の安定（東京消防庁）

広報主体

広報事項
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資料３ 

特別非常災害時の中央合同庁舎第５号館における 

記者発表体制について（※） 

 

1. 内閣府（防災担当）においては、東海地震注意情報、予知情報が

発表されたとき、緊急災害対策本部の設置を必要とする程度の災

害が発生したとき、これらに準じ、特別の記者発表体制をとる必

要があると認められるとき、直ちに大臣官房政策評価広報課（広

報担当）及び官邸報道室と協議の上、特別の記者発表体制をとる

こととされている。 

2. 中央合同庁舎第５号館にて特別の記者発表体制をとる場合には、

５号館講堂を記者会見場とし、５号館 518号室を記者室として使

用できるよう、机の配置、臨時電話の取り付け等を行うこととな

っている。 

3. 講堂（記者会見場）は、発表者席、記者席（約 150 席）、テレビ

カメラ席が配置され、臨時電話（放送業務連絡用）が取り付けら

れることとなっている。 

4. 記者室（518号室）には、報道各社ごとの机の配置及び臨時電話

（送稿のための連絡用）の取り付けが行なわれることになってい

る。 

（※） 内閣府特別非常災害時記者発表等事務処理要領（平成 13 年５月 30 日

大臣官房官房長、政策統括官（防災担当）決定）に基づき、事務局作成 
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資料４ 

「大規模災害発生時における情報提供のあり方に関する懇談会」 

（第１回）の主な意見 

 

懇談会の議論の過程において、以下のような主な意見が出た。 

 
国（災害対策本部）による情報提供の役割 

・地方公共団体は被災地外に対してメッセージを流すのが苦手であるため、それを国

の現地対策本部がうまく汲み取って情報を流すという仕組みが必要である。 

・広域災害となると、被災者を全国あるいは海外への搬送も必要な場合が想定される

ため、各都道府県をまとめる上で国の役割は重要になってくる。 

・被災地は「点」の情報発信しかしないため、国が「面」の情報発信を行うことが非

常に重要である。 

・被災地にとっては、消防、警察、自衛隊が救助活動を始めていることをアピールす

る必要があり、それが治安の安定につながる。 

・食料がきちんと確保できている、医療機関が開いている、政府の専門家が現地に入

っている、という情報提供が初期には大事。 

・これまでの国の情報は政府の対応のみであり、国が今後行うこと等、見通しに関す

る情報・メッセージが欠けている。 

・見通し情報をどの段階でだせるのかという目処を立てておくことも必要ではないか。 

・情報発信源がまずやるべきことは、人々に伝えるべきコンテンツを時間内に整理す

ることである。 

・国から提供される情報の内容・時期について整理されているため、それを元に各主

体がどのような意思決定をすべきかを整理するべきではないか。 

・全国的な統一フォーマットで災害情報を共有できるシステムを整備していくことが

重要ではないか。 

・国は、１つの地図に全部の情報を書き込み、その中で警報等が出ている場所が分か

るようにすべきではないか。また、その地図を公表してほしい。 

・図上訓練等を行うと痛感するが、いろんなスタッフが同じ作業を同時にやっている。

そこをもう少し整理できないか。 

 

被災地に提供されるべき情報内容 

・24 時間以内に知りたい情報というのは、時間の経過や場所によって異なる。そう

いうものにどう応えていくのかが大きな課題になる。 

・首都直下地震を考えると、帰宅困難者の対応が一番の問題であり、そのためにも安
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否情報や安心情報の発災直後の位置づけを考えるべきである。 

・災害時は時系列的に状況が変化する中で、今後何が起こるかといった情報提供には

専門家の役割が大きい。 

・被災地に正確な情報を提供するためには、情報の一元化が必要である。 

・発災後初期の段階で何が起きているのか情報が入ってこない段階では、映像で現地

の状況を流すことが有効である。 

・同じ情報を全国に同じように伝えることが重要ではないか。 

・開いている病院の情報、倒壊した病院の情報を提供してほしい。 

・医療情報の提供を行う災害医療システムはすでに各都道府県に整備されている。 

・ＥＥＳ（地震被害早期評価システム）は、誤差はあると思うが、災害対策を進める

うえでも有効だと思うので、ケタだけでも公表してほしい。 

 

情報提供の手段等 

・メディアに完全に頼り切ることはできないため、政府や自治体の災害対策広報、行

政新聞が重要である。 

・Google マップや YouTube 等を活用して、被災者に生の映像や位置情報付の情報を

信頼性を付与しながらどう集約して提供していくのかについても考える必要がある。 

・地方ではインターネットはそれほど普及していないため、避難所でのインターネッ

ト端末の設置等は、国が行う必要がある。 

・災害対策本部に情報センターのようなものがいつの時点でどのような形で設置され

るのか、その情報センターのあり方とは何か、ということを議論する必要がある。 

・情報センターやホームページで細かい情報を提供し、それをもとに取材を行うなど、

共有プラットフォームのようなものを作るのもひとつの方向性である。 

・地域の災害情報の集約のセンターをネットワーク化していくことが必要であり、自

治体を越えた活動圏域の中でのニーズの流通という視点が大事である。 

・政府の災害対策本部の公開について、指針を作る必要がある。 

 
行政とメディア等との連携 

・災害対策を行うのに、災害対策本部とメディアとの接点は非常に重要である。 

・情報を提供する側とメディア側との信頼関係の構築が必要である。 

・国における災害対策の方向性を周知する手段として報道機関をいかにうまく活用す

るかという視点を入れるべきである。 

・行政との間でメディア側のカウンターパートが必要である。 

・一次的な情報だけでは住民は動かないため、国とメディアと市民が直接つながるの

ではなく、間に入る地元の自治体の役割が大きい。 
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・メディアと防災機関との間の信頼関係を構築するうえで専門家の役割は大変重要で

ある。 

・行政とメディアの 2つの関係で捉えるのではなく、行政新聞や情報ボランティア等

の結節点の工夫が必要である。 

・情報の発信源と発信する側の窓口、定例記者会見の回数・時間間隔等を構造化する

必要がある。 

・行政とメディアが対峙しないためには、行政が徹底した情報提供を行う必要がある。 

・行政とマスコミの間に入る緩衝材として、多様な情報ネットワークのようなものを

考えていく必要がある。 

 

メディア等による情報発信 

・スーパーや風呂屋の営業に関する情報など、被災地に向けた生活密着型の「零細情

報」の提供を考える必要がある。 

・分野ごとに都道府県をまたいだ生活情報をどうやって集約し、提供していくかは、

今後の課題である。 

・情報の受け手には、被災者の中でも救助を待つ人とある程度余力がある人など、い

くつかのレベルがあることから、それを踏まえて、各メディアの役割を整理する必

要がある。 

・首都直下地震では、メディアが過剰に大きく取り扱いすぎて公平さを失う恐れがあ

る。 

・地方放送局では、デジタル放送の L字画面が十分な環境がないため、アナログと同

様の画面にならざるを得ないという状況がある。 

・活字メディアは、速報性では電波に勝てないため、被災地で何が起きているかとい

う評価・分析に力を入れることになる。 
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資料編 

 

 

 
 

（２）各メディアの情報提供に関する取組について 

 

               ○第１回懇談会 

・谷原委員プレゼンテーション資料 

・高橋委員プレゼンテーション要旨 

・安富委員プレゼンテーション用メモ 
 

○第２回懇談会 

・森委員プレゼンテーション資料 

・山中委員プレゼンテーション資料 

・中川委員プレゼンテーション資料 

・武居委員提出資料 
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高橋委員プレゼンテーション要旨 
 
○防災キャスターの役割 
 
・「防災キャスター」（又は「地震パーソナリティ」）は、災害時に被災者のためになる

情報を流すことがその役割であり、平常時には災害時の備え等について勉強をし、

災害時にはスタジオで実際に放送を行う立場にある。 
・防災キャスターの立場として、災害が発生し、大きな被害が考えられる場合には「慌

てずに落ち着いて行動してほしい」ということを災害が発生している最中から言い

続けていく必要があると考える。 
 
○災害時のラジオ放送の役割 
 
・テレビ放送局もラジオ放送局も自家発電により、災害直後も放送が可能であるが、

受け手側が情報を受けられない状況にあることが考えられる。 
・テレビ放送は災害の発生時刻によって対応が変わってくるが、ラジオ放送は、携帯

ラジオさえあれば、情報を届けることが可能である。 
・ラジオは情報量ではテレビや新聞より少なくはなるが、突発的、瞬間的にまず何が

起きたのかを伝えることが可能である。 
・阪神・淡路大震災の際には、ものすごい揺れで眼が覚めた人も多かったが、電車が

衝突したのでは等様々なことを想像した人がいる。ラジオで「地震」をいう情報を

聞いて理解して、行動が少し落ち着けたという状況もあった。 
・ラジオは、まずは何が起こったのかを伝え、時間経過とともにライフライン情報を

伝えていく。 
 
○ラジオ・ライフラインネットワーク 
 
・阪神・淡路大震災の翌月から NHKラジオ、TBSラジオ、文化放送、ニッポン放送、
ラジオ日本、FM 東京、J-WAVE の７つのラジオ局が在京ラジオ災害担当者会議を
立ち上げ、毎月会議を行っている。 
・ライフライン情報は、災害発生直後には不確かな情報が出回ることがあり、それを

なくすためには情報の一元化が必要と考え、ラジオ 7局が同時に生放送を行うこと
とした。 
・在京ラジオ災害担当者会では東京電力、東京ガス、東京と水道局、NTT 東日本、

NTTドコモの 5つのライフラン各社とクリアカンファレンス（電話会議システム）
を結んでおり、災害発生時には幹事となっている放送局が進行役となり、ライフラ

イン各社が収集した情報の内容確認や出演依頼を行う。それをもとに「ラジオ災害

情報交差点」として、被害状況や復旧見込みなどの情報をライフライン各社と通信・

電話により放送していく。 
・また、毎年 9月 1日と 1月 17日には試験放送として、朝 8時 45分頃に 7つのラジ
オ局が同じ内容を放送している。 
・関東だけではなく、阪神地区やその地域でもラジオ局とライフラインが連携して同

様の取組を行っている。 
（注）本資料は、懇談会での高橋委員の実際のご発言を基に、事務局が本報告書用に作成した

ものである。
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新聞からみた大規模災害発生時の情報提供の考え方について 
                              ２００７年２月６日 
                  読売新聞大阪本社編集委員 安富 信 
 

阪神・淡路大震災、鳥取県西部、新潟中越などの取材・デスク経験から、大規

模な災害が発生した直後の情報は、第一に、混乱の極みの状況下で正確な情報提

供を期待するのは非常に難しいと認識している。行政側は、情報の正確性を第一

とし、報道側は迅速を求める。この相反する利害関係がこれまで、往々にして現

場での混乱を招いていると思われる。 
メディア側としては、その時点で判明している情報は小出しでもいいから出し

てもらいたい、という大原則を理解して頂いたうえで、私見を述べさせてもらい

たい。率直に申して、読売新聞では、災害直後にこんな情報を出すべき、といっ

た社内論議などをしたこともなく、今後も多分、行われないことは確実だ。よっ

て、私が個人的に考えていることだ、ということを強調しておきたい。報道規制

とか取材規制といった微妙な問題をはらむだけに、その点は改めて念を押したい。 
とはいえ、これまでの大災害時の混乱ぶりをみると、今後、首都圏直下型級や

東南海・南海地震などの大地震が起きた際に、阪神・淡路の二の舞いとならない

よう、被災者の命を救うというその一点で、マスコミ側もある程度の協力は必要

ではないか、と考える。地方自治体レベルでの広報対応や情報提供については、

兵庫県の「人と防災未来センター」で行われている研修に参加しており、ある程

度の知見はあるが、国の対策本部と限定されると、なかなか思い浮かばないのが

正直なところだが。あえて考えると。 
新聞に限らず、マスメディアのまず必要な情報は、いうまでもなく「被害情報」

である。阪神や中越でもそうであったように被害が一番大きな所から情報が入ら

ない。この「情報の空白」をまず、国として改善する努力をすべきだ。ただ、国

として市町村や都道府県に対し、情報を挙げるよう急かすと、却って混乱するこ

とになるので、いかにして、情報を拾い上げるか、検討が大切だ。そうすること

で、災害の全体像を掴むことにもつながる。マスメディアにとって、災害の全体

像とともに、被害が甚大である地点を把握することは、初動に大きな影響を与え

るので、極めて重要であるとともに、被災地内の住民が持つ焦燥感を薄めること

にもなる。 
それは、全体的な情報が入らないことによって、「自分の所だけがひどくやられ

ているのか、周囲も同じなのか」わからないことによる、焦りの結果、失わなく

てもよい命や財産をなくしてしまう結果にもつながるからだ。地方行政からいく

ら情報を上げても国が返して来ない、という不満もよく聞いた。これを解消する

意味にもなると思う。 
次ぎに考えなくてはならないのは、「安心情報」だ。帰宅困難者に対する安全な

情報や、けがをした人にどこの病院に行けば、治療を受けられるか。こうした情

報は本来、地方行政の仕事だが、国の災対本部も大局からの収集が必要ではない

か。もちろん、直後の対応においてではあるが。 
細かな「生活情報」を被災地の中に向けて発信する必要性は阪神・淡路や中越

を通じて十分理解できたので、新聞としてもその方向は堅持するだろう。その点

の情報提供は地方行政に任せればいいが、もう少し大きな視点、例えば、倒壊家

屋の再建に向けての国の支援や、その災害に対する法改正や特別措置などについ
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ては地方行政からの声を待たず、国の災対本部として積極的に対応し、早期の広

報が望ましい。次なる災害はまた新たな「顔」を持っていることは間違いなく、

その「顔」に即した施策を危急に打ち出し、情報提供することが極めて大切だ。 
また、議論は必要であろうが、現在、自衛隊の出動は地方自治体からの要請を

待たなければならないが、こうした点についても、国の災対本部が素早く対応し、

情報収集の結果、出動が必要な自治体には、中央から打診してみるのも検討すべ

きだ。 
結論から言えば、国の災害対策本部のあり方の基本は、被災自治体の応援団で

あり、出来る限り、地方行政の代わりに情報を収集するくらいの配慮がほしい。  
 （注）本資料は、安富委員から本報告書用にご提供いただいたものである。 
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平成１９年３月１４日 

 

 

「第２回大規模災害発生時における情報提供のあり方に関する懇談会」 

長岡市からの提言 

 

 

長岡市長 森 民夫   
 
 

１ 災害発生時の報道窓口 

 

取材する報道各社の窓口がバラバラであったり、本社から派遣されて地元の事

情や地理に全く不案内の記者の対応に苦労したりした。 
地元の記者クラブのメンバーが幹事役となって、よりスムーズな取材体制をつ

くることが、報道機関にとっても行政にとっても必要である。 
 
 
２ 災害対策本部からの直接発信 

 

災害の状況によっては、被災地の首長が直接住民に災害への対応状況や見通し

を説明したり、必要な行動を呼びかけることも必要。特に、首都圏直下型地震が

発生したような場合には、デマも心配となり、直接の情報発信が有効だと考える。 
重大な災害が発生した場合には、マスコミによる報道に加え、災害対策本部長

である自治体の首長から呼びかけの機会を用意していただきたい。 
 
 
３ 小規模自治体への支援 

 

町村など小規模自治体では、多勢の報道陣を相手にした広報経験は持っていな

い。災害時には、都道府県が町村などへ広報スタッフをアドバイザーとして派遣

してはどうか。 
 
 

４ 災害対策本部会議の生中継 

 

中越地震の時には、長岡市の災害対策本部会議を地元のケーブルテレビで生中

継した。災害対策本部会議をガラス張りにしたことには功罪あり、混乱を引き起

こす恐れのあるような微妙な問題は議論しにくくなる面もある。 

しかし、情報を公開することで、市民が行政を信頼してもらうという面では大

変役に立った。報道関係者からも、災害対策本部が今、何を目標に努力している

か、何を被災者に伝えたがっているかを理解してもらいやすくなる。このメリッ

トは大きいと考える。 
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大規模災害発生時における災害情報について 

～ローカルメディアとしての検討～ 

 

中京テレビ放送 報道局報道部 

武居信介 

 

 第一回懇談会の席で紹介しました名古屋での情報伝達の取り組みの現状と課題について、

ご参考にしていただきたく概要を資料としてまとめました。名古屋地区は東海地震の強化

地域・東南海地震の推進地域に指定されるなどしたため、ここ数年で地震防災の取り組み

が大きく進んでいます。地元放送各社も行政と膝を突き合わせてＸデーに向けた対策を検

討してきました。こうした背景の下、ローカル局の抱える課題の現状と、どこまで災害情

報についての対策が進み、課題が明らかになってきているかを示します。＊参考資料１ 

 

（１）テレビの災害報道におけるローカル放送の現状と課題 

▼外に向けた情報と内に向けた情報・・・ 

災害発生時のローカル放送の基本は被災地向けの情報である。ローカル局は  

このうち向け情報の収集・放送の全力を挙げることになる。 

一方でエリアの外に向けて災害の全体像を掴むための放送（ネット局向けの素材

送り）が行われる。特に想定東海地震や東南海地震といった広域災害の発生時は、

全国放送では全容を掴むため各地の情報をリレーするなどして放送することが

想定されるが、それでは地元住民の必要としている情報は十分に伝えられない。

名古屋局の場合、エリア内だけでも大きな被害と混乱が想定されており、全国情

報についてはローカル局がかいつまんだ情報に再アレンジする必要も考えられ

る。全国情報や国が東京で出すローカル関連情報について、ローカルでいかに収

集・まとめるかも課題だ。 

▼取材はいかに行われる？点の取材と線の取材・・・ 

災害発生時の取材に関しては、被災現場の甚大な被害の発生している現場の数箇

所が取材拠点となり、そのほかには県庁や甚大な被害の発生している市町村役場

が拠点となる。したがって、広域災害の場合は甚大なポイント以外はヘリコプタ

ーを使った上空からの情報収集が中心的役割を果たす。 

こうしたことから、広域にわたる情報は県庁に集約される市町村情報が重要とな

り、いかに県庁に詳細な情報を集約するかも大きな課題だ。一方、三重県南部地

域など、遠隔地でかつ地理的に制約の多い地域は、特に広域災害の際に取材記者

が現地に入り込むことは至難のわざとなり、情報発信が出来なくなる地域も想定

される。こうしたエリアについては、自治体が自らいかに情報を発信するかも大

きなテーマだ。（２００４年の台風豪雨では、実際にＪＲの鉄橋が流出した現場
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を紀伊長島町の役場職員が写真撮影してメールでマスコミに発信することで、初

めて報道が可能となったケースもある。） 

場合によっては、各社の中から１チームだけが行政と連携して現地に入る代表取

材や、自治体による映像撮影、情報発信も積極的に検討すべきだ。 

   ▼地方メディアの人手不足・・・ 

ローカル局の報道体制は大規模災害の前にはいかにも脆弱だ。名古屋の広域局で

は地元名古屋にはそれなりのスタッフもいるが、エリア内の岐阜県・三重県につ

いては支局・通信部扱いであり、記者の配置が通常は数人程度しかいない。 

災害情報についても広域で被害が発生した場合、情報収集が名古屋に偏ってしま

う。岐阜県・三重県については遠隔地からの情報収集になってしまうため、大量

の情報をいかに簡便に収集するかが大きな課題となる。 

▼系列応援の限界・・・ 

災害時には民放も系列からの応援が想定されるが、急性期にはそれなりのスタッ

フの増員が見込まれるが、膨大な生活関連情報を収集・伝達しないといけない復

興期に移るとスタッフ不足が深刻な物となるのは必至だ。 

また、広域災害時には応援スタッフも分散され、十分な増員そのものが不可能と

なる。ここでも、いかに簡便に情報を収集処理するシステムを持つかが重要とな

る。 

▼デジタル化などの情報伝達手段の高機能化でより充実した放送が可能に・・・ 

技術の革新に伴い、地上デジタル放送のＬ字放送やデータ放送、ワンセグ放送で

のデータ放送、インターネットサイトを使った情報伝達機能がいたって向上して

いる。現状ではデータ放送などでの情報発信は放送されたニュース内容などに準

じるケースがほとんどだが、災害時には文字情報を使った放送が本放送と同時に

大きく展開され、被災者に対してより細かな情報伝達が想定される。 

名古屋各局でもこうした放送に向けたシステム開発が進められている。 

 

（２）情報伝達の手段の確保の重要性と現状 

   ▼名古屋広域テレビ局の試み・・・ 

３県をカバーする名古屋各局にとって、広域災害の際に膨大な量の情報をいか

に早く正確に処理するかは大きなテーマとなっている。想定される情報は、急

性期には被害状況に加え避難勧告などの避難関連情報（どの地域に出されてい

るかの詳細情報）、避難所の開設情報（避難所の一覧など）、救護所の開設情報

や医療施設の受け入れ態勢状況（一覧が必要）などが必要となる。また、復興

期にはライフラインの復旧情報や交通情報、さらには医療関連情報や風呂や商

店の情報など様々な生活情報（いわゆる「零細情報」）も必要となる。こうした

情報は本放送とは別に、文字情報としてデータ放送などでの展開が想定されて
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いる。こうした状況から、大量な情報を少ないスタッフで的確に早く処理して

いくことが重要で、一次情報を効率的に入手し、処理を簡単に行うことが出来

るシステムが求められていることから、各県が独自に開発し市町村からの災害

情報を収集するシステムを報道にも活用することが検討されている。０１年度

から放送各社と各県庁の間で協議を行い、システムの構築などを進めてきた。 

▼三重県のケース・・・ 

三重県では「防災みえ」のインターネットサイトを常時開設し、緊急時には災

害情報を広く提供している。このシステムは、市町村が三重県庁に災害情報を

報告する際に、独自に開発したオンラインシステムを使い県庁に報告が入ると

同時に情報公開する形となっている。詳細情報がかなり早く公開されている。 

また、災害時にはアクセスが集中することから、三重県では報道機関と関係機

関専用にミラーサーバーを設置しており、ＩＤ・ＰＷで限られた関係者だけが

アクセスできるようになっており、災害時にも緊急情報が確実に防災機関に伝

達される。 

さらに避難関連情報は、マスコミ側からサーバーを常時監視する形で、情報変

更があった場合には各マスコミの端末でアラームがなる仕組みとなっている。 

そして、データはＸＭＬ形式をとっており、データをそのままマスコミ側が取

りに行き、自動処理も可能となっている。（中京テレビでは０７年度から自動処

理と簡単な手作業で避難情報などをニュース速報やＬ字放送などのさまざまな

文字情報に展開できる形となるシステムが稼動する） 

課題は市町村と県庁の間のラインの細さと、市町村側のマンパワーが十分でな

いことなどがあげられる。 

▼愛知県のケース・・・ 

愛知県も三重県同様に独自の防災情報システムを構築している。 

愛知県の場合、県庁と県内市町村、防災関係機関との間で、高度情報通信ネッ

トワークという大容量のデータ通信が可能な地上系と衛星系の行政防災無線の

ネットワークを有している。 

独自の情報通信網を活用した防災情報システムであることから、輻輳の心配を

することなく市町村から無停電で確実な情報伝達が可能なシステムとなってい

る。すべての災害関連情報はこのシステムで県庁に報告されることになってい

る。 

ただし、このシステムは、三重県と異なりインターネットを利用しないクロー

ズドシステムのため、愛知県では、メインサーバーから分岐した報道機関向け

情報提供サーバーを設置している。在名テレビ局の 6 局は専用回線で、この情

報提供サーバーに接続するとともに各社に端末を設置することにより、各社屋

において内部情報の閲覧が可能となっている。また、新聞社、通信社を含む県
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政記者クラブに加盟各社は、記者クラブ室の各社の専用パソコンで同様の内容

を閲覧可能な状態になっている。 

課題としては、提供される情報のデータ形式が、ＨＴＭＬであることから、現

在のところ放送画面作成の自動処理に適していないが、０７年度には、新たに

データ変換サーバーが設置され、ＸＭＬ系の言語フォーマットであるＴＶＣＭ

Ｌver.2.0 で提供される予定となっている。 

また、画像情報もオンラインで提供可能で、協定を締結してヘリコプター映像

を配信している。（愛知県防災ヘリと名古屋市消防ヘリ。０７年度からは河川情

報カメラの映像も常時配信予定。） 

また、情報内容については、避難関連情報は公式発表扱いとし、それ以外は記

者クラブで配布される紙ベースの発表や、県のホームページ、携帯サイトで発

表される情報を公式発表として扱い、オンライン情報はあくまで未確認情報扱

いとして報道している。   ＊別紙資料① 

▼岐阜県のケース・・・ 

岐阜県も独自のシステムを構築し、市町村が情報を入力する形で、さらに岐阜

県はＴＶＣＭＬ形式でマスコミに情報をそのまま提供している。現在、岐阜放

送はこのＴＶＣＭＬをつかってデータ放送で常時災害情報を提供している。た

だし、避難情報以外は公式発表レベルと同じ情報をＴＶＣＭＬを使って自動的

にマスコミに提供する形となっている。（現状では岐阜放送以外は試験運用。中

京テレビでは０７年度から避難情報など重要情報を三重県同様にオンライン処

理する。） 

▼国の出先機関との連携・・・ 

国土交通省・中部地方整備局と各マスコミの間には河川情報カメラを自由に使

える協定を結び、常時映像が提供されている。また、この回線を使って、災害

時には国土交通省のヘリコプター映像が提供されるほか、災害現場に臨時に設

置されたカメラ映像も提供されている。 

ただし、文字情報についての情報のシステム化は未実施。 

 

（３）各県システムの統一や協力・連携体制の構築 

  ▼共通システムの重要性・・・ 

広域災害の際に各局の独自取材による情報収集には限界がある。こうしたこと

から、特に名古屋地区ではヘリコプターを使った画像や河川情報カメラによる

画像情報の共有化が進んでいる。 

一方、放送のデジタル化に伴い、文字情報の重要性が増してきていることから、  

各自治体の災害情報収集システムを効率よく放送に結びつけることも肝要だ。 

特に、各県が開発した災害情報システムは独自の開発が行われたことから、各
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放送局はそれぞれのシステムに対応することが求められた。これは各県ごとに

放送局側もシステムを構築する必要があり、効率的ではない。 

０６年度からは、愛知県を中心に愛知・岐阜・三重の３県と名古屋の各放送局

が一緒になって、「防災情報のあり方勉強会」を立ち上げた。この勉強会では情

報システムに係る技術的な検討の他、行政とマスメディアを取り巻く様々な運

用面の課題等を議論している。 

その一つの課題として３県の情報システムからのマスメディアへの提供情報を

ＴＶＣＭＬ方式で統一する方向性が検討されており、現在のところ、３県共通

のデータ定義書を作成する準備が進められている。 ＊別紙資料② 

こうしたシステムが稼動すると、避難勧告を自動的にニュース速報にしたり、

Ｌ字画面に加工が簡単に出来るようになる。特に地名などを打ち直す際に間違

いが生じたり、長い時間を要したりしてきたが、こうした課題も克服され、正

確に、かつ短時間に重要情報を速報処理できるようになる。 

また、避難所の一覧や、救護所の一覧など、被災地にとって重要な多くの情報

が即時に文字情報として処理され、データ放送やＬ字情報などに加工されるこ

とで、被災者にとっては有効な情報伝達か可能になる。 

また、地上デジタル放送、ワンセグ放送の持つこれまでにない様々な可能性に

ついては、災害情報への活用面でも、その普及の度合いとあいまって期待され

るところであるが、放送画面の編集に優れた共通の情報フォーマットは、こう

した新たな取り組みへの基礎となるものと考えている。 

▼国の構築すべきネットワークとは・・・ 

広域災害の際には、各県の出す情報を集約することが課題となる。名古屋広域

圏ではシステムの言語の統一化が達成されれば、よりスピーディーに処理が可

能となる。しかし、東海地震の際には静岡などの情報も連携が重要となるが、

今のところ名古屋ローカルでの対応となっており、連携が今後の課題だ。災害

情報システムの統一的な収集と配信などは国が先導して広域情報としてまとめ

ていくことが重要だ。名古屋地区で先行するシステムの統一化を全国レベルで

導入することも検討していただきたい。 

特に医療関連情報などは、県域をまたいでその活用可能な資源を最大限に利用

することで死傷者の軽減に役立つと考えられるが、現状の集約システムでは臨

時の救護所の情報などは十分反映されていない。住民にとっては軽微な傷病の

治療できる救護所の情報なども重要である。 

また、風水害の際には県のエリアを越えた情報が重要である。しかし、現状で  

は国の出す情報と県の出す情報、市町村の出す情報はそれぞれ独立して発信さ

れている。河川は自治体の境界にあるケースが多く、複数自治体にまたがって

情報伝達が必要であるが、国と県・市町村の各情報を集約するシステムは現状
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ではない。ひとつの画面に危険な河川の情報が一目で見られるようにまとめて

住民に（報道機関に）提供することも重要だ。こうした情報は、国の出先機関

が集約するのがリーズナブルである。 

また、国の各機関ごとの情報も、ローカルの現場で集約していくことも重要だ。    

自衛隊や消防、警察、海上保安庁などの情報は、それぞれ独自に発信されるケ

ースが多い。同じ自治体の中の情報であっても、集約されることは少ない。 

国（東京）レベルで情報が集約されるだけでなく、災害現場では、市町村ごと

に各機関の情報を集約するシステムが重要だ。国（東京）から現地への総合情

報の打ち返しシステムも検討されるべきである。 

 

（４）自治体の情報発信能力の課題 

▼システム運用の重要性・・・ 

愛知・岐阜・三重の各県は災害情報システムを構築し、従来の電話やファック

スによる報告に代えてオンラインでの情報伝達に特化してきているが、災害情

報の発信は一義的には市町村の課題である。市町村の担当者が多忙で情報入力

が遅れたり、システムを十分に使いこなせないと、せっかくのシステムもない

に等しくなってしまう。新潟県中越地震での防災無線を使えなかった町役場と

同じ様なケースになってしまう。 

災害時に確実にこのシステムを稼動させることが最も重要な課題だ。そのため

には市町村の担当者レベルが情報発信によっていかに救援などの早さがかわる

かなどの重要性をしっかり認識し、入力の担当者を配置するかだ。まだまだ市

町村の認識とマンパワーは十分とは言えない。 

▼上部機関や周辺自治体の応援の必要性・・・ 

災害時に小さな市町村は担当者がさまざまな仕事を兼務することになり、スタ

ッフが充足しているとは言いがたい。こうした中、市町村レベルでの対応には

限界があることを認識して、各県庁がスタッフを派遣することや、周辺市町村

の防災担当者（システムになれた専門家など）が応援に入ることの肝要だ。 

手馴れたスタッフが災害発生直後から応援に入り、情報発信システムへの入

力・発信をケアすれば、情報発信能力は飛躍的に改善される。 

日ごろから連携訓練を重ねたり、相互扶助体制を構築するなどソフト面でのシ

ステムの構築も重要だ。 

▼広報システムの欠如・・・ 

災害発生時にはマスコミと被災自治体の担当者との間でトラブルが発生しがち

だ。通常はマスコミの担当者も少ない市町村にとって、災害発生時には経験し

たことのないような多くのマスコミ記者への対応が迫られ、相互不信を生む土

壌となっている。 
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災害時には自治体が積極的に情報発信することで、地域住民の命を守り、多く

の救援の手を呼ぶことにつながることを市町村の担当者も十分認識することが

重要だ。 

災害時の広報システムについて、しっかりとした体制を考慮して災害対策本部

の編成などをしている市町村はほとんどないのが現状だが、当初から広報シス

テムを想定しておけば、トラブルも相当解消されるものと思われる。 

全国の警察では統一的に広報窓口は警察署のナンバー２である次長が担うシス

テムとなっており、マスコミ側もその仕組みを熟知している。災害対策本部で

も同じ様なシステムを構築すれば、混乱はかなり解消されると考えられる。 

自治体が災害時には住民の命を守るために情報を自ら積極的に発進するという

意識を持つこととともに、責任ある立場の担当者が広報窓口になって対応する

というシステムつくりにより、災害情報の効率的な発信が可能になる。 

▼意思疎通の重要性・・・ 

こうした市町村担当者とマスコミ担当者との間に、日ごろから意思疎通があれ

ば、緊急時の混乱はかなり解消される。市町村とマスコミ・都道府県との協議

会を設置するなどして、マスコミ側が緊急時に何をしようとしているのか、ど

のような情報を求めているのか、住民にとってどのような情報が必要なのかな

ど、日ごろから意思疎通をしていくことが重要だ。県庁を中心に市町村の防災

担当者とマスコミ担当者が同席する会議などの開催が求められている。 

 

（５）情報の質のアンバランスについて 

▼住民が知りたい情報と自治体が出せる情報(出したい情報)の違い・・・ 

各県庁レベルで情報発信したいとする情報に河川情報の水位情報が示されてい

る。こうした情報の有用性は認識するものの、住民レベルで専門性の高い数値

情報をいかに活用できるものか、検討の予知があると考えられる。住民にとっ

て重要なのは、危険性の情報であって、水位の詳細情報ではない。 

危険性の情報については本来最大限の情報ツールの確保などが求められるが、

現状は危険性を簡易に認識できる情報発信にはあまり労力が費やされていると

は認識できない。行政の「出せる情報」と「住民に必要な情報」の間でもっと

精査が必要ではないだろうか。こうしたことは、多くの場面で散見できる。 

▼情報の翻訳者としての役割・・・ 

雨量情報や水位情報、余震確立など、住民にとって重要ではあるが、わかりに

くい情報については、確実に平易な言葉で瞬時に認識できるような表現による

情報発信が重要だ。 

行政の専門家は自分たちの専門用語を使って表現するのではなく、小学生でも

わかるような住民への情報発信が求められている。マスコミもこうした情報を
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選別し翻訳する責務を負うものだが、１次情報を発信する段階でも平易な言葉

や内容に翻訳する努力が求められている。 

▼「零細情報」の収集と発信・・・ 

大規模災害の際には、医療救護所などだけでなく、風呂屋の情報や商店の営業

情報など、生活に密着した情報も被災住民にとってはいたって重要な情報とな

る。現状のマスコミの取材体制では、こうした情報を収集・発信する能力を十

分に有するとは考えられない。行政やボランティア、ライフライン各社などと

の連携の中で、こうした「零細情報」についても、いかに情報を集約するかも

大きな課題である。 

特に、愛知・岐阜・三重の各県が設置している災害情報システムと各放送局が

開発を進める文字情報システムを活用すれば、こうした零細情報が簡易にデー

タ放送などに展開が可能になる。今後、こうした零細情報の収集などをサポー

トしていくことが求められる。 

 

（６）名古屋での取り組みの先導役とは・・・ 

▼ＮＳＬの果たした役割・・・ 

名古屋地区では災害情報の伝達などで、マスコミと行政の連携がかなり進んで

きている。こうした背景には、２００１年４月から続けられている名古屋大学

とマスコミを中心とした地震災害の勉強会・ＮＳＬ（ネットワークフォアセー

ビングライフ）の活動が大きく貢献している。ＮＳＬは毎月、名古屋大学を中

心とした学者とマスコミ各社の担当記者・デスク・アナウンサーや行政の担当

者らが集い、毎回ゲストスピーカーを招いてさまざまな角度から勉強会を開催

している。 

ここでは、すべてがオフレコを条件に忌憚のない議論が交わされている。ＮＳ

Ｌで紹介された内容は地震防災を扱った番組や新聞記事に紹介され、さらには、

人的ネットワークつくりにも貢献している。防災は単独の社や機関で進めるこ

とは不可能で、多くの機関が切磋琢磨しながら、その壁を越えて議論して共通

認識を作っていくことが重要だ。防災は人を作ることでもあり、こうした取り

組みが各地で広がることが期待される。 

 

      参考資料②  http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/yamaoka/nnsl/nnsl.html 
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＊参考資料１：名古屋地区のテレビ局の現状 

   名古屋地区には本社名古屋にある広域局と、単県エリア局が混在している。 

      広域局（対象エリア・愛知県、岐阜県、三重県の３県内） 

中部日本放送（ＴＢＳ系列）、東海テレビ（フジテレビ系列）、メーテレ 

（テレビ朝日系列）、中京テレビ（日本テレビ系列） 

      単県局（対象エリア・各県内） 

        テレビ愛知（愛知県・テレビ東京系列）、 

岐阜放送（岐阜県）、三重テレビ（三重県） 

      ＮＨＫ（名古屋放送局・岐阜放送局・三重放送局） 
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別紙資料①                     平成 18年 9月 12日 
 

マスメディアと連携した緊急情報の伝達のあり方について 
－災害情報の伝達に係る愛知県の取組みと考え方－ 

 
愛知県防災局災害対策課 

 

愛知県では、平成１２年９月１１日から１２日にかけて、台風１４号と秋雨前

線の影響による未曾有の集中豪雨に見舞われ、県内のほぼ全域に渡り、浸水被

害にみまわれた。いわゆる「東海豪雨」といわれる災害である。 
この後、愛知県水害対策検討委員会などにより、この災害の対応状況等につい

て検証され、様々な課題が指摘されたが、その中で、①災害危険性の周知の重

要性の認識、②避難勧告・指示のあり方、③災害情報の収集・伝達のあり方と

いった災害情報のあり方に係る課題が浮き彫りになった。 
こうして浮き彫りになった課題に対する愛知県の取組みと、県民への災害情報

の提供のあり方に関する考え方、特に報道機関との関係について述べたい。 
 
１ 東海豪雨前の情報収集・伝達体制 
・ 市町村から県への被害報告は、県事務所経由で、一定時間毎の状況を電話、

FAXで伝達され、その集計を手計算で行っていた。 
・ 集計結果については、被害状況速報として、国など関係機関に FAXで伝達
されていた。 

・ ライフライン機関等との防災関係機関情報も、電話、FAXで伝達されてい
た。 

・ 関係機関相互の情報は、必要に応じて紙ベースで情報交換していたが、常

時情報を共有化しているシステムにはなっていない。 
・ 避難勧告・指示等の県民の生命に関わる情報について、電話、ＦＡＸの他、

記者クラブへの紙ベースの情報提供しか報道機関への伝達手段がない。 
・ 報道機関に対する情報提供は、被害状況速報をもとに、報道発表資料を紙

で作成し記者クラブを通じて提供していた。 
 
２ 東海豪雨の反省から指摘された課題 

(1) 情報収集、集約に時間がかかり、集計に手間と人手がかかるとともに、
被害の全体の把握に多くの時間を要した。 

(2) 防災関係機関相互の情報の共有化が不十分であった。 
(3) 住民の避難行動に繋がる避難勧告・指示の的確な情報発信が適切になさ
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れなかった。 
３ 東海豪雨を契機に行った愛知県の災害情報に係るこれまでの取り組み 

東海豪雨の反省から指摘された課題のうち、(1)及び(2)の情報収集・集約
の迅速化、防災関係機関相互の情報の共有化、さらには、収集・集約された

情報を災害対策の第一次機関である市町村へ迅速に伝達する手段として、コ

ンピューターネットワークを利用した災害情報の収集伝達システムである

「愛知県防災情報システム」を開発した。 
【愛知県高度情報通信ネットワークシステムの整備】 

・ 県内市町村と一体で、災害に強い独自の通信回線網を構築することを

目的として、地上系無線と衛星系無線の 2 ルートにより、映像、デー
タ通信にも対応できる高速・大容量のデジタル多重マイクロ無線回線

を整備した。 
平成１３年度  地上系無線 一部運用開始 
平成１４年度  地上系無線 本格運用開始 
平成１６年度  衛星系無線 運用開始 

【愛知県防災情報システムの整備】 

・ 愛知県高度情報通信ネットワークを利用した防災情報システムを導入

し、市町村、防災関係機関をオンラインで結んだ災害情報収集、伝達

体制を整備した。 
平成１３年度 基本設計、実施設計 
平成１４年度 システム整備、一部運用開始、 

災害対策本部室の機能強化整備(OA化) 
平成１５年度 GIS(地理情報システム)整備 
平成１６年度 本格運用開始 

・ 防災情報システムで収集した情報について、ネットワークで接続され

た県の各機関、市町村、防災関係機関で情報の共有化を図ることが可

能となった。 
・ 災害情報を、県ホームページ及び携帯サイトに防災情報システムから

アップロードできるようにした。 
 

(3)の課題への対応としては、災害時における住民への情報提供のあり方を
検討する必要があり、愛知県水害対策検討委員会報告書では、次のような提

言がなされている。 
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複数のチャンネルによる住民への情報提供とマスメディアとの連携 

災害時の住民への情報提供は、一つでなく複数のチャンネルを用意してお

くことが大事であるが、テレビ、ラジオ、新聞などマスメディアが特に有効

であり、マスメディアとの連携を図るべきである。 
(愛知県水害対策検討委員会報告書から抜粋)

災害時に住民へ情報を提供するには、防災行政無線、広報車、消防職・団

員の巡回、自主防災組織による声がけ、CATV、ミニ FM、メーリングサー
ビス、インターネット等いくつもの手段が考えられるが、どれか一つでなく

複数のチャンネルを用意し、地域の実情にあった形で充実させていくことが

重要であろうと考えている。これらの手段は、地域特性に密着した伝達手段

であることから、主として市町村が行っており、県としては、市町村の行う

これらの事業に対して、防災マップ作成や資機材整備の補助金の交付、消防

団、自主防災組織の活性化事業、地域の防災リーダーの育成などで支援して

いる。 
その一方、マスメディアとの連携に関しては、多くの住民が発災直後は、

テレビ、ラジオを通じ、ある程度時間を経過すると、新聞から情報を入手し

ている実態があり、意識調査でも、県民の 7割以上が避難勧告の伝達手段と
してテレビ、ラジオを望んでいる。 
また、マスメディアと連携して効率的に住民に情報提供できれば、応急対

策に忙殺されている現場の負担軽減にも繋がると思われる。 
マスメディアとの連携は、県単位或いは県域をこえた広域広報媒体である

ことから、県で集約して情報提供することが合理的である。 
そこで、県と報道機関との意見交換の場を設定することとした。 
 

【参考】 
愛知県水害対策検討委員会委員名簿 

平成 14年 3月現在 
学識者(6名) 
氏 名 所属・職 専門分野 

小栗宏次 愛知県立大学情報科学部教授 情報科学 
河田恵昭 京都大学防災研究所巨大災害研究センター長、教授 河川工学 
高田弘子 都市調査室代表 まちづくり 
西沢信正 金城学院大学現代文化学部 特任教授 報道 
林 上 名古屋大学情報文化学部教授 都市経済地理学 
林 春男 京都大学防災研究所巨大災害研究センター教授 災害心理学 
市町村代表(6名) 
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氏 名 所属・職 
勝田徳男 名古屋市消防局防災部防災室長 
浮海正夫 春日井市総務部長 
小林榮瑣征 刈谷市総務部長 
菅井竜彦 西枇杷島町総務部長 
冨永 眞 東浦町総務部長 
原田 均 稲武町総務課長 
県職員 

氏 名 所属・職 
門脇克己 県民生活部消防防災課長 
石田敏文 県民生活部消防防災課主幹 
大内忠臣 建設部河川課長 
野澤重明 建設部砂防課長 
伊藤元二 尾張事務所次長兼総務課長 

 
【報道機関との意見交換の場の設定】 

・ 東海豪雨に際して指摘されていた避難勧告・指示等の緊急情報の迅速

かつ的確な県民への伝達のあり方について、愛知県防災情報システム

整備と並行しながら、平成 14年 7月頃から在名の放送局と意見交換を
進め、平成 14年 11月 20日に「愛知県政記者クラブ」加盟のテレビ、
ラジオ局、新聞社、通信社と指定地方公共機関に指定しているラジオ

局の参加を得て「災害情報提供に係る報道機関との連絡会議」を開催

した。 
・ この連絡会議以降、逐次、防災情報システムのオンラインによる報道

機関への情報提供について、提供内容と技術的な調整を図るための協

議を重ね、報道機関への災害情報の提供に係る協定の締結と県防災情

報システムの報道各社へのオンライン接続を実現した。 
・ 平成 18年 5月 23日、在名テレビ局と、岐阜県、三重県の参加を得て、
地上デジタル放送、ワンセグ放送など新しい技術の進展を踏まえ、幅

広く防災情報のあり方について率直に意見交換及び情報交換する場と

して、「防災情報のあり方勉強会」を立ち上げた。 
【報道機関への災害情報の提供に係る協定の締結と運用】 

・ 平成 17年 5月 23日に、愛知県政記者クラブ加盟各社と県との間で、
避難勧告・指示の状況、避難所開設状況、救護所の開設状況について、

オンラインによる情報配信にかかる協定を締結し、同日から運用を開

始した。 
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－協定の主な内容－ 
県防災情報システムから直接オンラインで提供する情報については、即時性を重んじるた

めに未精査であることに十分留意し、報道機関の責任において利活用することが前提であ

ること。 
・ また、在名テレビ各局と、県防災ヘリコプターによるヘリコプターテ

レビ画像電送システムの災害映像情報のオンライン提供について協定

を締結し、運用している。 
・ 平成 18年 3月 31日、オンラインによる情報提供の範囲を拡大するよ
う協定内容を見直し、従来の避難関係情報に追加する形で、人的被害、

住家被害、公共施設被害、災害対策本部設置状況など 17項目を提供す
ることとした。 

【愛知県が報道機関にオンラインで提供する情報の現状】 

・ 提供情報の性格から、報道機関においてノーチェックで配信されるこ

とはないと考えられること及びシステムのセキュリティー管理の必要

から、他のネットワークへの無条件の接続を想定していないことから、

提供に際しての言語形式を、まず人間による判断が先行するというこ

とで、編集に適する言語特性より視認性の高さを重視し、広く一般的

なブラウザで見ることのできる HTMLを採用した。 
・ ただし、防災情報システムの設計段階では、地上デジタル放送のデー

タ放送やワンセグ放送の特性等について広く知られてはおらず、まっ

たく未知数のものであったことから、データ放送を念頭においた言語

特性については考慮されていない。 
 
４ 愛知県の報道機関に対する災害情報提供の考え方 

【基本方針】 

災害情報は、個人情報を除き、原則、公開情報である。特に、住民の生

命と財産に直接影響する緊急情報については、積極的に情報提供していき

たい。 
【なぜ、災害情報を収集、伝達するのか】 

県、市町村は、災害応急対策の 1項目として、災害対策基本法第 51条に
定めるとおり、情報の収集、伝達に努めなければならないこととされてい

る。また、同法第 53条では、市町村は、都道府県への報告義務を負い、都
道府県は、内閣総理大臣への報告義務を負うこととされている。 
災害情報の伝達は、法律上定められた義務に違いないものの、県及び市

町村は、災害対策基本法第 4条及び第 5条で定める防災上の責務を負い、
災害対策の実施機関として、被災状況と対策状況を把握し、災害応急対策
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の実施に必要な対策の立案、判断の基礎とするために行うことが最大の目

的である。 
都道府県から国への報告や市町村から県への報告は、迅速かつ的確に行

われなければならないが、報告する目的は、国、防災関係機関が行うべき

災害対策活動に資するために行うものであり、国の支援、他府県の応援の

判断の基礎となるべきものである。 
報道機関への情報提供は、災害応急対策の推進の上から不可欠な、住民

へ情報伝達手段と捉えており、報道機関との連携で実施する災害応急対策

の一つとして考えている。 
【愛知県の報道機関への情報提供に関する考え方】 

・ 各報道機関から、住民に発信される情報は、原則、報道機関の責任の下

で取り扱われるべきであり、報道機関は自らの報道内容について承知し

ないまま放送することは考えられない。 
・ 行政としては、できるだけの情報提供はするが、それをどう利用し、活

用するかは、報道機関の判断に委ねられる部分であり、報道の自主性、

主体性を考えた場合、各報道機関が、災害対策基本法で定める指定公共

機関、指定地方公共機関という防災関係機関の責務として県民に的確に

災害情報を伝えるべきである。行政としては情報提供から先は支援、協

力の範囲しか関われないものと認識している。 
・ 行政として、どうしても伝達したいことがあれば、協力要請ということ

はありうると考えているが、要請の範囲を超えることは考えにくい。 
・ 情報発信の状況においても、情報の正確性を主眼とした平時の情報発信

ではなく、非常時の混乱状態において、場合によっては、拙速が正確性

に優先する判断基準となる状況であることから、情報の二元化による混

乱を招くことは極力避け、限界状況にある市町村職員の負担軽減を最大

限考える必要がある。 
・ 緊急の災害情報と、時間的余裕のある情報とは対応に差があることを認

識すべきであり、命に関わる緊急情報は、誰もが注意を喚起できるわか

り易い単純かつ明確なものである必要が高く、詳細性よりも迅速性を主

眼とすべきものであり、インフラ施設の復旧や各種サービスの提供など

の生活維持情報や、安否情報などの安心情報については、災害関連情報

としても正確性の確保が重要視されるべきであろうと考えている。 
・ 災害対策は、「やるべきこと」をまず考え、実際に運用する組織や人を十

分に考慮して、「やれること」としてどんな技術が活用できるか手段を考

えることが基本であるが、災害情報の伝達に関しても例外ではない。 
【市町村の災害情報の伝達に関する認識】 
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・ 市町村レベルでは、防災行政無線、メーリングサービス、広報車、職員、

消防職・団員による巡回等、行政の持つ広報手段を使い独自の広報も展

開しつつ、CATV、ミニ FM局など、コミュニティーメディアへの情報提
供による伝達など、マスメディア以外の広報手段を展開している。マス

メディアへの情報提供は、住民に対する情報発信の手段のワンオブゼム

にすぎず、マスメディアに対しての情報提供手段がそのまま他の手段に

適した情報提供方法であるかのような一律の議論はできない。 
・ ワンソースマルチユースの検討は、個々の市町村の実情に合わせ、個別

に最適を検討すべきであり、市町村独自の災害情報収集システム等と県

防災情報システムとの整合の検討に当たっては、個別に協力する考えで

ある。 
・ 市町村は、災害対策の最前線で対応し、住民に対して行った情報提供に

より生じた結果に対して責任が生じる。それだけに住民の生活に直接影

響を及ぼす情報については、慎重にならざるをえない場合がある。 
・ 市町村災害対策本部においては、混乱状況の中、当面の対応に忙殺され、

災害の規模が大きくなればなるほど、情報伝達は遅れがちになるもので

ある。ニュースソースとなる市町村に的確な支援体制をとり、情報収集・

伝達機能を確保する方策を検討しておくべきである。 
 

５ 今後の愛知県の取組みについて 

(1) 災害情報のあり方についての検討 

現段階における愛知県防災情報システムでは、先にも述べたように、地

上デジタル放送のデータ放送やワンセグ放送の特性、特にデータ放送を念

頭においた言語特性については考慮されていない。 
しかし、2011年の地上デジタル放送への完全移行を前に、急速に地上デ
ジタルテレビやワンセグ対応携帯電話やカーナビゲーションの普及が見込

まれ、地上デジタル放送やワンセグ放送の特性を、災害情報の伝達にも十

分活用できるような基礎的な対応を検討する必要性が高いと認識している。 
そこで、次の事業展開ができないか検討を開始し、その検討母体として、

平成 18年 5月 23日に立ち上げた「防災情報のあり方勉強会」を位置づけ
たいと考えている。 
なお、この勉強会には、学識者や市町村、通信事業者等にも参加を呼び

かけて、議論を重ねていければと考えている。 
【事業構想案の概要】 
Ⅰ 防災情報システムによるデータ提供方式の見直し 

県防災情報システムによる情報提供が、報道機関のデータ編集に一般的に
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使用されている言語でできれば、放送局側における物理的な情報処理時間が

大幅に短縮できることが期待できる。 
 

○ できるだけ速やかに取組みたい事業の構想 

「防災情報のあり方勉強会」において、データ提供にかかる課題の抽出を

行うとともに、編集性に優れた XML 言語化と、自動送信するデータに係る
信頼性確保策の検討をおこなう。 
また、XML言語への変換システムを県防災情報システムに機能付加し、で
きるだけ早い時期の実用化に向けて検討したい。このことにより、地上デジ

タル放送のデータ放送に対応できる情報提供の迅速化が可能となる。 
また、県域を超えた広域対応については、岐阜、愛知、三重の３県が共通

の考え方で連携を図り、各県の情報について共有化が図られたうえで、今後

の各県の取組みは、各県の将来のあるべき姿について議論が重ね、可能な限

り協調した対応が望ましいと考えている。 
さらには、河川情報等についても、避難関係情報とリンクさせて XML 言
語で提供し、一体として報道機関に提供できれば、更に情報として有益なも

のとなると考えられ、河川管理部局と連携を図っていきたいと考えている。 
 

○ ＸＭＬ言語化後に「防災情報のあり方勉強会」で将来的に協議していきたい

項目 

① 自動起動システムの検討 

緊急情報は、平時、意識して情報を収集しようとしていない者に対しても、

強制的な警告(アラーム)情報として、注意を喚起できることが望ましく、地
上デジタル放送による自動起動システム活用の可能性を検討していきたい。 

② ＧＰＳの位置情報に対応した具体的な避難行動規範となるような情報提供
システム(個人向け特定地域情報提供) 

地上デジタル放送のデータ放送では、郵便番号単位のローカル情報の提供

が可能となることから、ワンセグ携帯電話の GPS 機能で、位置情報を特定
し、所在地の避難に係る情報を提供することが可能となれば、地図により、

安全な移動手段等に係る個人の行動範囲に係る必要な情報提供及び迅速か

つ適切な避難誘導が期待できる。 
市町村と連携したシステムの開発が可能となれば、旅行者等の住民以外の

地理に明るくない人に対しても避難に係る具体的な情報提供が可能となる。 
③ 特定受信者向け情報の提供システムの実用化 

放送波によって、事前に登録した特定のワンセグ携帯電話のみを呼び出すシ

ステムが確立すれば、災害時の要援護者向け早期避難や、災害対策要員の緊急
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呼出などに活用でき、通信の輻輳の恐れがなく、同時一斉の連絡が、時間のロ

スがなく可能となる。その制度上の条件整備を含め検討していきたい。 
 
Ⅱ 災害時における市町村支援体制の強化 

どんなすばらしい情報システムを構築しても、最初に情報を入力する市町村

において、混乱して対応できなければ何の役にも立たない。例えば、東海豪雨

の際、町域のほとんどが浸水し、役場自体も浸水によって通信インフラをはじ

めとした防災機能が麻痺した西枇杷島町(現在の清須市)のような場合には、町
職員に多くの対応を求めることは困難であり、県への報告もできない状況にあ

っては、県において、市町村災害対策本部の機能を維持し、情報収集、伝達体

制を確保するよう、職員の派遣や、県における代行措置により、積極的な支援

策を講じていく必要がある。 
平成 1７年２月に発表された「あいち行革大綱２００５」では、防災体制強
化の柱の一つとして、現場即応体制の徹底と市町村に対する防災支援体制の強

化を掲げており、「市町村支援チーム」という形で、市町村の災害応急対策活

動を支援する体制整備に取り組んでいる。 
災害情報の収集、伝達は、市町村災害対策本部の主要な機能であり、その機

能確保のための体制作りに、県内市町村とともに取組んでいきたい。 
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別紙資料②                          平成 19 年１月 31 日 

 

防災情報あり方勉強会の今後の検討課題と検討方法について 

 

愛知県防災局災害対策課   

主任主査 原 田 信 一 

 

【課題１】 愛知県、岐阜県、三重県の共通のデータ提供形式のルール化 
○ 共通言語化の可能性の検討 

・ 各放送局の放送編成システムで共通に対応できる言語形式の定義付け 
・ 各放送局の放送画面のプラットフォームに対応できる最大公約数の決定 
・ 提供する情報の項目、条件、制限の明確化 
・ 配信データの定義、配信コードの定義の統一的な設定 
 
○ 各県防災情報システムの共通化の必要性の検討 

・ 3県共通のデータベース化の可能性の可否 
・ プッシュ情報、プル情報双方に対応する情報の発信サーバーの各放送事業者、3県及び
各県市町村の共同運用体制の必要性の検討 

 
○ 地上デジタル放送、ワンセグ放送の持つ可能性の有用性の検討 

・ 放送波による自動起動によるアラーム機能の活用 
・ 特定受信者向け情報発信の可能性 
・ 視聴者からの返信情報を始めとする双方向情報の運用体制の検討 
・ 郵便番号単位の超ローカル情報の配信の仕組みの検討 
・ 防災情報システムと他のシステムの有機的な融合の可能性の検討 
・ 自動配信データのチェック体制・システムの構築 
 

【課題２】 県と市町村と一体となった情報提供体制のあり方の検討 

○ 県と市町村が一体となったシステム運営のあり方 

○ 市町村が報道機関を経由して住民に伝えたい情報の精査 

・ 緊急情報と被災者生活支援情報 
・ 広域情報とローカル情報 
・ プッシュ情報とプル情報 
・ 他の広報媒体との連携、情報フォーマットの共通化 
○ 平常時活用の可能性の検討・・・常日頃から活用できるシステム 

○ 情報の迅速性、確実性、信頼性確保の検討 
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愛知県災害情報センター 

・ 市町村において、適宜適確に情報発信ができる条件整備の検討 
・ 市町村の行政機能の低下或いは麻痺した場合のバックアップ体制の検討 
○ 災害対策本部設置時の県、市町村の報道機関への情報提供マニュアルの検討 

・ 防災担当者以外によるスポークスマン制度の導入 
 
【課題３】住民の行動に繋がる緊急情報のあり方について 
○ 情報発信者として、取りうる方策の洗い出し 
 
検討の目標設定 
○ 検討期間  2011年 3月末までに、検討結果を集約 

検討結果を検証の後、次の目標設定、検討期間の設定を行う。 
○ 中間目標  毎年度末までに、翌年度の重点検討テーマを設定していく。 

【19年度検討テーマ（案）】 
１ 東海 3県のＴＶＣＭＬver.2.0による情報提供配信コード、配信データ定義書の検討 
２ 県と市町村と連携し、一体となった情報提供体制の検討  
   

● 平成 19 年度愛知県防災情報システム整備予定 

 
    

 
 
 

 

 

市町村 

県防災情報システム端末 

愛知県高度情報通信ネットワーク 

防災関係機関 

県事務所 

愛知県防災情報

システムメイン

サーバー 

報道機関情報提

供サーバー 

19年度改修予定

県河川情報システム

サーバー等 

(18 年度整備) 

支
援

放送局 

光ケーブル (HTML 言語

で提供、TVCML 言語の導

入を予定) 

住 民

19 年度事業の概要(予定・未確定情報)                       

○ 現行の報道機関情報提供サーバー(ＨＴＭＬ)に加え、ＴＶＣＮＬver.2.0による情報提
供サーバーの設置 

○ 県河川情報システムを防災情報システムの報道機関情報提供サーバーに受け入れ、現

行の光ケーブルを利用した一体化した情報提供システムの整備 
○ 県事務所を中心とした県地方組織による、市町村支援体制の整備 
○ 災害情報センターの機能強化に伴う、広報体制の見直し 


